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（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当　　　　　　　　2,101,050円

 

新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払

い込むべき金額の合計額を合算した金額

302,101,050円

（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場

合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、新株

予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い

込むべき金額の合計額を合算した金額は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所

  （名古屋市中区栄三丁目8番20号）
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第一部【証券情報】
 
第１【募集要項】
 
1【新規発行新株予約権証券】
（1）【募集の条件】

発行数 150個

発行価額の総額 2,101,050円

発行価額 新株予約権1個につき14,007円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 1個

申込期間 平成23年12月2日（金）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
株式会社ECI　経営管理部
神奈川県川崎市幸区堀川町580-16

割当日 平成23年12月2日（金）

払込期日 平成23年12月2日（金）

払込取扱場所 株式会社みずほ銀行　六本木支店

（注）1．第13回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」という。）の募集の条件については、平成23年11月16日（水）開催の

取締役会決議によるものであります。

2．平成23年11月16日（水）開催の取締役会決議を経て、平成23年11月18日（金）に本新株予約権の割当予定先との間で本
新株予約権の「買受契約（発行する際の条件を事前に取り決めたもの）」を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当
は行われないこととなります。しかしながら、今回の割当先は、当社について財務内容が悪化していることは十分承知して
いる一方、米国NCIにおいて臨床試験を開始したがん治療薬ECI301の潜在性に以前から注目しており、今回引受ける意思を
伝えてきているため、当社との買受契約を締結しない可能性は極めて低いものと考えております。

　　　 3．申込及び払込の方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込む

ものとします。

4．本新株予約権の募集は第三者割当の方法によります。
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（2）【新株予約権の内容等】
当該行使価額修正条

項付新株予約権付社

債券等の特質

1.　本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法：

（1）　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

（2）　本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又は

これに代えて当社の有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の

発行又は処分を「交付」という。）する数は、「新株予約権の行使時の

払込金額」欄第1項第（1）号の出資額を同欄第（2）号の行使価額で除

して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。）とする。ただし、

行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。

2.　行使価額の修正基準及び修正頻度：本新株予約権の行使価額は、「新株予約権

の行使時の払込金額」欄第2項の規定に基づき、修正される。

3.　行使価額の当初行使価額、上限行使価額、下限行使価額：

当初行使価額　6,615円

上限行使価額　当初行使価額の200%に相当する金額

下限行使価額　当初行使価額の55%に相当する金額

（いずれも「新株予約権の行使時の払込金額」欄に記載のとおり修正又は調

整されることがある。）

4.　割当株式数の上限、下限：

上限　82,350株（発行済株式総数に対する割合は38.14％）

下限　22,650株（発行済株式総数に対する割合は10.49％）

（「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されること

がある。）

5.　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の行使制限する条項が設け

られている（詳細は、（注）8．「本新株予約権の行使制限」欄を参照）。

6.　本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の一部又は全部の取得を可

能とする条項が設けられている（詳細は、「自己新株予約権の取得の事由及

び取得の条件」欄を参照）。

新株予約権の目的と

なる株式の種類

株式会社ECI　普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式

である。なお、単元株式数の定めはない。

新株予約権の目的と

なる株式の数

本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第1項第（1）号の出資額を同欄第（2）号の行使価額

（但し、同欄第2項及び第3項によって修正又は調整された場合は修正後又は調整

後の行使価額）で除して得られる最大整数（以下「交付株式数」という。）とす

る。この場合に1株未満の端数を生じたときにはこれを切り捨て、現金による調整

は行わない。

EDINET提出書類

株式会社ＥＣＩ(E00983)

有価証券届出書（通常方式）

  3/159



 

新株予約権の行使時

の払込金額

1．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

（1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、2,000,000円とす

る。

  （2）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における

株式　　 

1株あたりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、

6,615円とする（以下「当初行使価額」という。）。ただし、第2項及び第3項の

規定に従って修正又は調整されるものとする。

  2．行使価額の修正

　　本新株予約権は平成23年12月2日以降の毎週金曜日（以下「決定日」という。）

の翌取引日以降、決定日（ただし、決定日に終値（気配値を含む。以下同じ。）の

ない場合又は決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の終値のある取引

日とする。以下同じ。）の株式会社名古屋証券取引所（以下「取引所」とい

う。）における当社普通株式の、当該日において有効な行使価額と当該日の取引

所における当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額（1円未満切

り捨て。以下、「基準価格」という。）を比較し、基準価格が行使価額を1円以上

上回る場合又は下回る場合には、行使価額を当該基準価格に修正する。なお、第3

項で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、修正後の行使価額は、本新株

予約権の発行要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる

算出の結果、基準価格が当初行使価額の55％に相当する金額（円位未満小数第

１位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。ただし、第3項による調整を受け

る。以下、「下限行使価額」という。）を下回る場合には、修正後の行使価額は下

限行使価額とし、基準価格が当初行使価額の200％に相当する金額（円位未満小

数第1位まで算出し、その小数第1位を切り下げる。ただし、第3項による調整を受

ける。以下、「上限行使価額」という。）を上回る場合には、修正後の行使価額は

上限行使価額とする。

3．行使価額の調整

（1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第（2)号に掲げる各事由により当

社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生

じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整式」とい

う。）をもって行使価額を調整する。

     
 
既発行普通株式数＋

交付普通株式数×
1株当たり

の払込金額

調整後

行使価額
＝
調整前

行使価額
×

時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

  （2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使

価額の適用時期については、次に定めるところによる。

  ①本項第（4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新

たに交付する場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換

えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しく

は新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合

を除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けら

れているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、又、

募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
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  ②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行

使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当に

ついて普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはそ

の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利

を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通

株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこ

れを適用する。

  ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価

を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行

する場合（無償割当の場合を含む）又は本項第(4)号②に定める時価を下回

る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株

予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合（無償割当の場合

を含む。）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権

若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の行使価額

で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額

調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権

付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適

用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日

以降これを適用する。

上記に拘わらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取

得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権

利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価

の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予

約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請

求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整

式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを

適用する。

  ④本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定さ

れ、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会そ

の他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めに拘わ

らず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用す

る。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま

でに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当

社普通株式の交付株式数を決定するものとする。

 

株式数＝

（調整前行使

価額
－
調整後行使

価額）
×

調整前行使価額により

当該期間内に交付され

た当社普通株式数

調整後行使価額

 

 

 

 

 

ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 　　

  （3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額と

の差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただ

し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場

合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの

差額を差引いた額を使用する。
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  （4）①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。

  ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただ

し、本項第（2）号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引

日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで

終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数

第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 　　

  ③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、又、

基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日1ヶ月前の日における

当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の

数を控除した数とする。又、本項第（2）号②の場合には、行使価額調整式で

使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割

当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

  （5）本項第（2）号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場

合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。

  ①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当

社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

  ②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発

生により行使価額の調整を必要とするとき。 　　

  ③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。 　　

  （6）本項第（2）号の規定に拘わらず、本項第（2）号に基づく調整後の行使価額

を初めて適用する日が他のいずれかの調整日と一致する場合には、合理的な理

由が存在する場合を除き、本項第（2）号に基づく行使価額の調整は行わない

ものとする。ただし、この場合も、下限行使価額については、本項第（2）号に

従った調整を行うものとする。

（7）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじ

め書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及

びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に

通知する。ただし、本項第（2）号②に示される株式分割の場合その他適用の日

の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやか

にこれを行う。又、本項第（6）号の規定が適用される場合には、かかる通知は

下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

額の総額

302,101,050円

（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した

新

株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行

使

に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額は減少する。

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

格及び資本組入額

1．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に

係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係

る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的と

なる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
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  2．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資

本

準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本

金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限

度額の2分の1の金額とし（計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数

を

切上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ

た額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期

間

平成23年12月6日から平成25年12月6日までとする。ただし、別記「自己新株予約権

の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を

取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとす

る。

新株予約権の行使請

求の受付場所、取次

場所及び払込取扱場

所

1．新株予約権の行使請求受付場所

　　株式会社ECI　経営管理部

神奈川県川崎市幸区堀川町580-16

2．新株予約権の行使請求取次場所

　　該当事項はありません

3．新株予約権の行使請求の払込取扱場所

　　株式会社みずほ銀行　六本木支店

新株予約権の行使の

条件

1．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行

可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うこ

とはできない。

2．各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取

得の事由及び取得の

条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日

（以下、「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の

新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うこ

とにより、取得日の到来をもって、本新株予約権の発行価額相当額で、当該取得日

に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権

の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に

関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 

代用払込みに関する

事項
該当事項はありません。

組織再編成行為に伴

う新株予約権の交付

に関する事項

該当事項はありません。

 
（注）1．行使価額修正条項付き新株予約権付社債等の発行により資金の調達をしようとする理由
（1） 当該資金調達の目的及び理由

資金調達の目的は当社の事業の健全化を主眼として未払金債務の解消及び創薬ツールの製造等の費用を資金使途として行
うものであり、未払金債務が減少し、創薬ツールの製造等に資金が充当されることに伴って当社の事業が健全化される下地が
整うものと考えております。当該資金調達の理由は以下のとおりです。
当社及び当社連結子会社である株式会社セルテ（以下、「当社等」という。）が属する医療品業界及びこれを取り巻くビジ

ネス環境は、各国において医療品承認要件の厳格化など、新薬開発のハードルが高くなっていることに加え、昨今の景気の低迷
から依然として非常に厳しい状況が続いております。当社等は、創薬及び創薬関連事業、創薬ツール供給事業、健康食品卸売事
業の3つを主力事業として事業を展開しており、ライセンスアウトを含む業務提携契約に基づく治験薬の販売をはじめとして、
現在までに新規顧客の開拓などを推進してまいりました。
こうした中、平成23年3月15日に中国の天津天士力制葯股?有限公司（以下、「天士力社」という。）とがん治療薬ECI301

（以下、「ECI301」という。）のライセンスアウトを含む業務提携基本契約を締結し、平成23年3月31日には韓国の柳韓洋行
（以下、「柳韓社」という。）とECI301ライセンス契約を締結するなど、新たに製薬企業との提携を進めてまいりました。
これらの取り組みの結果、平成23年5月期の連結業績は売上高148百万円、営業損失578百万円、経常損失578百万円、当期純損

失788百万円となり、債務超過に陥りました。この原因は、機器開発プロジェクトとして開発した細胞動態分析装置（
EZ-TAXIScan、TAXIScan-FLなど）で内外の研究機関向けに一部売上げがあったものの、平成23年5月末までに予定していた天
士力社からのECI301のライセンス契約に関する一時金の入金が行われなかったためであり、一方で旧本社（目黒区青葉台オ
フィス）家賃、社会保険料、人件費等の未払金が積み上がってしまった結果、平成23年5月期末現在593,626千円の債務超過にな
りました。
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平成23年5月期を含めた直近3ヵ年において連続して期初計画を大きく下回ることとなったことを受け、その責任を明確化す
ると同時に当社等の業績の長期低迷に歯止めをかけるため、平成23年8月10日付で、代表取締役社長CEOであった鈴木幹雄氏が
代表権を返上し、取締役COOであった小野稔氏が新たな代表取締役社長CEOに選任され、新しい経営体制の下で、新たなスター
トを切りました。新体制下、今後の経営方針及び経営戦略などについて、早急に見直す必要に迫られたものの、天士力社との一
時金の早期入金交渉をはじめ、新たな資金調達を模索しましたが、効果的かつ実現可能な経営計画を当社の会計監査人である
監査法人元和へ提示することができず、平成23年8月31日付に公表した「平成23年5月期有価証券報告書の提出遅延及び当社株
式の監理銘柄（確認中）への指定の見込みに関するお知らせ」のとおり、平成23年5月期有価証券報告書について金融商品取
引法第24条第1項に定める提出期限までに提出できない状態となり、これに伴い、平成23年8月31日、監理銘柄（確認中）に指定
されました。
これを受けてエクイティ・ファイナンス（新株予約権）による資金調達を実現するために、引受候補先との協議・交渉を開

始致しました。具体的には、平成23年9月13日に以前からECI301に注目していた引受候補先と基本合意契約を締結しました。ま
た同日付で会計監査人を監査法人元和から阪神公認会計士共同事務所に変更しました。これらにより、平成23年9月30日付で平
成23年5月期有価証券報告書の提出をすることができました。この結果、当社株式の監理銘柄（確認中）の指定が解除されまし
たが、平成23年5月期において債務超過の状態に陥ったことから同日付で債務超過の猶予期間に入りました。
当社としては、債務超過を減少させるため、本新株予約権による調達資金と天士力社からの契約一時金ならびに柳韓社から

の治験薬代と合わせた資金で、まずは住友不動産販売株式会社（以下、「住友不動産」という。）の家賃滞納を中心とした未払
金を最優先に削減する所存です。なお天士力社との業務提携基本契約、柳韓社とのライセンス契約の経緯並びに住友不動産と
の交渉経緯は次の通りです。
 

①天士力社との一時金支払い交渉の経緯

平成23年3月15日 当社と天士力社がECI301ライセンスアウトの業務提携基本契約を締結する。契約内容

は、ECI301製造技術の移転とライセンス使用の許諾権供与の対価として当社に天士力社
がマイルストーン（契約一時金を含む）などを支払うというもの。なお、契約一時金は、

技術移転の実施契約（1カ月先を目処）を締結した日から15営業日以内に1万2,000元

（税引前、約1億4,500万円）を支払う、となっている。

平成23年4月15日 技術移転の実施契約として必要な作業手順書=SOWのドラフト作成を天士力社から依頼
してきたため、草案を作成して天士力社に送付する。天士力社はこれをもとに両社の作業

スケジュールを着手する。

平成23年5月16日
～

平成23年5月17日

SOWの早期締結のため天士力社を訪問する。当社は実験室レベルのデモ、天士力社側は
工場生産レベルでの検証を主張していたため、締結には至らなかった。

平成23年5月30日 作業手順書=SOWは、実験室レベルでのデモを示すことで基本合意されたが、一時金の支
払い条件では、当社が技術移転前を主張したのに対し、天士力社は技術移転完了後を主張

したため合意出来ず、文書化はされなかった。

平成23年8月23日 平成23年8月23日付で作業手順書=SOWを締結する。合わせて、一時金支払い計画を明示

した付随支払予定書を締結する。SOWは技術移転の実施手順に関する契約であり、これ
に付随する支払予定書は、天士力社が、技術移転に先立ち中国知的財産管理庁および商工

管理庁の両当局の承認を得た後、技術移転に伴う中国当局への関連税金の支払い（15％

弱）を行ない、その上で一時金1万200元（税引後、約1億2,500万円）を平成23年9月30日

までにECIに支払う、という内容。

平成23年9月30日 当社への支払い予定書に記されていた一時金が天士力社から当社に入金されなかった。

天士力社がライセンスと製造技術の検証を行なう当局（中国知的財産管理庁および商工

管理庁）から書類不備のため承認が下りず、期日までに支払えない、との連絡を受ける。

平成23年10月31日 平成23年10月末現在、中国知的財産管理庁および商工管理庁当局の承認手続き中である

ことを確認した。このため、当社としては、契約一時金の入金見込みを平成23年12月末と
して、これに沿った資金計画を立てることにした。

◎天士力社からの一時金支払いの目処について

平成23年8月23日付で締結した作業手順書＝SOWの付随支払予定書に基づく一時金の支払いについては、中国当局の承認お
よび税金の支払いを行うためには技術移転に関する特許および生物製剤情報が必要なことなどから、最低3カ月程度の期間を要
するということが平成23年9月30日の時点で判明したため、支払予定書に基づく平成23年9月30日期限の当社に対する一時金の
支払は行われませんでした。
当社としては、天士力社からの説明に基づき平成23年12月末までには入金されるものと判断しておりますが、仮に入金されな
かった場合には住友不動産による差押えが実行されるリスクがあります。こうした事態に備えて、機器の販売促進、共同研究開
発の推進は勿論のこと、別途役員からの新たな借り入れによる資金繰り対策を検討しております。
 

②柳韓社との一時金支払い交渉の経緯

平成23年3月31日 当社と柳韓社が業務提携にかかる契約（ライセンス契約）を締結する。内容は、当社が動

物用ECI301治験薬1,600万円とヒト用ECI301治験薬5,000万円を提供し、柳韓社はその見返

りとして代金計6,600万円を支払うという契約となっている。

平成23年4月8日 柳韓社から動物用ECI301の注文を受け取る。

平成23年4月11日 当社から動物用ECI301治験薬と1,600万円の請求書を一緒に送る。

平成23年4月14日 当社が柳韓社から送られてきた動物用ECI301の代金1,600万円を受領する。

＊ヒト用ECI301治験薬については、柳韓社から臨床試験の準備を急いで注文すると口頭
（電話）で通知してきた。
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平成23年6月14日 柳韓社側から、韓国ソウル病院での臨床試験手続きの遅れから治験承認がずれ込んでいる

ため，ヒト用ECI301治験薬の発注が出来ない旨を伝えてきた。

平成23年7月14日 柳韓社にライセンス契約に基づくヒト用ECI301治験薬5,000万円の発注と支払いの確認を
求めたところ、治験を予定している病院での必要本数が当初より少なく見込まれるため減

らしてほしいと伝えてきたので、これに同意し、同日付で同意書取り交わした。

＊支払いに関する同意書には、治験薬の本数を若干減らして金額を5,000万円から4,600万

円にした上で、2,300万円を平成23年12月末に、残りの2,300万円を平成24年6月末までに当
社に支払うことが明記されている。

◎韓柳社からの一時金支払いの目処について
平成23年3月31日付で締結したライセンス契約に基づく一時金の支払いについては、平成23年7月14日付で、金額を50百万円

から46百万円に減額した上で、23百万円を平成23年12月末に、残りの23百万円を平成24年6月末までに当社に支払うことで韓柳
社と同意し、同意書の締結に至っていることから、それぞれにおける期日までに入金されるものと認識しております。
 

③住友不動産との未払金支払い交渉の経緯

平成23年3月29日 平成22年9月分から賃料未払いのため、住友不動産から東京地方裁判所において訴訟を提
起する。

平成23年5月31日 天士力社および柳韓社からの一時金の入金を原資として住友不動産と交渉し、平成23年6

月30日までに7,000万円、平成23年8月31日までに2,148万円を和解金（違約金を含む）とし
て支払う事で和解が成立する。

平成23年7月4日 天士力社および柳韓社からの入金がなかったため、住友不動産に和解金の一部として平成

23年6月30日までに支払う予定であった7,000万円のうちの1,500万円を支払う。

平成23年7月31日 平成23年6月30日の未払い(支払いは1,500万円のみ)を踏まえ、平成23年7月26日付当社和解

金支払い計画の提案に関して住友不動産と協議し、和解金の残り7,648万円のうち1,000円

を平成23年8月27日までに、2,148万円を平成23年8月31日までに、4,500万円を平成23年9月

30日までに支払うように変更し、同社からの合意を得る。

平成23年8月27日 平成23年7月26日付合意に基づく1,000万円未払い。

平成23年8月31日 平成23年7月26日付合意に基づく2,148万円未払い。

平成23年9月30日 平成23年7月26日付合意に基づく和解金の残金合計7,648万円の支払いが実行出来なかっ
た。

＊同日の午後住友不動産側に面談を申し入れ、計画中の新たなファイナンス、天士力社か

らの契約一時金の入金についての具体的な計画が判明次第、改めて先方と協議するという

ことになった。

◎住友不動産に対する和解金支払いの目処について
住友不動産とは、和解金の残金7,648万円の支払いに関し、平成23年9月30日までに天士力社からの入金がなかったため、止む

無くその支払いを再度延期することとなりました。現状において、このまま当社において資金難の状態が継続し当該和解におけ
る債務の不履行を解消できない場合は、差し押さえなどの当社に対する強制執行が行われる可能性があり、仮に強制執行された
場合は財産が差し押さえられ、事業の継続に支障をきたす可能性があります。このため、具体的な支払い時期とその金額につい
て今回実施する新株予約権の発行に関する取締役決議後改めて先方と和解金支払い計画について協議をすることになります。
 

（2）当該資金調達の方法を選択した理由について
当社は、天士力社業務提携や柳韓社業務提携などの契約に基づく一時金の入金などが期日どおり行われなかったことなどに

起因して、支払期日の過ぎた債務（滞留債務）が発生いたしました。
滞留債務が発生したことに伴い、当社等の信用力が低下するとともに更に資金繰りが逼迫し、このまま当社が資金調達を行

わなければ手許資金が尽き、円滑な事業活動もできなくなり、引いては会社の存続が危ぶまれる恐れもあることから、喫緊で必
要とする資金を調達すべく、金融機関などの資金調達先を模索し、間接金融・直接金融など各種資金調達方法についての検討
に入りました。
検討を進める中、金融機関を仲介者とする間接金融をはじめ証券会社などを仲介して株式・ワラント・社債などを発行し市

場から資金調達する直接金融など様々な資金調達方法を選択肢として考えたものの現在の当社等の業績の状況や継続企業の
前提に関する重要な疑義が存在している状況を鑑みると、公募はもちろん、まとまった資金を金融機関から借入れる間接金融
による資金調達は実質的に不可能な状態にあり、資金調達コストやその手続きに要する時間も限られ現実に切迫している状況
を回避することが最優先、かつ必要不可欠であることから既存株主の皆様の株式の希薄化リスクを懸念しつつも、直接金融で
のエクイティ・ファイナンスによる資金調達を主眼に検討せざるを得ないとの判断に至りました。
その中で当社が行使価額修正条項付の新株予約権を選択した理由は以下のとおりです。
 
①このまま当社が資金調達を行わなければ手許資金が枯渇し、引いては会社の存続が危ぶまれること
②新株式発行の場合、株式の希薄化が一気に生じてしまうこと
③行使価額が固定型の新株予約権発行の場合、行使が行われない（株価が行使価額を上回っている状況が続かない限り行使
が行われないため、株価が下落局面では行使が促進されない可能性がある）又は予定どおり行使が進まないリスクがある
こと
④新株式及び行使価額が固定型の新株予約権並びに社債を発行する場合、当社の直近の財務状況が逼迫していることに加え
・上場廃止リスクが高い状況下では株価の上昇が見込めず、引受先が新株予約権を行使できない可能性が高いなどから、
引受先が見当たらない可能性が高いこと

 
これらの内容などを比較検討及び総合的に勘案した上で、「（1）当該資金調達の目的及び理由」に記載した当社の現在の

現状を踏まえ、消去法的に残された資金調達の唯一の方法が、行使価額修正条項付の新株予約権であり、行使価額修正条項付の
新株予約権以外の方法において引受予定先を探すのは極めて困難と判断したため、行使価額修正条項付の新株予約権を選択す
る結論に至りました。
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なお、行使価額が固定型の新株予約権の場合、①株価が上昇局面では行使が促進されますが一気に行使されることにより希
薄化が急激に生じる可能性があること、②その結果として、株価の下落局面では促進されない可能性があること、というデメ
リットを持っています。
今回の割当先からは新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては市場動向を勘案しなが

ら売却する方針と伺っておりますので、このようなデメリットはある程度緩和されるものと見込んでおります。
一方、行使価額修正条項付の新株予約権の場合は、行使価額が時価に応じて修正されること及び行使価額が下方のみならず

上方にも修正されますので、①コンスタントに行使が行われやすいこと、②株価水準に関わらず行使が行われやすいこと、とい
う固定型の新株予約権には無いメリットがあります。
しかしながら、行使価額修正条項付の新株予約権の場合、①コンスタントに行使が行われやすいため、行使により発行された

株式の売り圧力がコンスタントに生じてしまうこと、②その結果として、株価の下落局面では更なる株価の下落となってしま
うこと、③株価が下落した場合、固定の場合に比して希薄化率が大きくなること、というデメリットを持っております。
上記のとおり今回の第三者割当増資に伴って、既存の株主様には新株予約権の行使により短期的には株式価値の希薄化が生

じることとなります。しかしながら、当該増資に伴って当社の財務基盤が強化されるとともに収益性が改善され、企業価値の最
大化が図られるものと認識しております。
なお、当社が平成22年1月29日付でOakキャピタル株式会社に対して割当てた第12回新株予約権には、新株予約権者の先買権

が付されております。これは、当社が株式、新株予約権、新株予約権付社債を発行する場合は、第12回新株予約権の予約権者は、
引受人に先んじて同じ条件で引受をすることが出来る権利です。本新株予約権の発行にあたり、本新株予約権の割当予定先に
おいても先買権を付与する予定であり、結果として2つの先買権が併存するものの、Oakキャピタル株式会社からは、今後先買権
を行使しない旨の内諾を得ており、本新株予約権の割当予定先からも先買権を積極的に行使する意向が無い旨を確認しており
ます。

 
（3）本新株予約権の特徴
本新株予約権の特徴は、次のとおりとなります。
ⅰ行使価額及び対象株式数の修正

本新株予約権は、行使価額修正条項付であり、次の要領で、行使価額及び対象株式数が毎週金曜日に修正されます。
①　本新株予約権の当初行使価額は、発行決議日の前日の終値の105%となっております。
②　毎週金曜日を決定日として、決定日の終値（終値がない場合や決定日が取引日でない場合は、決定日の直前の終値のあ
る取引日）の90%に行使価額が修正されます。

③　修正される行使価額の範囲に上限値と下限値を設定しており、上限行使価額は当初行使価額の200%、下限行使価額は
当初行使価額の55%であり、発行決議日の株価を基準とすると上限行使価額方向の幅の方が広くなっております。

④　1個当たりの払込金額である金2,000,000円を行使価額で除した数（端数切り捨て）が行使により付与される株式数と
なりますので、行使価額の修正に伴い、交付される株式数も修正されます。
行使価額が時価を基準とした価額に定期的に修正されることから、行使価額が固定型の新株予約権に比べて行使が行われ
やすく、当社の調達という目的が達成しやすくなります。一方で行使価額が下方（当初行使価額の55%が下限値）に修正さ
れた場合、当初行使価額において想定した希薄化以上に希薄化が生じます。

ⅱ行使に際して出資される財産額の固定
本新株予約権は、上記ⅰのとおり、行使価額の修正、それに伴い行使により付与される株式数は修正されますが、本新株予
約権1個当たりの払込金額は金2,000,000円と固定されており、行使総額300百万円は修正されません。ただし、行使期間中に全
て行使が行われない場合や、取得条項や取得請求により本新株予約権が取得による消却がなされた場合は調達額が減少いた
します。

ⅲ行使停止要請条項
本新株予約権には行使停止要請条項が規定されており、次の要領で、当社の意思決定により行使停止要請が可能です。
①　本新株予約権者に10取引日前までに書面で通知することにより、本新株予約権を行使することが出来ない期間を指定
することができます。

②　行使停止要請可能な新株予約権は未行使の本新株予約権の全部又は一部に対して可能となります。
③　行使停止要請可能な期間は割当日から行使期間満了日の1ヶ月前までであり、この要件を満たす限り行使停止要請期間
に制限はありません。

④　行使停止要請の回数に制限はなく、かつ同時に複数の行使停止要請を行うことができます。
⑤　当社は、本新株予約権者に書面で通知することにより、行使停止要請期間の満了日前に行使停止要請の解除が可能で
す。

当該行使停止要請条項により、まとまった行使による急激な希薄化を防げることは既存株主様への不利益を最小限に抑え
る効果があります。
なお、行使停止要請条項は、本新株予約権に比べ、より有利な資金調達方法・相手との具体的な交渉が開始された場合に発
動することを想定しております。

ⅳ取得条項（当社の要請による取得）
本新株予約権には以下の取得条項が規定されており、次の要領で、当社の意思決定により残存する本新株予約権の全部又
は一部の取得が可能です（当社の要請による取得）。
①　本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権の取得する日を定めたときは、本新株予約権者に対し、取得
日の通知又は公告を当該取得日の2週間前までに行うことにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新
株予約権の全部又は一部を発行価額相当額で取得することができます。

発行価額相当額で取得が可能であることから、新株予約権価値の上昇による資金負担は生じず、本新株予約権発行後にお
いても、更に有利な調達方法の検討や柔軟な資本政策の策定が可能となります。
なお、取得条項は、別の有利な資金調達が実行できた場合に、発動することを想定しております。

ⅴ取得請求（本新株予約権者の要請による取得）
本新株予約権には以下の取得請求権が規定されており、次の要領で、新株予約権者の意思決定により残存する本新株予約
権の全部又は一部の取得請求が可能です（本新株予約権者の要請による取得）。
①　本新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、その選択により、当社に対して当該新株予約権の取得希望日から5取引
日前までに事前通知を行い、いつでも、その保有する本新株予約権の全部又は一部を本新株予約権の発行価額相当額で
取得することを当社に対して請求する権利を有します。

②　ただし本新株予約権者からは、会社の危機的状況等不測の事態が生じない限り、残存する本新株予約権の全部又は一部
の取得請求を行わない旨の表明を受けております。

ⅵ譲渡制限条項
本新株予約権には以下の譲渡制限条項が規定されており、次の要領となっております。
①　本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとしております。
②　本新株予約権の買受契約により、割当予定先は本新株予約権を他の者に譲渡する場合には、割当予定先の本契約上の地
位及びこれに基づく権利義務も共に当該譲受人に承継されるものとしております。
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2．本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

当社が割当予定先との間で締結する第三者割当契約（以下「買受契約」といいます。）には、下記の内容の条項が
含まれております。
割当予定先は、発行価額の割り当てられた総額金2,061,300円（以下、「割当発行価額総額」という。）を、本新株予
約権の払込金として、当社の指定する払込取扱場所に、平成23年12月2日の払込期日に関わらず買受契約締結日の翌
銀行営業日を起算日として6銀行営業日以内に払い込むものとする。なお、割当発行価額総額の受取に必要な金融機
関手数料（リフティングチャージ）等は当社が負担するものとする。なお、当社が払込金受領後、事情の如何を問わ
ず本新株予約権が割当日に割当予定先に割り当てられなかった場合、当社は割当発行価額総額の全額を速やかに割
当予定先に返還するものとする。
①当社は、割当日以降に割当予定先に通知することにより、本新株予約権の全部又は一部につき、これを行使しては
ならない期間（以下、「行使停止期間」という。）を指定（以下、「停止指定」という。）することができる。停止
指定を行うための手続きは、当社が、行使停止期間の初日及び末日並びに行使してはならない本新株予約権の個
数を記載した通知書（以下、「停止指定通知書」という。）を、作成し、これに記名捺印したうえで、行使停止期間
の初日直前の10取引日（名古屋証券取引所において発行会社普通株式の売買可能日をいう。以下同じ）前までに
割当予定先に対し交付することを要する。なお、当社は、割当予定先に対し、書面で通知することにより、停止指定
を取り消すことができる。かかる取消しは、割当予定先が当社から当該通知を受領したときに効力を生じるもの
とする。
また、本規定にかかわらず、割当予定先は、行使請求期間の最終一ヶ月間（平成25年11月6日から平成25年12月6日
までの間）、自己の裁量により本新株予約権を行使することができる。但し、上記期間が経過する前に行使請求期
間が終了した場合には、本条に定める割当予定先の権利は、かかる終了の時をもって効力を失う。

②　先買権に関する買取契約の要旨は以下のとおりになっております。
先買権として当社は、行使請求期間中に、普通株式、新株予約権（MSCB等を含むがストックオプションは除く）又は
新株予約権付社債（MSCB等を含む）を発行（以下、「新株式発行等」という。）しようとする場合には、75個以上の
本新株予約権が残存する限り、直接又は間接に、新株式発行等を行わないものとする。但し、①ストックオプション
目的により、普通株式の発行又は新株予約権の付与を行う場合において、当社の取締役会によって適法に承認され
た資本政策に従っており、且つ、その発行規模が当該取締役会承認時の発行済株式総数の5％（新株予約権の発行の
場合には、当該新株予約権が行使された場合に交付される株式数を基準に判断される）を超えないとき、及び、②過
去の当社におけるエクイティ・ファイナンスでの引受先との取り決めなどの条件に従って行われるとき、は除外す
る。

3．提出者の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
買受人である当社」は本新株予約権の行使により交付される発行会社である当社普通株式の数量の範囲内で行う売
却のみ行い本契約の締結に起因又は関連してなされる空売り（金融商品取引法第162条第1項に定義される）を目的
として、如何なる相手からも発行会社である当社普通株式の借株を行わない。

4．提出者の株券の貸借に関する事項について割当予定先と提出者の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決め
があることを知っている場合にはその内容
企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第1項第31号に規定される発行会社である当社の特別利害関係者と買受人
である割当先との間で、本契約の締結に起因又は関連して、空売りを目的とした発行会社である当社普通株式の貸借
契約を行なわないものとする。

5．その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。

6．本新株予約権の行使請求及び払込の方法
ⅰ 本新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式の行使請求書に必要事項を記載したうえ、これを上記表中「新
株予約権の行使期間」欄の行使期間中に上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場
所」欄1．新株予約権の行使請求受付場所に提出するものとします。

ⅱ 本新株予約権を行使する場合には、行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際して出
資される財産の価額の全額を現金にて、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」
欄3．新株予約権の行使請求の払込取扱場所の当社の指定する口座に振り込むものとします。

7．本新株予約権の行使の効力発生時期
本新株予約権の行使の効力は、（1）行使請求に必要な書類の全部が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場
所、取次場所及び払込取扱場所」欄1．新株予約権の行使請求受付場所に到着し、かつ（2）当該本新株予約権の行使
に際して払い込むべき金額が上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄3．新株
予約権の行使請求の払込取扱場所の当社の指定する口座に入金された日に発生します。

8．本新株予約権の行使制限
ⅰ当社は本新株予約権者に対し、10取引日前までに書面で通知することにより、本新株予約権を行使することができな
い期間（以下、「行使禁止期間」という。）を指定することができます。ただし、行使禁止期間として指定可能な期間
は割当日から平成25年11月6日までとします。　　　
ⅱ前号にかかわらず、当社が上記表中「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に基づく取得条項を行使する
旨の通知を行った場合、当該通知が発せられた日以降、本新株予約権者は保有する本新株予約権の全部を自己の自由
な裁量により行使することができます（なお、金融商品取引所の定める有価証券上場規程、同施行規則等のルールの
中での対応を行います）。 　　　

9．本新株予約権の取得請求権
本新株予約権者は、本新株予約権の割当日以降、その選択により、当社に対して当該新株予約権の取得希望日から5営

業日前までに事前通知を行い、上記表中「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄1．新株

予約権の行使請求受付場所に提出することにより、いつでも、その保有する本新株予約権の全部又は一部を本新株予

約権の発行価額相当額で取得することを当社に対して請求する権利を有します。

10．本新株予約権証券の発行
当社は、本新株予約権に関する新株予約権証券を発行しないものとします。

11．株式の交付方法
当社は、行使請求の効力発生後速やかに、社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）およびその他の関
係法令に基づき、本社債権者が指定する口座管理機関の保有する振替口座簿の顧客口へ増加の記録を行うことにより
株式を交付します。

12．新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される1株当たりの財産の価額
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本新株予約権の発行価額については、本新株予約権の発行要項及び買受契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モ
デルであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権1個の発行価額を決定している。
本新株予約権の行使に際して出資される1株当たりの財産の価額は「新株予約権の行使時の払込金額」欄に定めると
おりとする。

13．その他
（1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措
置を講じる。

（2) 「（2)新株予約権の内容等」については、金融商品取引法に基づく本有価証券届出書の届出の効力発生を条件
とする。

（3） その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役社長CEOに一任する。
 
 

（3）【新株予約権証券の引受け】
　該当事項はありません。
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2【新規発行による手取金の使途】
（1）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

302,101,050 19,770,000 282,331,050

（注）1．上記払込金額の総額は、発行価額の総額（2,101,050円）に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（

300,000,000円）を合算した金額であります。

　　　 2．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
     3．発行諸費用の主なものは、新株予約権の公正価値算定費用として3,000,000円、有価証券届出書等開示資料作成費用として

390,000円、調査費用として240,000円、当社と財務アドバイザリー契約を締結しているワイズフィナンシャルテクノロジー
株式会社（横浜市神奈川区白幡西町3番15-MF202号、代表取締役　岩谷俊一朗）へのファイナンシャル・フィーとして
15,000,000円（本新株予約権の行使に比例し当該行使額の5%がフィナンシャル・フィーとなっております。）、登記費用
として1,140,000円であります。

4．本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合、又は当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記差引手
取概算額は減少いたします。

5当社においての取得条項は、別の有利な資金調達が実行できた場合に、発動することを想定しておりますが仮
に当社が取得条項に基づき本新株予約権の買い戻しを行った場合、又は計画どおりに新株予約権の行使が進
まない場合、上記金額の減少が生じることとなるため、上記金額の減少が生じた場合につきましては「運転資金（37
百万円）」を減少させる予定です（未払金及び事業にかかる創薬ツールの製造等に充てる資金を確保することが重要と
考えたため、運転資金から減少させます）。なお、それ以上の減少が生じた場合は「創薬ツールの製造等」、「未払金（訴
訟和解金を含む支払）」の順番で減少させる予定ですが、減少した程度によっては当社の事業運営に支障をきたすととも
に、未払金の支払いが行えなくなる可能性があり、当該支払先によっては強制執行が実行されるおそれがあります。
6．計画通りに本新株予約権の行使がなされない場合は、資金使途の内容及び支出予定時期の見直しを図るとともに、別の
資金調達方法を検討いたします。

 
（2）【手取金の使途】
①調達する資金の具体的な使途

具体的な使途 金額（円） 支出予定時期

（a）未払金（訴訟和解金を含む）の
支払 200,000,000 平成23年12月～平成24年5月

（b）創薬ツールの製造等 45,000,000 平成23年12月

（c）運転資金 37,331,050 平成23年12月～平成24年5月

　（注1）差引手取概算額282百万円につきましては、実際に支出するまで、銀行口座にて管理いたします。
（注2）計画通りに本新株予約権の行使がなされない場合は、資金使途の内容及び支出予定時期の見直しを図るとともに、別の

資金調達方法を検討いたします。
 

（a）未払金（訴訟和解金を含む）の支払
平成23年10月末において既に支払期限を経過している未払金残高は425百万円（未払金の中で支払優先度の低い

36百万円は除外しておりますが、これを含めた未払金合計は460百万円）です。主な内訳は、過去の従業員給与や役
員報酬を含む人件費99百万円、住友不動産への和解金76百万円、社会保険料45百万円、CRO業者（臨床試験関連業務
の補助代行業者）への治験支援費用10百万円、特許事務所への費用7百万円、実験用マウス・薬品等の納入費用27百
万円、共同研究先への当社負担分の研究費62百万円、その他証券代行費用・労働保険料・法人税71百万円、監査報酬
29百万円などとなっております。
返済にあたっては、天士力社と柳韓社からの入金148百万円と差引手取概算額282百万円のうちの200百万円を合
わせた348百万円を平成24年5月までに順次この支払いに充当して行きます。
残金77百万円は平成23年12月末までに役員からの追加借り入れで充当し、未払金を全て解消する予定です。
 

（b）創薬ツールの製造等
蛍光細胞動態解析装置（TAXIScan-FL）3台、Ez-TAXIScan 3台、CYTORECON 数台の製造に加えて、これら装置の
消耗部品（ディスク、半導体チップ）の購入費用を含みます。なお、これらの装置の製造は、既にクライアントから
の受注を頂いているものに伴うものであり、かかる資金が充当されることにより、当該クライアントに納品計上し
ます。
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（c）運転資金
平成23年11月から発生する費用（主に人件費、業務委託費、実験用薬品費、研究費など）及び一般管理費（主に監
査報酬などの報酬手当、地代家賃、旅費交通費など）の一部に充当します。
※平成23年11月18日に締結する買受契約書の取得条項に基づき、当社においての取得条項は、別の有利な資金調
達が実行できた場合に、発動することを想定しておりますが仮に当社が取得条項に基づき本新株予約権の買い戻し
を行った場合、又は計画どおりに新株予約権の行使が進まない場合、「運転資金（37百万円）」充当額を減少させ
る予定です（未払金及び事業にかかる創薬ツールの製造等に充てる資金を確保することが重要と考えたため、運転
資金から減少させます）。
なお、それ以上の減少が生じた場合は「創薬ツールの製造等」、「未払金（訴訟和解金を含む支払）」の順番で
減少させる予定ですが、減少した程度によっては当社の事業運営に支障をきたすとともに、未払金の支払いが行え
なくなる可能性があり、当該支払先によっては強制執行が実行されるおそれがあります。

　　　　　　　　　
②資金使途の合理性に関する考え方

今回の本新株予約権の発行は、和解金の支払いをはじめ滞留している支払債務を軽減させるとともに、財務基盤及び事業基
盤の安定を図り、持続的な企業価値の向上を実現するためのものであると考えております。なお、当該資金調達を行わなかった
場合、以下のリスクが顕在化すると考えております。
①　滞留している支払債務等の資金繰りに関する短期的な財務リスク
②　受注済み創薬ツールの納品が納期に間に合わず、顧客からの信用を失うリスク
③　未払金の支払いがさらに遅れると、取引業者等との取引が円滑に進まず、今後の当社の事業活動の遂行に支障が生じるリス
ク
以上のリスクについて検討した結果、短期及び中長期的な課題解決のため、必要な事業資金を確保することが最重要と考え

ております。現在の滞留債務は、お取引先、従業員、公租公課の支払いという事業資金の未払であり、まずはこれらを解消するこ
とで、取引の継続、雇用の維持、企業としての責務が果たせるようになることから、短期的及び中長期的に収益性及び企業価値
に繋がるものと考えております。
従って、今般の資金調達は必要不可欠であり、その資金使途は合理的であると判断しております。

 
③支出予定時期と行使期間が合っていない理由
　　　当社といたしましては、割当先における過去の実績や本新株予約権の行使が進むことにより出来高が増加すると予測してい
ることなどから行使期間満了前の平成24年5月頃までに本新株予約権全ての行使がなされることを見込んでおりますので、支
出予定時期と行使期間が一致しておりません。なお、行使はあくまでも新株予約権者の裁量により行われるものなので、当社の
想定通り円滑に行使が進まない場合は、支出予定時期等に変更が生じる可能性があり、当社が見込んでいる必要額が行使され
ない場合は、支出予定時期等の変更の協議を進めると同時に、役員からの新たな借入など他の方法による資金調達を進め、対処
する予定です。
　　本新株予約権の行使にあたっての根拠について、月間平均売買出来高が最近6ヶ月で12,493.50株、最近12ヶ月で10,970.25株であ
り、当社が想定する平成24年5月までの約6ヶ月間で本新株予約権の全てが行使された場合（当初行使価額におけて権利行使さ
れた場合における発行株式数は45,300株）、月間平均での権利行使株数は7,550株となります。かかる月間売買出来高（6ヶ月、12
ヶ月）と当該権利行使株式数（月間平均）を比較することに加え、他の銘柄での割当先における行使状況実績などを勘案し、平
成24年5月頃までに全ての権利行使が進むものと考えました。また、当該行使が進むことにより出来高が増加すると予測してい
ることに加え、割当先からは本新株予約権の行使により交付を受けることとなる当社普通株式につきましては、適宜判断の上、
市場動向を勘案しながらも比較的短期間で売却を目標としているものの、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針と
割当先より伺っております。

 

第２【売出要項】
 
　該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
 
1【割当予定先の状況】
　　a 割当予定先の概要
 

a．割当予
定先の概
要

名称 Brillance Hedge Fund

本店の所在地 Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close, P.O. Box 30592,
Grand Cayman, KY1-1203, Cayman Islands

国内の主たる事務所の責任
者の氏名及び連絡先

国内に事務所はありません。なお、国内代理人の概要は以下
のとおりです。

名称
アルテミス・コンサルティング・
アンド・インベストメント株式会
社

所在地
東京都文京区小石川一丁目17番
1-B1801号

代表者の役職 代表取締役　山村　清
事業内容 経営コンサルタント業
資本金 10,000,000円

出資額 1,000,000,000円

組成目的 純投資

主たる出資者及びその出資
比率

投資一任勘定委託先であるBrillance Capital Management Pte.
Ltd.のManaging Director Takahiro Yamada氏をはじめとする日本
人を含む富裕層から出資されています。なお、投資一任勘定委

託先であるBrillance Capital Management Pte. Ltd.のManaging
Director Takahiro Yamada氏（15%）以外に10%以上の出資者は
おらず、出資者の総数は15名です。
出資者については、出資者全員から出資者、出資比率を開示
する旨の承諾を得られていないことから開示ができず、投資
一任勘定委託先は運用に関する権限はありますが、出資者に
関する情報の開示権限は有しておらず開示することができ
ません。

業務執行組合員等（投資一
任勘定委託先）に関する事
項

名称 Brillance Capital Management Pte.Ltd.

本店の所在地 80 ROBINSON ROAD, #02-00
SINGAPORE 068898

国内の主たる事務所
の責任者の氏名及び
連絡先

名称

アルテミス・コンサル
ティング・アンド・イ
ンベストメント株式会
社

所在地
東京都文京区小石川一
丁目17番1-B1801号

代表者の役
職

代表取締役　山村　清

事業内容 経営コンサルタント業
資本金 10,000,000円

代表者の役職及び氏
名 Managing Director Takahiro Yamada

資本金
21,500,000円（平成23年10月末現
在）

事業の内容 投資業
主たる出資者及びそ
の出資比率

Takahiro Yamada　100.0%
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b．提出者
と割当予
定先との
間の関係

出資関係

当社が保
有してい
る割当予
定先の株
式の数

該当事項はありません。

割当予定
先が保有
している
当社の株
式の数

該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引等関係 該当事項はありません。

（注）1．割当予定先の概要は、本有価証券届出書提出日（平成23年11月16日）現在におけるものです。
　　　　2．割当予定先のファンドを運用しているのは、Brillance Capital Management Pte.Ltd.（本拠地：シンガポール）でありま

す。

　　　　3．割当予定先のファンドの組成日は平成21年3月1日であります。
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a．割当予
定先の概
要

名称 Brillance Multi Strategy Fund

本店の所在地 Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close, P.O. Box
30592, Grand Cayman, KY1-1203, Cayman Islands

国内の主たる事務所の責任者の氏名
及び連絡先

国内に事務所はありません。なお、国内代理人の概要
は以下のとおりです。

名称
アルテミス・コンサルティング・
アンド・インベストメント株式会
社

所在地
東京都文京区小石川一丁目17番
1-B1801号

代表者の役職 代表取締役　山村　清
事業内容 経営コンサルタント業
資本金 10,000,000円

出資額 500,000,000円

組成目的 純投資

主たる出資者及びその出資比率
日本人を含む富裕層から出資されています。なお、10%
を超える出資者はおりません。

出資者の総数は12名です。

業務執行組合員等（投資一任勘定委
託先）に関する事項

名称 Brillance Capital Management Pte.Ltd.

本店の所在地 80 ROBINSON ROAD, #02-00
SINGAPORE 068898

国内の主たる
事務所の責任
者の氏名及び
連絡先

名称

アルテミス・コンサル
ティング・アンド・イ
ンベストメント株式会
社

所在地
東京都文京区小石川一
丁目17番1-B1801号

代表者の役
職

代表取締役　山村　清

事業内容 経営コンサルタント業
資本金 10,000,000円

代表者の役職
及び氏名 Managing Director Takahiro Yamada

資本金
21,500,000円（平成23年10月末現
在）

事業の内容 投資業
主たる出資者
及びその出資
比率

Takahiro Yamada　100.0%

b．提出者
と割当予
定先との
間の関係

出資関係

当社が保有して
いる割当予定先
の株式の数

該当事項はありません。

割当予定先が保
有している当社
の株式の数

該当事項はありません。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引等関係 該当事項はありません。

（注）1．割当予定先の概要は、本有価証券届出書提出日（平成23年11月16日）現在におけるものです。
　　　　2．割当予定先のファンドを運用しているのは、Brillance Capital Management Pte.Ltd.（本拠地：シンガポール）でありま

す。

　　　　3．割当予定先のファンドの組成日は平成22年5月1日であります。
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b 提出者と割当予定先との間の関係
Brillance Hedge Fund

提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません

人事関係 該当事項はありません

資金関係 該当事項はありません

技術または取引関係 該当事項はありません

提出者と投資一任勘定委託先との間
の関係

出資関係 該当事項はありません

人事関係 該当事項はありません

資金関係 該当事項はありません

技術または取引関係 該当事項はありません

（注）提出者と割当予定先との間の関係は、本有価証券届出書提出日（平成23年11月16日）現在におけるものです。
 
Brillance Multi Strategy Fund

提出者と割当予定先との間の関係

出資関係 該当事項はありません

人事関係 該当事項はありません

資金関係 該当事項はありません

技術または取引関係 該当事項はありません

提出者と投資一任勘定委託先との間
の関係

出資関係 該当事項はありません

人事関係 該当事項はありません

資金関係 該当事項はありません

技術または取引関係 該当事項はありません

（注）提出者と割当予定先との間の関係は、本有価証券届出書提出日（平成23年11月16日）現在におけるものです。
 
ｃ 割当予定先の選定理由

当社は、今回の第三者割当増資にあたり、短期及び中長期のそれぞれの観点から当社の資金需要を満たすことが財務体
質の改善のために最重要事項と考え、主に①資金の調達が機動的に行われること、②将来的に当社が必要とする資金の調
達が見込めること、③支配株主の異動が生じないことなどの観点を考慮し、当社の事業戦略及び資金需要の必要性、時期
並びに経営方針、将来的な企業価値の向上につながる施策を理解して頂いた上で、複数の投資家の中から割当予定先を模
索してまいりました。
割当予定先の模索を継続する一方で、当社は平成23年8月1日付に公表した「平成23年5月期計算書類に対する監査意見
不表明に関するお知らせ」のとおり、会社法監査において当時の会計監査人から監査意見を表明しない旨の監査報告を
受理したことに伴って、今後の監査の方向性を鑑みて、新たな会計監査人の候補となる複数の相手先との交渉を進めなが
ら、その中で、当社の財務状況をはじめとする当社を取り巻く環境や資金調達の必要性などを当社からご説明した際に、
昨今において第三者割当増資を実施した銘柄やその割当先などの情報を取得し、取得した情報としてBrillance Hedge
Fund及びBrillance Multi Strategy Fundの存在を知るに至りました。
その後、割当予定先を模索する一環で、Brillance Hedge Fund及びBrillance Multi Strategy Fundについて上記①から③の観
点などを踏まえ、過去の投資実績などを中心とする調査を開始し、当社における第三者割当増資における割当予定先に成
り得るか否かを検討してまいりました。
その中で、以下のとおり、財務アドバイザリー会社の選定を行い、選定された財務アドバイザリー会社からの提案を受
け、その後Brillance Hedge Fund及びBrillance Multi Strategy Fundの紹介を受け、慎重に検討を進め、割当予定先を選定する
に至りました。
 

財務アドバイザリー会社の選定について
財務アドバイザリー会社の選定については、複数の選択肢の中から、当社にて事業内容や信用に関する調査等を行い、
また、アドバイザリーサービスの内容とかかる費用について検討いたしました。
その結果、当社にとって最適であると判断したワイズフィナンシャルテクノロジー株式会社（横浜市神奈川区白幡西
町3番15-MF202号、代表取締役　岩谷俊一郎）とアドバイザリー契約を行っており、当該アドバイザリー会社より、ファイ
ナンス候補先の一つとしてBrillance Hedge Fund及びBrillance Multi Strategy Fundを紹介いただきました。同財務アドバイ
ザリー会社からの説明及び提供資料に基づき確認したところ、同財務アドバイザリー会社又は同財務アドバイザリー会
社役員と各割当予定先との間に人的又は資本上の関係はございませんでした。
なお、当該アドバイザリー会社において、割当先をはじめ、算定会社である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会
社の3者が同時に関与している事象が多く見受けられるものの、一方においては、そうでないケース（ネットインデックス
社、関門海社など）も見受けられることから当社としては、当社が置かれている状況を鑑みた上で、3者が同時に関与して
いるということよりも、財務アドバイザリー会社・割当先・算定会社のそれぞれの個々の役割、条件やそのパフォーマン
ス、過去実績などに重点を置いて、社内検討を進め、その延長で、3者それぞれにおける面談において人的、資本上の関係が
無い旨の確認を行い、その後においても特段の問題が発生していないことから、その選定については適切なものと判断し
ております。

 
※本割当ては、日本証券業協会会員である証券会社のあっせんを受けて行われたものではありません。
 

Brillance Hedge Fund（ブリランス・ヘッジ・ファンド）
本ファンドは平成21年3月に組成されており、経営権の獲得や支配株主となることを目的としたファンドではありませ
ん。本ファンドはTakahiro Yamada氏の自己資金及び日本人を含む富裕層からの出資により構成されております。また、投
資市場は日本を中心とした上場企業としており、日本においても上場企業の新株予約権及び新株予約権付社債の引受で
実績があります。なお、Brillance Capital Management Pte.Ltd.は本ファンドの投資一任勘定委託先として運用を行ってお
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り、Brillance Capital Management Pte.Ltd.は、本拠地はシンガポールにありますが、Takahiro Yamada氏が経営する投資顧問
会社であります。
本ファンドは日本の上場企業の新株予約権及び新株予約権付社債の引受の実績があり、払込も確実に行っている先で
あるため、割当予定先としての信頼感が高いことから協議・交渉を行うこととしました。
また、エクイティ・ファイナンスに係る条件も、本新株予約権については今後の資金調達に応じ、新株予約権の行使を
停止要請できる行使停止要請条項、新株予約権を取得できる旨の取得条項及び譲渡制限条項が付されており、本新株予約
権の割当後におきましてもより有利な資金調達手法を選択することができ、当社及び当社の既存株主様にとって現時点
で取り得る最良の方法であると判断しました。
なお、本ファンドから当社の経営方針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がないことの内諾を
頂いており、当社は、Brillance Hedge Fundより、反社会的勢力との取引関係、資金あるいは人的関係を含め、一切のかかわ
りがないとの確認を得ております。
当社が依頼した第三者調査機関である株式会社日本商工リサーチ（住所：大阪市北区天神橋四丁目12番24号、代表
者：大竹弘一）の調査結果からも本ファンドが反社会勢力とのつながりがあるとの事実は認められませんでした。
本ファンドの出資者につきましては、本ファンドの資金および既存出資者の管理などのアドミニストレーションサー
ビスを委託しているATC Fund Services (Hong Kong) Limited（3713, The Center,99 Queen's Road Central, Hong Kong　
Managing Director Cora Lam （林錦芳））に確認を取ることを試みましたが、同社が金融機関としての守秘義務があるこ
とから確認できませんでした（金融機関は顧客の守秘義務を有しているを当社は理解した上で、その照会を試みたもの
の、当社からの要請で顧客の情報を当該金融機関から取得することができませんでした。）。しかしながら、出資希望者に
ついてのコンプライアンス上の審査（反社会勢力との関わりを含む）を同社が行っており、審査結果に問題の無い出資
希望者との面談をBrillance Capital Management Pte.LtdのManaging Director Takahiro Yamada氏が行ったうえで、最終的に出
資者を決定しており、以上の出資者選定プロセス、また、本ファンドの出資者が暴力団、暴力団員又はこれに準ずる者（以
下「暴力団等」という。）である事実、暴力団等が本ファンドの運営又は又は同社の経営に関与している事実、本ファン
ドの出資者が資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与している事実及び本
ファンドの出資者が意図して暴力団と交流を持っている事実などない旨、Brillance Capital Management Pte.LtdのManaging
Director Takahiro Yamada氏から書面及び直接面談する方法により確認しており、その旨の確認書を株式会社名古屋証券
取引所に提出しております。
 
Brillance Multi Strategy Fund（ブリランス・マルチ・ストラテジー・ファンド）
本ファンドは平成22年5月に組成されており、経営権の獲得や支配株主となることを目的としたファンドではありませ
ん。本ファンドは日本人を含む富裕層からの出資により構成されております。また、投資市場は日本を中心とした上場企
業としており、日本においても上場企業の新株予約権及び新株予約権付社債の引受で実績があります。なお、Brillance
Capital Management Pte.Ltd.は本ファンドの投資一任勘定委託先として運用を行っており、Brillance Capital Management
Pte.Ltd.は、本拠地はシンガポールにありますが、Takahiro Yamada氏が経営する投資顧問会社であります。
本ファンドは日本の上場企業の新株予約権及び新株予約権付社債の引受の実績があり、払込も確実に行っている先で
あるため、割当予定先としての信頼感が高いことから協議・交渉を行うこととしました。
また、エクイティ・ファイナンスに係る条件も、本新株予約権については今後の資金調達に応じ、新株予約権の行使を
停止要請できる行使停止要請条項、新株予約権を取得できる旨の取得条項及び譲渡制限条項が付されており、本新株予約
権の割当後におきましてもより有利な資金調達手法を選択することができ、当社及び当社の既存株主様にとって現時点
で取り得る最良の方法であると判断しました。
なお、本ファンドから当社の経営方針を尊重し、当社の経営に介入する意思や支配株主となる意思がないことの内諾を
頂いており、当社は、Brillance Multi Strategy Fundより、反社会的勢力との取引関係、資金あるいは人的関係を含め、一切の
かかわりがないとの確認を得ております。
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当社が依頼した第三者調査機関である株式会社日本商工リサーチ（住所：大阪市北区天神橋四丁目12番24号、代表
者：大竹弘一）の調査結果からも本ファンドが反社会勢力とのつながりがあるとの事実は認められませんでした。
本ファンドの出資者につきましては、本ファンドの資金および既存出資者の管理などのアドミニストレーションサー
ビスを委託しているATC Fund Services (Hong Kong) Limited（3713, The Center,99 Queen's Road Central, Hong Kong　
Managing Director Cora Lam （林錦芳））に確認を取ることを試みましたが、同社が金融機関としての守秘義務があるこ
とから確認できませんでした（金融機関は顧客の守秘義務を有しているを当社は理解した上で、その照会を試みたもの
の、当社からの要請で顧客の情報を当該金融機関から取得することができませんでした。）。しかしながら、出資希望者に
ついてのコンプライアンス上の審査（反社会勢力との関わりを含む）を同社が行っており、審査結果に問題の無い出資
希望者との面談をBrillance Capital Management Pte.LtdのManaging Director Takahiro Yamada氏が行ったうえで、最終的に出
資者を決定しており、以上の出資者選定プロセス、また、本ファンドの出資者が暴力団、暴力団員又はこれに準ずる者（以
下「暴力団等」という。）である事実、暴力団等が本ファンドの運営又は又は同社の経営に関与している事実、本ファン
ドの出資者が資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与している事実及び本
ファンドの出資者が意図して暴力団と交流を持っている事実などない旨、Brillance Capital Management Pte.LtdのManaging
Director Takahiro Yamada氏から書面及び直接面談する方法により確認しており、その旨の確認書を株式会社名古屋証券
取引所に提出しております。
 

ｄ 割り当てようとする株式の数
Brillance Hedge Fund 22,650株（75個）
Brillance Multi Strategy Fund 22,650株（75個）

　　（注）割り当てようとする株式の数は、いずれも当初行使価額6,615円において権利行使された場合における株式の数とな
ります。

 
e 株券等の保有方針

割当予定先であるBrillance Hedge Fund及びBrillance Multi Strategy Fundとは、保有方針に関して特段の取決めをしてお
りませんが、経営権の獲得や支配株主となることを目的とせず純投資を目的としており、本新株予約権の行使により交付
を受けることとなる当社普通株式につきましては、適宜判断の上、市場動向を勘案しながらも比較的短期間で売却を目標
としているものの、運用に際しては市場への影響を常に留意する方針と伺っております。なお、いずれも、本新株予約権の
譲渡の際には事前に当社取締役会の承認が必要である旨定めております。
また、当社と各割当先は、株式会社名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する
規則第36条、同取扱い18の定めに基づき、新株予約権の割当予定先が歴月の1ヶ月間において割当日の発行済株式総数の
10%を超える行使を行わないこと（当社が本新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使請
求期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の1ヶ月間において本新株予約権の行使により交付され
た当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、複数の者による新株予約権等の行使数量を合算するとともに同じ暦
月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとす
る）について、本新株予約権の割当予定先による行使を制限するよう措置を講じる予定であります。

 
f 払込みに要する資金等の状況

当社は、各割当予定先の払込みに要する財産の存在につきまして、いずれも本新株予約権の権利行使にかかる資金確保
に関し、支障がない旨の確認書を受領するとともに、直近では確認出来ておりませんが銀行口座の残高証明を2ヶ月前に取
得しております。確認した時点において割当先（2つ）において合計474百万円の残高がありますが、現在までに各割当先
においては当社以外の他の銘柄における新株予約権を別途保有しており、これに本新株予約権を併せた全ての新株予約権
を同時に行使した場合、上記残高を上回ることとなります。しかし、新株予約権の行使にあたっては、「1回の行使額は市場
の影響を考慮するので、あまり大きくならず、かつ適時売却を行ってから、次の行使を行う」との意向である旨、割当先よ
りお伺いしていることから、割当先が保有する全ての新株予約権を同時に行使することは考えられず、割当先において保
有する全ての新株予約権を同時に全額行使する意向が無い旨を確認していることから、実質的に新株予約権の行使にかか
る全ての資金が手当てされていないことについて、当社における重要性は低いものとなっております。
当社が引受けにあたって、重要としていることは（反社でないことは勿論ですが）、a．失権がないこと（払込を確実に
行って頂けること）、b．新株予約権の行使が円滑に進み結果的に資金調達が実現されること（それに耐えうる資金力が
あること）、など過去における割当先の実績などであります。
また、本新株予約権の発行について各割当予定先より発行日の前日までに払い込むことの確約をいただいており、各割
当予定先との買受契約において、各割当予定先より発行日の前日までに払い込む旨の合意をする予定であることから当社
としてかかる払い込みに支障はないと判断しております。

 
g 割当予定先の実態

割当先におきましては、各割当先が反社会勢力との取引関係及び資本関係を一切有していないことを示す確認書の提
出を受け、当該割当先の役員または議決権を持つすべての関係者に暴力団、暴力団員又はそれに準ずる者である事実はな
いことを確認いたしております。
また、上記とは別に、各割当先が反社会勢力の影響を受けているか否か、並びに割当先の投資一任勘定委託先の役員が
犯罪歴や警察当局から何らかの対象になっているか否かについて、当社から第三者の信用調査機関である株式会社日本
商工リサーチ（住所：大阪市北区天神橋四丁目12番24号、代表者：大竹弘一）に調査を依頼いたしました。その結果、各
割当先について反社会勢力の影響を受けている事実が無いこと及び各割当先の投資一任勘定委託先の役員についても当
該信用調査機関からの調査結果により、問題がないと認められる人物であると考えております。
なお、本ファンドの出資者につきましては、本ファンドの資金および既存出資者の管理などのアドミニストレーション
サービスを委託しているATC Fund Services (Hong Kong) Limited（3713, The Center,99 Queen's Road Central, Hong Kong　
Managing Director Cora Lam （林錦芳））に確認を取ることを試みましたが、同社が金融機関としての守秘義務があるこ
とから確認できませんでした。しかしながら、出資希望者についてのコンプライアンス上の審査（反社会勢力との関わり
を含む）を同社が行っており、審査結果に問題の無い出資希望者との面談をBrillance Capital Management Pte.Ltdの
Managing Director Takahiro Yamada氏が行ったうえで、最終的に出資者を決定しており、以上の出資者選定プロセス、また、
本ファンドの出資者が暴力団、暴力団員又はこれに準ずる者（以下、「暴力団等」という。）である事実、暴力団等が本
ファンドの運営又は同社の経営に関与している事実、本ファンドの出資者が資金提供その他の行為を行うことを通じて
暴力団等の維持、運営に協力もしくは関与している事実及び本ファンドの出資者が意図して暴力団と交流を持っている
事実などない旨、Brillance Capital Management Pte.Ltd Managing Director Takahiro Yamada氏から書面及び直接面談する方
法により確認しており、その旨の確認書を株式会社名古屋証券取引所に提出しております。
上記のとおり、割当先及び主な出資者ならびに投資一任勘定委託先が暴力団等とは一切関係がないことを確認してお
り、その旨の確認書を株式会社名古屋証券取引所に提出しています。
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2【株券等の譲渡制限】
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

 
3【発行条件に関する事項】
（1）発行価格の算定根拠

本新株予約権の発行価額（1 個当たり14,007円）は、本新株予約権の諸条件、本新株予約権の発行決議に先立つ当社普
通株式の株価の推移、当社普通株式の株価変動性（ボラティリティ）、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で
締結する予定の買受契約に定められた諸条件を考慮し、ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針でも参照
されている離散型時間モデルの一つであるモンテカルロ・シミュレーションによる算定方法を採用しました。なお、新株
予約権の発行価額は、アドバイザリー会社からの紹介による第三者機関（商号：東京フィナンシャル・アドバイザーズ
株式会社、住所：東京都千代田区永田町一丁目11 番28 号相互永田町ビルディング2階）に算定を依頼した上で決定して
おります。
本新株予約権の当初行使価額は、当該発行に係る取締役会決議日の前営業日（平成23年11月15日）の当社普通株式の
普通取引の終値の105％に設定されており、当初行使価額を基準として、当初行使価額の200%を上限行使価額と設定し、
当初行使価額の55%を下限行使価額と設定しております。本新株予約権の価値算定においては、①行使価額の修正、②取
得条項、③行使停止要請条項、④本新株予約権の行使による希薄化がシミュレーション（算定過程）で組込まれておりま
す。このような諸条件を価値算定に反映させる事が最も適当であるのがモンテカルロ・シミュレーションによる算定方
法であり、算定方法の選択は妥当であると考えます。
モンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、資金調達を主要目的としたエクイティ・ファイナンスが
達成される限度で公正な価額であると判断した発行価額を、本新株予約権の1個当たりの払込金額としていることから、
発行価額及び行使価額は適正かつ妥当であり、有利発行には該当しないものと判断しております。
第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社は、本新株予約権が任意取得条項等を含むことを考
慮し、リスク中立測度下での株価過程シミュレーションモデルによりペイオフの期待値をオプション料とするモンテカ
ルロ・シミュレーションを採用し、平成23年11月15日を評価日として、本新株予約権の行使価額や行使期間に基づき、株
価、ボラティリティ、無リスク金利、配当率など評価日現在における合理的な予測と判断により仮定をおき、これらを用
いて最も合理的と考えられる評価方法によって本新株予約権１個当たりの公正価値評価額を14,007円と算定しておりま
す。
第三者機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社による算定は、企業会計基準第８号「ストック・オ
プション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用
指針」に準じており、また、同社が算定手法として採用したモンテカルロ・シミュレーションは、リスク中立測度のもと
で株価経路を複数回発生させ、その株価経路に依存して算出されるペイオフの現在価値の平均値をとり、それをオプ
ション価格とするものであり、ファイナンス分野においてオプション価格を算出する手法として確立されているもので
あると同時に、上記の適用指針第5項の要件を満たした手法でもあります。当社が同社に対して行った質問回答による限
り、かかる手法による評価において利用されている変数（算定基準日の当社株価、権利行使価額、ボラティリティ、権利

行使期間、無リスク金利及び配当率）の設定、行使により取得した株式の売却にかかる株式の流動性に関する仮
定（最近2年間の日時売買高の中央値の10％として1営業日あたり74株ずつ売却できると仮定）、本新株予約
権の発行条件及び割当予定先との間で締結する予定の本新株予約権の買受契約に定められた諸条件の取捨選択（希薄
化率び当社の任意取得条項は加味されている一方で、当社の行使停止期間指定条項は加味されておりません）、本新株
予約権による資金調達よりも代替資金調達コストが安価となれば、当社が株主価値の最大化のために任意取得条項を発
動することが合理的であるとして当社の株価がその場合行使価額に代替資金調達コストである56.315％（信用スプレッ
ド53.68％を含む）を加えた額を超過した場合には当社が任意取得条項を発動するものとする当社の任意取得条項の発
動タイミングの仮定、その他算定評価の過程において恣意を窺わせる特段の事情が認められないことから、当社は、同社
の算定評価結果は合理的なものであると判断しております。なお、東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社によ
る算定について、当社が割当先から会社の危機的状況等不測の事態が生じない限り、残存する本新株予約権の全部又は
一部の取得請求を行わない旨の表明を受けていることから割当先からの取得請求権を行使しないことを前提に、その算
定を行っております。
本新株予約権の当初行使価額の算定方法について、取締役会決議日の前日に先立つ3ヶ月間平均及び6ヶ月間平均を参
考に、当該前日終値を基準として算定しましたのは、平成23年3月11日に生じた東日本大震災によって日本の株式市場全
体が停滞し、これを契機として株価が下落基調に入ったことに加え、当社が平成23年8月31日付にて監理銘柄（確認中）
に指定され、その直後から株価の下落にも拍車がかかったたものの、その後その解除を受けたと同時に平成23年9月30日
付で債務超過の猶予期間入りとなったことから当社の現在における財務状況下で第三者割当増資を引き受けて頂ける先
も限定的で、新株予約権の権利行使が円滑に進んでいくことなどを念頭に、権利行使のしやすさを勘案し、取締役会決議
日の前日終値に形成されている株価が、直近の市場価格として、当社の株式価値をより適正に反映していると判断したた
めであります。
なお、参考となりますが、当初行使価額の当該直前営業日までの1ヶ月間の終値平均6,701円に対する乖離率は、1.30％
当該直前営業日までの3ヶ月間の終値平均6,380円に対する乖離率は、△3.55％、当該直前営業日までの6ヶ月間の終値平
均8,790円に対する乖離率は、32.87％となっております。
以上のとおり、本新株予約権の発行価額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
この判断に基づいて、当社取締役会では、現在の滞留債務は、お取引先、従業員、公租公課の支払いという事業資金の未
払であり、まずはこれらを解消することで、取引の継続、雇用の維持、企業としての責務が果たせるようになることから、
短期的及び中長期的に収益性及び企業価値に繋がるものと考えており、後段の「（2）発行条件の合理性に関する考え
方」に記載のとおり株式価値の希薄化の規模も合理的であると考えました。
これらの目的、他の調達手段の選択肢を考慮するとともに、本新株予約権の発行条件について十分に討議、検討を行い、
今回の資金調達にかかる取締役会においての取締役全員の賛成により本新株予約権の発行につき決議いたしました。
なお、当社監査役会は、有利発行が問題となった、公刊物に掲載された事例の分析することを通じて本新株予約権の有
利発行該当性の判断の視点を定めることとし、いずれの事例でも、発行時点における新株予約権の公正な価値と取締役
会において決定された新株予約権の払込金額とを比較し、後者が前者を大きく下回るときは、原則として、有利発行に該
当すると判断され、且つ、この場合における「新株予約権の公正な価値」が、現在の株価、権利行使価額、行使期間、金利、
株価変動率等の要素をもとにオプション評価理論に基づき算出された新株予約権の発行時点における価額（オプショ
ン価額）をいうとされていることに鑑み、当社が本新株予約権の公正価値評価を外部の当社との取引関係のない独立し
た専門会社である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社を起用して取得した算定評価に基づき、本新株予約権
の発行価額が決定されていることから、本新株予約権の発行は有利発行に該当しないとの結論を導いております。

（2）発行条件の合理性に関する考え方
今回の第三者割当による新株予約権について当社の平成23年11月16日現在の発行済株式総数215,900株を母数とした場
合、当初行使価額による発行株式数は45,300株でその希薄化率は20.98%、上限行使価額による発行株式数は22,650株でそ
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の希薄化率は10.41%、下限行使価額による発行株式数は82,350株でその希薄化率は38.14%となっており、本新株予約権の
発行に伴う権利行使により、結果として当社普通株式の1株あたりの株式価値及び持分割合が希薄化することとなります。
株式市場動向によっては需要供給バランスが大幅に変動し、株式価値に影響を及ぼす可能性があり、一定の希薄化が生
じますが、本新株予約権の発行は資金調達とキャッシュ・フローの改善を主眼としたものであります。
当社は現時点で3億円程度の資金調達の決議を行うことの妥当性について本新株予約権の発行による資金調達が、未払
金の支払などにおける当社の状況をある程度解消出来ること、それに伴い、資金調達が出来ない場合と比べ事業が円滑に
進む見込みであることから、滞留債務の全てと債務超過を解消する次の手段を検討する大きな一歩を踏み出すことが出
来ることから今般の第三者割当増資にかかる資金調達の決議は妥当性があるものと考えます。なお、これらの債務を全て
解消するための次の方策として、新たな資金調達方法を検討せざるを得ませんが、まずは、今般の3億円のファイナンスを
実施することが次の一歩への足掛かりになると考えております。
このような考えのもと、平成23年11月16日開催の当社取締役会では、本新株予約権の発行について十分に討議検討を行
い、出席取締役全員の賛成により決議されたものであり、また、監査役3 名全員（うち社外監査役2 名）、本新株予約権に
関し独立した第三者機関が算定した結果を踏まえた払込金額の算定根拠を含む取締役会の判断に基づく本新株予約権の
発行については、希薄化の規模有利発行には該当せず適法であるとの意見を得ており、合理的なものであると判断してお
ります。

 
4【大規模な第三者割当に関する事項】

今回の第三者割当による新株予約権の行使（当初行使価額における行使）により発行される株式に係る議決権の数は
45,300個であり、平成23年11月16日現在の当社の総株主の議決権の数である215,900個の20.98％に相当します。しかしなが
ら、今回の第三者割当による本新株予約権が下限行使価額において、すべての行使がされた場合に発行される株式による希
薄化率は38.14％となり、希薄化率が25％以上となることが見込まれます。
 

5【第三者割当後の大株主の状況】
 

氏名又は名称 住所

所有株式
数（株）

総議決権
数に対す
る所有議
決権数の
割合

割当後
の所有
株式数
（株）

割当後の
総議決権
数に対す
る所有議
決権数の
割合

金澤

(常任代理人　鈴木

幹雄)

955-16,DAECHI-DONG,KANGNAM-KU,
SEOUL, 
KOREA
(神奈川県川崎市中原区)

23,950 11.09％ 23,950 9.17％

Brillance Hedge

Fund

Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close, P.O.
Box 30592, Grand Cayman, KY1-1203, Cayman
Islands

－ － 22,650 8.67％

Brillance Multi

Strategy Fund

Landmark Square, 3rd Floor, 64 Earth Close, P.O.
Box 30592, Grand Cayman, KY1-1203, Cayman
Islands

－ － 22,650 8.67％

中国ベンチャー投

資株式会社
東京都中央区日本橋茅場町2-4-5 15,860 7.35％ 15,860 6.07％

金ヶ崎　士朗 東京都目黒区　 8,360 3.87％ 8,360 3.20％

東洋システム株式

会社
東京都立川市柴崎町2-3-17 5,375 2.49％ 5,375 2.06％

ファイナンス　ア

ンド　テクノロ

ジー

インターナショナ

ル　インク

(常任代理人　鈴木

幹雄)

995-16,DAECHI-DONG,GANGNAM-KU,
SEOUL, KOREA
（神奈川県川崎市中原区）

4,600 2.13％ 4,600 1.76％

有限会社オオエイ

商事
東京都杉並区上井草4-15-19 4,112 1.91％ 4,112 1.57％

南開工業株式会社 神奈川県南足柄市儘下350 3,730 1.73％ 3,730 1.43％

飯田　哲郎 東京都福生市 3,662 1.70％ 3,662 1.40％

新井　計男 埼玉県川越市 3,264 1.51％ 3,264 1.25％

鈴木　幹雄 神奈川県川崎市中原区 2,276 1.05％ 2,276 0.87％

合計 － 75,189 34.83％ 120,489 46.13％
（注）1．　所有株式数につきましては、平成23年5月31日時点の株主名簿に記載された数値を基準として記載しております。

2．　直近日現在（平成23年11月16日）の発行済株式総数は215,900株であります。　　　
3．　総議決権数に対する所有議決権数の割合は少数第3位を四捨五入しております。

　　　4．　今回発行される本新株予約権は、行使までは潜在株式として割当先にて保有されます。行使期間は平成23年12月6日から
平成25年12月6日までとなっております。

5． 割当後の所有株式数及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合については、今回発行される本新株予約権が
全て行使（当初行使価格による行使）された場合における数値となります。なお、今回の割当先以外の株主（新株式発行
前からの株主）の議決権数に対する所有議決権数の割合については、平成23年5月31日より保有株式数に変更がないとの
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前提で計算したものであります。
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6【大規模な第三者割当の必要性】
（1）大規模な第三者割当を行うこととした理由および当該大規模な第三者割当による既存株主への影響についての取締役
会の判断の内容
今回の第三者割当による新株予約権の発行により調達した資金（差引手取282百万円）は、未払金（訴訟和解金を含む）
の支払へ約200百万円、創薬ツールの製造等へ約45百万円、運転資金として約37百万円充当することから、当社の事業を円滑
に推進させるために必要な資金及び使徒となっております。また、新株予約権以外に想定される資金調達方法は、①借入・
社債（CB含む）のデット・ファイナンスか②新株式発行によるエクイティ・ファイナンスが想定されますが、①及び②は
いずれも当社の現在の財務状況および必要な資金を鑑みると資金の出し手はおらず、また役員借入で賄える範囲ではあり
ません。また②の場合は一度に希薄化が生じることから、既存株主が短期的に大きな不利益を被る可能性があります。この
ような状況から新株予約権の発行による資金調達が、最も適当であると考えました。
今回発行する新株予約権の権利行使期間は平成25年12月までの2年間となっておりますが、行使価額修正条項であること、
当社株式の流動性や本新株予約権の割当先が過去引き受けた他社の新株予約権の行使状況等を勘案して、平成24年5月頃ま
でに全て行使されるものと想定しております。また、本新株予約権に付されている行使停止要請条項は、本新株予約権に比
べ、より有利な資金調達方法・相手との具体的な交渉が開始された場合に発動することを想定しているとともに、別の有利
な資金調達が実行できた場合には、当社が取得条項を発動することを想定しております。
今回の第三者割当による新株予約権発行（当該新株予約権が当初行使価額にて全て行使がなされた場合）の規模は、当社
の発行済株式総数215,900株の20.98％（議決権比率では20.98%）となるものの、下限行使価額において全ての本新株予約権
が行使された場合、株式の希薄化が38.14％（議決権比率では38.14%）発生いたします。これにより、結果として当社普通株
式の1株あたりの株式価値及び持分割合が希薄化することとなります。
しかしながら、今回の資金調達は、当社等において発生した支払債務の滞留をはじめとする逼迫した資金繰りを解消でき
ること、受注済み創薬ツールの納品が納期に間に合わず顧客からの信用を失うリスクが解消され事業基盤を安定させるこ
とができること、などを目的とするものであり、これに伴って財務基盤も強化されることから短期的及び中期的においては
当社の企業価値向上に寄与するものであります。また、新株予約権の発行及びその権利行使による調達の場合、普通株式の
発行に比べて、発行時に一度に希薄化が生じることはなく、いずれも段階的に権利が行使されることに伴って、株式の希薄
化インパクトが分散され、株式の希薄化についてゆるやかにすることができることに加え、事業の進捗状況、他の有利な資
金調達手段も検討する時間的な余裕を持つことも可能であり、機動的且つ弾力的に資金調達することができるため、株式価
値の希薄化の規模は合理的であると判断しております。
 

（2）大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程
今回の第三者割当における本新株予約権の発行規模は、議決権個数215,900個に対する希薄化率が20.98％であるものの、
下限行使価額において、本新株予約権のすべての権利行使がされた場合、25%以上の希薄化が生じるため、株式会社名古屋
証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第34条に定める経営者から一定程度独立
した者による当該割当の必要性及び相当性に関する意見の入手を要することから、経営陣から一定程度独立した者として
当社社外監査役（藤田忍氏及び横山茂晴氏）2名の客観的な意見を求めました。
当該社外監査役らは、第三者割当方式の新株予約権発行による資金調達は、当社等において発生した支払債務の滞留を
はじめとする逼迫した資金繰りを解消するために必要不可欠なものであるとの意見を表明しております。また、公正性を
期すために取得した外部専門家からの価値算定書を考慮した上で決定していることなど、今回の第三者割当による新株予
約権発行かかる希薄化率、発行価額、割当先の選定、資金使途（発行価額や行使価額の相当性を含め）などの必要性及び他
の資金調達との比較における相当性の観点から妥当であるとの意見を平成23年11月16日に表明しております。
なお、当該社外監査役らは、以下の①～⑤に加え、「資金使途の合理性」、「割当先の合理性」、「割当先の保有方針及び行
使制限措置」、「割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容」、「株券貸借に関する契約」、「発行条件等
の合理性」、「発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠」を勘案し、本新株予約権の発行が必要
且つ相当であるとの結論を導いております。
①当社が平成24年5月31日までに債務超過を解消することができず2期連続で債務超過となった場合に上場廃止となる可
能性があり、財務状況の悪化を理由として会計監査人より意見不表明の監査報告がなされる可能性があること
②当社の各事業におけて研究開発活動などが進捗し、一定の成果が上がっているものが確認できているものの、そのいず
れにおいても事業構築の途上の段階にあたり、未だ安定的なキャッシュ・フローの創出を実現できておらず、財務基盤
の強化及び事業運営の改善を図り経営基盤を安定させる必要性が認められること
③他の資金調達手段として金融機関からの間接金融による資金調達が考えられるものの、有利子負債による調達に大きく
依存することは、金利負担の増加により負荷がかかるだけでなく、財務体質の悪化を招き、経営の大きな不安定要因とな
る可能性があり、金融機関等から間接金融による資金調達を行うことは、当社にとって極めて厳しい状況であること
④第三者割当増資による新株式発行での資金調達においては、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存
在する中でエクイティ・ファイナンスによる引受先を見つけることは、デット・ファイナンスによる資金調達以上に
ハードルが高く、仮にあったとしても支配株主が生じるようなものとなる可能性が高く、交渉や当社内部での検討に時
間がかかるものと思料されること
⑤給与、社会保険料をはじめ多くの未払金を削減するため早急に資金調達を実施する必要性が認められること

 
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。

 
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。

 

 
第４【その他の記載事項】
 
　該当事項はありません。
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第二部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等
 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月 平成22年５月 平成23年５月

売上高 (千円) 164,487 252,113 310,584 327,465 148,976

経常損失 (千円) 1,286,260 1,182,238 1,286,823 749,875 578,031

当期純損失 (千円) 1,455,037 1,378,611 1,979,419 780,721 788,290

包括利益 (千円) ― ― ― ― △788,290

純資産額 (千円) 2,583,369 1,715,112 444,700 124,464 △593,626

総資産額 (千円) 2,936,727 1,998,052 681,408 400,098 149,705

１株当たり純資産額 (円) 21,885.54 10,956.38 2,273.43 550.70 △2,785.27

１株当たり当期純損失
金額

(円) 12,395.97 11,131.61 11,881.49 3,861.03 3,667.30

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

(円) ― ─ ─ ─ ―

自己資本比率 (％) 88.0 85.8 64.9 29.2 △401.7

自己資本利益率 (％) ― ─ ─ ─ ―

株価収益率 (倍) △1.7 △2.7 △3.1 △8.3 △3.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △986,874 △1,520,315 △1,199,062 △584,618 △204,782

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △654,976 41,451 39,609 △7,125 △33

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 20,352 425,580 689,633 474,108 137,824

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 1,769,735 661,640 186,818 68,956 2,080

従業員数
(外、平均臨時雇用者数) (名)

53
(15)

43
(7)

43
(2)

37
(4)

23
(2)

(注) １　売上高について第８期、第10期、第11期及び第12期には、消費税等は含まれておりません。第９期は連結子会社(㈱セル

テ）において、消費税等を含めております。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第８期、第９期、第10期、第11期及び第12期は当期純損失を計

上しているため、記載しておりません。

３　第８期、第９期、第10期、第11期及び第12期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載してお

りません。
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 (2) 提出会社の経営指標等
 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月 平成22年５月 平成23年５月

売上高 (千円) 153,039 225,133 180,060 129,172 142,404

経常損失 (千円) 1,090,204 1,026,223 1,250,037 754,383 568,382

当期純損失 (千円) 1,769,301 1,483,955 1,912,702 760,289 765,351

資本金 (千円) 1,895,400 2,150,655 2,503,831 2,731,544 2,766,644

発行済株式総数 (株) 118,040 156,540 194,440 212,000 215,900

純資産額 (千円) 2,583,369 1,609,768 406,074 106,269 △588,881

総資産額 (千円) 2,931,985 1,889,829 636,247 378,927 149,761

１株当たり純資産額 (円) 21,885.54 10,283.43 2,074.78 464.88 △2,763.30

１株当たり配当額
(うち１株当たり
中間配当額)

(円)
―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―　)

１株当たり当期純損失
金額

(円) 15,073.29 11,982.21 11,481.01 3,759.99 3,560.59

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

(円) ― ─ ─ ─ ―

自己資本比率 (％) 88.1 85.2 63.4 26.0 △398.36

自己資本利益率 (％) ― ─ ─ ─ ―

株価収益率 (倍) △1.4 △2.5 △3.2 △8.5 △3.8

配当性向 (％) ― ─ ─ ─ ―

従業員数
(外、平均臨時雇用者数) (名)

45
(9)

40
(6)

41
(2)

34
(4)

21
(2)

(注) １　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第８期、第９期、第10期、第11期及び第12期は当期純損失を計

上しているため、記載しておりません。

３　第８期、第９期、第10期、第11期及び第12期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載してお

りません。
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 ２ 【沿革】
 

年月 事項

平成11年６月 癌およびアレルギーなどに対する新薬の開発を目的として、株式会社エフェクター細胞研究所(現

株式会社ECI)を東京都港区に設立

平成11年９月 本社を東京都目黒区に移転、東京大学先端科学技術研究センター(以下「先端研」)玉井克哉教授

との共同研究により先端研内での研究活動を始動

松島綱治教授(東京大学医学研究科)、前田浩教授(熊本大学医学部)、斧康雄教授(帝京大学医学部)な

どとの共同研究体制を構築

平成13年７月 TAXIScanTM
テクノロジーに関する基盤発明を特許出願

平成14年２月 細胞走化性制御法に関する基盤発明を共同で特許出願(動脈硬化等に関する新規創薬ターゲット)

平成14年10月 樹状細胞を用いた癌免疫療法の発明を共同で特許出願

平成14年10月 独立行政法人産業技術総合研究所と共同研究開始(バイオインフォマティクスによる創薬ター

ゲット遺伝子の探索)

平成14年11月 株式会社日立ハイテクノロジーズを通じAutomatic TAXIScanTM Systemを使用した細胞走化性研
究受託サービス開始

平成15年５月 EZ-TAXIScanTM(簡易型細胞走化性測定装置)を平田機工株式会社と共同で開発
平成15年８月 肝臓細胞の分化誘導に関する基盤発明を特許出願

平成15年11月 事業拡大のため、東京都目黒区駒場一丁目に本社を移転

平成16年４月 ファイナンス アンド テクノロジー インターナショナル及び株式会社メドレックスと樹状細胞を

用いた癌免疫療法の研究に関する契約を締結

平成16年８月 TAXIScanTM
画像解析法についての特許出願

平成17年３月 名古屋証券取引所セントレックスに株式を上場

平成17年12月 マレーシア政府系企業「Edgewood社(InnoBioグループ)」との「技術移転及びライセンス契約」
ならびに「ジョイントベンチャー契約」を締結

AstraZeneca社(英)とTAXIScanTM
を使用し診断方法を確立するための共同研究契約を締結

平成18年３月 ハイスループットのAutomatic TAXIScanTM System(高度集積型細胞走化性測定装置)を平田機工株
式会社と共同で開発
株式取得により、株式会社メディシスサイエンス(現連結子会社㈱セルテ)を完全子会社化

平成18年９月 本社(目黒区駒場一丁目)を渋谷区へ移転

平成19年１月 GEヘルスケア バイオサイエンス株式会社(以下GEHC社)との包括的業務提携を締結

平成19年２月 新型EZ-TAXIScanTM
を発表

平成19年９月

平成20年２月

平成20年２月

平成20年４月

平成20年８月

平成21年２月

平成21年６月

平成22年３月 

平成22年４月

本社（渋谷区）を青葉台ラボ（目黒区）へ移転

アステラス製薬株式会社との細胞内タンパク質「フロント」の阻害を目的とした新規医薬品の創

製に関する共同研究契約を締結

「癌治療薬ECI301」の抗癌作用に関する論文を米国癌学会誌にて発表

米国国立加齢研究所（NIA）とDNA癌ワクチンに関する共同研究契約を締結

株式会社ECIへ商号変更

米国国立加齢研究所（NIA）との癌治療薬ECI301の治験（臨床試験）契約締結

米国食品医薬品局（FDA）による癌治療薬ECI301のIND申請承認

天津天士力健康医薬器械有限公司とのTAXIScan-FL独占販売契約締結

中稷実業投資有限公司との癌治療薬ECI301に関するライセンスアウト契約締結

平成23年３月 韓国、柳韓洋行社と癌治療薬ECI301のライセンスアウト契約を締結

平成23年３月

平成23年６月

平成23年９月

平成23年９月

中国、天津天士力製薬会社有限公司と癌治療薬ECI301のライセンスアウト契約を締結

社団法人再生医療を考える会と共同研究契約を締結

本社（目黒区）及び研究施設（目黒区）を神奈川県川崎市へ移転

米国国立ガンセンター（NCI）においてECI301の臨床試験を開始
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 ３ 【事業の内容】

当連結会計年度の当企業集団(以下、「当社グループ」)は、当社及び連結子会社１社により構成されております。また、事業

別には主に医薬品の研究・開発を行う創薬及び創薬関連事業、バイオ／ヘルスケア関連製品の販売等を行う創薬ツール供給事

業、健康食品卸売事業を行っております。

当社グループの事業内容及び当該事業における位置づけは次のとおりです。

 

創薬及び創薬関連事業…㈱ECI

創薬ツール供給事業……㈱ECI、㈱セルテ

健康食品卸売事業………㈱セルテ

 
＜事業系統図＞

以上に述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりです。

 

 
創薬及び創薬関連事業：製薬会社、バイオ関連企業との共同研究や技術供与（現在、中国の天士力社及び韓国の柳韓社と契約を

行なった段階であり、今後、欧米の大手製薬企業とも本格的に交渉する予定）により、契約一時金、ロイ
ヤリティー収入等を得る事業を展開。

創薬ツール供給事業：バイオ/ヘルスケア関連製品（細胞測定装置等）を国内外の大学・研究所、製薬会社等に販売する事業で
あり、子会社（㈱セルテ）を通してTAXIScan-FLを販売し、GEヘルスケアバイオサイエンス社との業務提携
により国内のCYTORECONを販売し、GEヘルスケアバイオサイエンス社の関連会社（GE Medical Systems
Hong Kong Limited及びGE Healthcare Bio-Sciences Ltd）との業務提携契約により、中国、香港、台湾、マ
カオ、韓国へのCYTORECON及びEZ-TAXIScanの販売を行っております。
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 ４ 【関係会社の状況】
(1) 連結子会社

 

名称 住所
資本金
(千円) 主要な事業の内容

議決権の所有割
合

(％)
関係内容

㈱セルテ 東京都目黒区 240,000
創薬ツール供給事業
健康食品卸売事業 100.0

資金の貸付
建物の転貸借
販売業務代行
役員の兼任 ３名

(注) １　主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　㈱セルテについては、債務超過会社であり債務超過額は 791,106千円であります。

４　㈱セルテについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えておりま

す。

主要な損益の情報等 (1) 売上高 27,311千円

 (2) 経常損失 23,518千円

 (3) 当期純損失 23,808千円

 (4) 純資産額 △791,106千円

 (5) 総資産額 1,693千円
 

５ 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況

平成23年10月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

創薬及び創薬関連事業 11(1)

創薬ツール供給事業 2(-)

全社(共通) 5(-)

合計 18(1)

(注) １　従業員数は就業人員数を記載であり、臨時従業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しています。

２　全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している者でありま

す。
　　３　平成22年11月1日より、従業員数が17名減少しております。その主な理由は自己都合により退職したことによるものです。
　　４　なお、従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を

含む。）であり、臨時雇用者（パートタイム労働者及び派遣社員）は含んでおりません。
(2) 提出会社の状況

平成23年10月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

17(1) 43 5.4 5,195,176

(注) １　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は(　)内に年間の平均人員を外数で記載しています。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
 
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】
(1) 業績
①　概況

　　　平成23年5月期連結会計年度（自　平成22年6月1日　至　平成23年5月31日）
当連結会計年度における世界経済は、先進国では失業率の高止まりの傾向がみられましたが各国における経済対策や

金融緩和の継続と、中国、インド、ブラジル等、新興国の内需の好調から世界経済は緩やかながら回復を続けました。日本経
済も、アジア向けなどの輸出の回復と省エネ家電やエコカー購入促進策等の景気対策にも支えられ、企業収益の改善等、景
気の一部に持ち直しの動きも見られましたが、雇用・所得環境に関しましては依然として厳しい状況が続く中で、平成23
年３月11日に東日本大震災に見舞われ甚大な被害を被りました。復興への取り組みは長期化が予想され、先行き一段と不
透明な状況となっております。 
　医薬品業界におきましては、各国において医療制度の抜本的見直しの動きが見られるなかで、研究開発費の高騰、医薬品
承認要件の厳格化など、新薬開発のハードルはますます高くなり、業界を取り巻く環境はいっそう厳しさを増しておりま
す。 
このような状況下、当社グループの当連結会計年度の売上高は148,976千円（前年同期と比べ178,489千円減収）となり

ました。営業損失は578,265千円（前年同期と比べ125,073千円の損失の減少）、経常損失は578,031千円（前年同期と比べ
171,844千円の損失の減少）となりました。当期純損失は788,290千円（前年同期と比べ7,569千円の損失の増加）となりま
した。

 
　　　平成24年5月期第１四半期連結累計期間（自　平成23年6月1日　至　平成23年8月31日）
　　　　当社グループは、創薬及び創薬関連事業ならびに創薬ツール供給事業において事業を展開しております。当第１四半期連

結累計期間における売上高は43,582千円、営業損失は69,367千円、経常損失は71,661千円、四半期純損失は56,880千円とな
りました。
 
セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。　　　

　　　平成23年5月期連結会計年度（自　平成22年6月1日　至　平成23年5月31日）

■創薬及び創薬関連事業 

韓国、柳韓洋行社とのライセンスアウトを含む契約に基づく治験薬の販売などにより売上高66,047千円を計上しまし
た。営業損失は266,492千円となりました。　

■創薬ツール供給事業 

包括的業務提携契約先で当社の機器の販売代理店であるＧＥヘルスケアバイオサイエンス株式会社（以下GEHC社）
等への売上高79,424千円を計上しました。営業損失は46,631千円となりました。

■健康食品卸売事業

 子会社の㈱セルテにおける健康食品卸売事業等において売上高3,503千円を計上しました。営業利益は418千円となり
ました。
 

　　　平成24年5月期第１四半期連結累計期間（自　平成23年6月1日　至　平成23年8月31日）
　　■創薬及び創薬関連事業 

　社団法人再生医療を考える会とのCPC培養設備一式の売却により売上高35,000千円を計上しました。営業損失は17,945千円

となりました。 

■創薬ツール供給事業 

　包括的業務提携契約先で当社の機器の販売代理店であるＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社（以下GEHC社）等に対して売

上高8,582千円を計上しました。営業利益は3,777千円となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

　なお、当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、前第１四半期連結

会計期間に記載していた健康食品卸売事業からは前連結会計年度中に撤退しております。

　当該変更に伴う四半期連結累計期間に係る報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報に与える影

響はありません。
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 (2) キャッシュ・フローの状況
平成23年5月期連結会計年度（自　平成22年6月1日　至　平成23年5月31日）
　当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は2,080千円となり、前連結会計年度末に比べ66,876
千円減少しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は204,782千円（前年同期と比べ379,835千円の減少）となりました。これは主に、税金等調

整前当期純損失786,790千円、未払金の増加363,406千円、敷金・保証金の減少66,178千円、棚卸資産の減少41,218千円、減価

償却費36,923千円などによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果使用した資金は33千円（前年同期と比べ7,091千円の減少）となりました。これは、有形固定資産の取得に

よる支出117千円と敷金・保証金の返還による収入83千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果得られた資金は137,824千円（前年同期と比べ336,284千円の減少）となりました。これは主に、株式の発行

による収入69,924千円と短期借入金の借入による収入124,150千円、短期借入金の返済による支出56,000千円によるもので

す。 
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 ２ 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
該当する事項はありません。

 
(2) 受注状況
 

セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日 
 至　平成23年５月31日)

受注高(千円) 前年同期比(％)
受注残高

(千円)
前年同期比(％)

創薬及び創薬関連事業 62,000 300.5 ― ―

創薬ツール供給事業 79,424 △25.9 ― ―

健康食品卸売事業 3,503 △95.9 ― ―

合計 144,928 △30.2 ― ―

 
(3) 販売実績
当連結会計年度（自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成23年６月１日　至　平
成23年８月31日）の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
 

セグメントの名称

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日 
 至　平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年６月１日 
 至　平成23年８月31日)

販売高(千円) 前年同期比(％) 販売高(千円)

創薬及び創薬関連事業 66,047 159.2 35,000

創薬ツール供給事業 79,424 △25.9 8,582

健康食品卸売事業 3,503 △98.2 ―

合計 148,976 △54.5 43,582

 

(注)　 最近2連結会計年度（自　平成21年６月１日　至　平成23年５月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成23年６月

１日　至　平成23年８月31日）の主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりです。
 

相手先

前連結会計年度
(自　平成21年６月１日 
 至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日 
 至　平成23年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年６月１日 
 至　平成23年８月31日)

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

柳韓洋行社 ― ― 62,000 41.6 ― ―

岩井化学薬品㈱ ― ― 23,500 15.8 ― ―

ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 45,935 13.9 21,288 14.3 5,778 13.3

㈱環境クリエイト21 183,809 56.1 ― ― ― ―

再生医療を考える会 ― ― ― ― 35,000 80.3
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 ３ 【対処すべき課題】
当社グループは経営目標である創薬実現のために、下記の項目を対処すべき課題として認識しております。

①　創薬及び再生医療へ向けた研究開発の進展

事業化がスタートしている癌治療薬ECI301開発プロジェクト(a)、科学技術振興機構（JST）から5年間に亘って研究開
発費の支援を受けて開発を進め、創薬シーズの確立を達成したフロント(FROUNT)創薬開発プロジェクト等(b)、主要な創
薬プロジェクトの開発を一層推進し開発ステージの着実な進展を図っています。

(a) 癌治療薬ECI301開発プロジェクト
癌治療薬ECI301は、癌を攻撃する免疫細胞を癌炎症部位へ引きつける作用のあるタンパク質（MIP-1α）から製造し

たバイオ医薬品です。放射線療法との併用によって、癌増殖抑制効果だけでなく転移抑制効果を示すことから、顕著な
延命効果のあること、他の制癌剤に認められない非放射線照射部位の癌に対する縮小効果（アブスコパル効果）があ
ること、投与法によってはほぼ半数が完全寛解に至ることなどが、既に動物実験にて明らかになっております。これら
の成果を第11回国際癌転移学会(平成18年９月)及び第44回日本癌治療学会(平成18年10月、iPos賞受賞)、第100回米国癌
学会(平成19年４月)にて学会発表を行いました。又、免疫賦活タンパク製剤ECI301の抗癌作用についての論文（東京大
学医学系研究科分子予防医学教室ならびに東大病院放射線科との共同研究）が、米国の権威ある癌学会誌であります
Clinical Cancer　Resarch(平成20年2月）に掲載されました。動物実験で示されているユニークな治療効果が、新しい癌治
療薬として極めて有望であると国内外より高い評価を得ております。アブスコパル効果は、臨床的にはごくまれに見ら
れる現象として知られていますが、ECI301を使用した動物実験では、実施した総ての実験において常に誘導されること
が明らかになっております。癌死の原因であります癌遠隔転移の治療に有効と期待され、金沢大学医学部との共同研究
で癌遠隔転移に関するECI301の抑制作用が確認されております。
　癌治療薬ECI301の実用化においては、遺伝子組み換え法による医薬品レベル（GMPに準拠する原薬製造）の製造過程
の検討を経て、平成20年９月22日、臨床試験に向けての治験薬の大量製造に成功しました。平成20年11月4日には英国の
安全性評価受託会社において実施中の各種動物を用いた毒性(前臨床)試験が終了しました。平成21年５月8日に米国食
品医薬品局(FDA）に対して調査新薬（IND）申請を行い、平成21年６月10日に正式に承認され、現在、米国国立研究所
（NIA)で非小細胞肺癌の患者を対象として第Ⅰ相臨床試験が進められています。なお、当該相臨床試験におけるデータ
収集や薬効確認の時期が当初の想定より大幅に遅れていますことから、臨床試験のスピードアップを図る方策に関し
て、現在、米国国立衛生研究所、及びその他の関係者と協議中です。当社は当該臨床試験のIND holder であり治験薬剤の
供給は行っていますが、政府主導による臨床試験のスポンサーは米国国立衛生研究所（NIH）です。したがって、当社は
臨床試験の状況は把握していますが、米国の政府機関であるNIHの許可なしには、その進捗状況について一切公表でき
ず、プロトコール（治験手順）に関する日程等の内容の公表につきましても、NIHの臨床規定に基づき、正式な通知があ
るまでは差控えるよう要請されております。当社としましては、正式な通知を受領次第、公表させて頂くとともに、今後
につきましてもECI301の投与結果が出次第、慎重に入手データを分析し、公表させて頂く予定です。
　平成22年2月4日には、厚生労働大臣からECI301のカルタヘナ申請の承認確認が受理され、これにより、日本国内でも臨
床試験の実施が可能になりました。また、従来ECI301は主に放射線治療との併用による抗がん剤として開発が進められ
てきましたが、平成22年8月15日、当社と共同研究を行っていた金沢大学医学部恒常性制御学講座（金子周一教授）か
ら米国癌学会の学術誌（Cancer Research 70号 6556-6565頁）に、ラジオ波とECI301の併用による動物実験で、ラジオ波
焼灼部位の腫瘍退縮のみならず、他の部位に移植した腫瘍の退縮効果（アブスコパル効果）が得られたことが発表さ
れました。当社研究所内の動物実験でも、放射線治療との併用ではなく、他の特定の物質とECI301の併用することによ
り、副作用がなく、顕著な抗がん作用が得られる事が明らかになっており、当社は平成22年8月19日に日本の特許庁に対
して、ECI301と当該他の特定の物質との組成物つき特許出願（出願番号：2010-183651、出願名称：医薬組成物ならび
にそれを用いた癌の治療方法）をいたしました。

 
(b) フロント（FROUNT)創薬開発プロジェクト
フロント創薬開発プロジェクトは、動脈硬化や慢性関節リウマチなどの難治性炎症疾患に対する副作用の少ない抗

炎症薬剤を開発するプロジェクトです。フロントは、東大医学系研究科と共同で世界に先駆けて発見した細胞内タンパ
ク質(Nature Immunology誌に平成17年発表)で、体内に起きる炎症の悪化に重要な役割を果たしています。フロントの機
能を阻害しておくと細胞が炎症局所へ移動しなくなることが確認されています。そのためフロント分子の阻害剤は、病
気の根本的な原因を断つことが出来る画期的な医薬品になる可能性があります。
「創薬に最適な標的分子フロント」に関しまして、日本では平成19年12月に特許が成立しておりましたが、平成22年

２月に米国特許商標庁（USPTO）より特許査定が受理され、米国でも当社の特許が成立しております。　　　
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当社は、炎症に関わるマクロファージ細胞内フロント蛋白質を標的とする抗炎症薬開発プロジェクトの一環として、
平成17年３月から５年間に亘って独立行政法人科学技術振興機構（JST）から総額約２億円の研究費の支援を受け、
「ケモカイン受容体CCR2 特異的阻害物質」の研究開発を進めてまいりました。研究開発費の支援は平成22年３月に終
了しましたが、本研究課題５年間の研究開発成果につきまして、平成22年８月23日、JSTから「成功」認定を受けまし
た。

 

②　安定的収益事業の確立

安定的収益事業は、主にTAXIScanテクノロジーを活用した大手製薬会社との共同研究事業(a)、創薬ツール供給事業(b)、
の二つを柱として確立し事業の軌道化を図りたいと考えております。

(a)については、事業開発部を中心に、アステラス製薬との共同研究契約、(仏）ロレアル社との受託研究契約など、国内
外の大手製薬会社に対して共同研究の積極的な提案営業を行っております。

(b)については、平成19年１月にGEHC社と、包括的業務提携契約を締結して以来、GEHC社が当社の簡易型細胞動態解析
装置EZ-TAXIScan及び細胞自動計測装置CYTORECONを販売しています。CYTORECONに関しましては、平成19年12月に
GE Medical Systems Hong Kong Limited 及びGE Healthcare Bio-Sciences Ltd.と業務提携契約を締結し、販売エリアを中国、台
湾、香港、マカオ及び韓国に拡大しております。平成21年１月には、新製品である蛍光細胞動態解析装置TAXIScan-FLを投
入し、内外の大学や研究所向けに積極的販売活動を行っております。平成22年３月には、天津天士力健康医薬器械有限公司
（中国の大手製薬会社である天津天士力集団有限公司の子会社）と、当社が同社に対して、中国における蛍光細胞動態解
析装置TAXIScan-FLの独占販売権を供与する契約を締結いたしました。今後、同社との提携関係を他の装置にまで拡大し、
一段の拡販を目指してまいります。

 

③　新たなSEEDS(種）の発掘

平成20年５月米国国立加齢研究所（NIA)と抗AIDS薬等の新規開発に関する共同研究契約を締結しました。これは、今
までとはまったく異なるコンセプトであるHIVの遺伝子発現を制御することによりHIVの感染と増殖を阻害し、単剤でも
有効な薬剤の開発を目的としております。さらにこの技術融合により、炎症やアレルギー疾患を対象とした新規治療薬の
開発等も期待されます。さらに平成21年４月には同じくNIAとアルツハイマー型認知症に対するワクチンの共同開発研究
契約を締結しました。NIAで研究している治療ワクチンは、通常のものとは異なり高年齢の患者に対しても効果を発揮す
ることが期待されているもので、いくつかの前臨床を経て、今後治験（臨床試験）に結びつくことが予想されます。当社は
NIAとの共同開発において、臨床試験に必要なGMPレベル（医薬品および医薬部外品の製造および品質の管理基準を満た
す水準）の治療ワクチンの開発・製造を当社が開発したシステムを使って行い、NIAに供給する予定です。 
　以上の他、当社は抗体医薬等の分野においても、新たなSEEDS（種）発掘に注力して参ります。 

 

④　海外展開

当社グループのプロジェクトはいずれもユニークで独創性が高く、ビジネスマーケットは全世界的な広がりがあると
確信しております。ジェトロ（日本貿易振興機構）との連携、海外バイオイベントへの積極的参加等により当社の技術と
製品を世界にアピールしています。又、海外への積極的な展開に必要な組織体制の整備や研究者を含めた人材の確保に努
めております。今後も、グローバル企業としての発展を図って参ります。

 

⑤　コーポレート・ガバナンスの強化

ECIグループコンプライアンスポリシーの制定、コンプライアンス・リスク管理委員会ならびに内部監査室の設立、各
種規定の見直し、業務フローの整備、リスクの把握と対策の実施、内部監査の定期的かつ有効な実施などにより、内部統制
システムの強化を図ります。
　同時に、株主様をはじめとするステークホルダーに対し、迅速かつ適切な情報開示を行います。

 

⑥　管理部門体制の強化

事業の拡大に合わせて、事業化へ向けた各プロジェクト管理や予算統制等の内部統制が機能する組織体制と、株主様に
対する責任であるディスクロージャー体制をより一層強化して参ります。平成20年４月1日から本格施行された内部統制
に対応するため、社内に内部監査室とコンプライアンス・リスク管理委員会を設置して活動を行っております。

 

⑦　継続企業の前提の疑義の解消

「７．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 Ｂ継続企業の前提に関する重要事象等を解消又は改
善する対応策」に記載のとおり当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており、事業資金の調達、
売上増加及び経費削減の各施策を推進することで、当該疑義の早期解消を重要な課題として取り組んでおります。
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 株式会社の支配に関する基本方針
①　基本方針の内容
　当社は、細胞機能解析に基づくユニークかつオリジナリティーある創薬活動により人々の健康と医療への貢献を目指し
ており、これが当社の存在意義であり企業経営の根幹であると認識しております。当社の財務及び事業の方針の決定を支
配する者は当社の企業価値の源泉を理解し、企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していく
ことを可能とする者であることが必要と考えております。
　支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えており、当
社株式の大量買付がなされる場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するもの
ではありません。しかしながら、株式の大量買付けの中には、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないもの
も少なくなく、このような買い付けを行う者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、その
ような大量買付けに対しては必要かつ相当な対抗をする必要があると考えております。

②　基本方針の実現に資する特別な取組み
　当社は前記の経営理念に基づき、重点施策として(A)癌治療薬(ECI301)の臨床試験によるグローバル企業とのライセンス
契約の締結、(B)当社のテクノロジーを生かした機器販売力の強化、(C)共同研究受託の促進、(D)新たなSEEDS(種)の育成に
取り組んでおります。
とりわけ、最重要課題である癌治療薬(ECI301)については、開発ステージの進行に沿った形でライセンス契約交渉の結果
が中期的業績に大きな影響を与えるものであります。

③　基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取組み
　当社は平成21年7月21日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本
方針を決定するとともに、これに照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の基本方針の決定が支配されることに
より当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されることを防止するため、当社株式の大量取得行為に関する買収防
衛策(以下「本プラン」という。)を導入いたしました。なお、本プランについては平成21年8月31日開催の定時株主総会にお
いて承認されております。
　本プランの適用対象は、(A)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付、(B)当社
が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の所有割合及びその特別関係者(原則として金融商品取引法第27
条の2第7項に定義された者をいう。)の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付であります。
　本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はそれらの提案が行われる場合に、これら買付等
を行う者に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての計画や代替案等を提示したり、買付
者との交渉等を行っていくための手続を定めるものであります。買付者等には本プランに係る手続を遵守していただき、
当社取締役会が新株予約権の無償割当(当該買付者等による権利行使は認められないとの行使条件等を付するものであり
ます。)の実施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を進めてはならないものとしております。
　本プランにおいては、原則として、新株予約権の無償割当の実施、不実施等の判断についての取締役の恣意的判断を排す
るため、独立委員会規則に従い、当社経営陣から独立した企業経営等に関する専門知識を有する者のみから構成される独
立委員会の判断を経るとともに、株主に対して適時に情報開示を行うことにより透明性を確保いたします。

④　不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断とその理由
(A)本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社
取締役会が株主に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主のために大量買付者と協議・交渉等を
行ったりすることを可能にすることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、上記①
の基本方針に沿うものであります。 

(B)次の理由から、この取組みは当社の株主共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするもの
ではないと考えております。
・本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同利益の確保又は向上のための
買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足していること。 

・本プランは平成21年8月31日開催の定時株主総会で承認されており、本プランの有効期間(3年間)の満了前であっても、株
主総会において本プランを廃止する旨の株主意思の確認がなされた場合、取締役会において本プランを廃止する旨の決
議がなされた場合にはその時点で廃止されることとなっていること。

・本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主のために本プランの発動及び廃止等の運用に際しての実
質的な判断を客観的に判断を行う機関として独立委員会を設置すること。 

・本プランは、独立委員会の勧告等、合理的かつ客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社
取締役会による恣意的な発動を防止する仕組みを確保していること。 

・買付者が出現した場合、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザ－、公認会計士、
弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を受けることができ、これにより、独立委員会による判断の公正
さ・客観性が担保される仕組みとなっていること。

・本プランは、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により廃止することができる
ものと設計されており、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できな
い買収防衛策)ではないこと。 
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 ４ 【事業等のリスク】
　有価証券届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要

　な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下ようなものがあります。

　　なお、文中の将来に関する事項は、有価証券届出書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社）

　が判断したものであります。

 

(1) 当業界における事業環境リスク

当社グループの属するバイオ・製薬業界では、研究開発投資の効率化や新規化合物の特許取得に向け、グローバルス
ケールで企業間競争が激化しております。企業間競争の激化による業界再編が、当社と提携先との関係に大きな影響を及
ぼす可能性があります。

(2) 当業界における規制リスク

当業界は、技術の改良／開発が急速に進んでいるため、政策的な対応とのギャップが生じている事業分野の一つと言え
ます。政策的な対応の遅れにより、研究成果を事業化することが困難となった場合、この間に投資を行ってきた研究開発に
おいて機会損失が生じる可能性があります。この結果、当社の事業戦略や業績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(3) 技術革新による当社の技術および製品の陳腐化リスク

当社が進めている走化性研究に基づく細胞レベルでの創薬アプローチは、生きているヒトの細胞を使ってのスクリー
ニング法(薬剤探索の方法)であり、遺伝子レベルやタンパク質などの分子レベルでのスクリーニング法と比較し、生体と
しての機能発現に最も近く、生命現象を直接反映することが特徴です。創薬アプローチに関する研究領域は技術の進歩が
著しいため、競合他社が優位性の高い技術を開発することにより、当社の研究成果が陳腐化する可能性があります。このよ
うな陳腐化リスクが顕在化した場合、当社グループの事業戦略や業績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(4) 競合品の開発による競争力の低減リスク

当社は、局所放射線による治療効果を強化するという新しいコンセプトによる癌治療用タンパク製剤(バイオ医薬品)を
はじめ様々な研究プロジェクトを進めておりますが、潜在的な競合会社が当社よりも効能が高く、安価な医薬品等を開発
した場合、経済的な合理性などの相対的な競争力低下を余儀なくされることで収益が見込めず、開発を中止する可能性が
あります。この結果、当社の事業戦略や業績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(5) 創薬プロジェクトの前臨床試験・臨床試験等における開発リスク

医薬品開発は認可申請の手続きを経る必要があります。開発品が医薬品として認可を受けるには多くのステップを経
る必要があり、最終的に製造販売の認可を受けることができる製品はごくわずかです。当社が創薬プロジェクトとして進
めている開発品が、前臨床試験／臨床試験等において、安全性や有効性が確認できないことにより開発を遅延または中止
せざるを得なくなった場合、当該プロジェクトへの投資資金を回収できなくなる可能性があります。

(6) その他研究開発プロジェクトにおける開発リスク

当社では、創薬プロジェクト以外にも様々な研究開発プロジェクトを進めております。しかしながら、結果的に期待さ
れた研究成果が得られなかった場合、あるいは市場のニーズを満たす製品を開発できなかった場合には、当該プロジェク
トへの投資資金を回収できなくなる可能性があります。
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(7) 製造物責任に関するリスク

製造物責任法(以下「PL法」)が対象とする製造物は「製造又は加工された動産」とされています。当社は新薬の開発を
最終目的とする以上、医薬品の製造に係わるため、当社が開発に関与した医薬品もPL法の対象となります。当社は医薬品
の開発過程において副作用の少ない医薬品の開発を目指しておりますが、将来、当社が開発に係わった医薬品の欠陥によ
り副作用等による損害賠償責任が発生した際には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

(8) 研究開発に必要な資金を確保できないリスク

医薬品開発における研究開発費を確保する手段として、短期的な収益基盤を確保するため創薬ツール供給事業を行っ
ておりますが、現時点においては研究開発費を賄えるほど十分な収益を生み出せる事業には成長しておりません。従って、
研究開発の進捗により資金需要が発生した場合には、市場調達を含め資金調達の手段を検討して参ります。しかしながら、
市場における需給環境の悪化等により機動的な資金調達が行えなかった場合、当社の財政状態及び事業計画に重大な影響
を及ぼす可能性があります。

(9) 製薬会社等との共同研究開発に関する契約締結の遅延リスク

当業界における契約交渉では相当に時間を要することが多々あります。不確定要素が多く何らかの要因により契約締
結に遅延が生じた場合、当社の単年度業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(10)開発／販売に関する第三者との戦略的提携が進まないリスク

当社は、保有するスクリーニング技術により新規化合物が見出された場合、それ以降の開発／販売についてはライセン
スにより、外部リソースを活用していく方針です。しかしながら、開発／販売に関して、経済的合理性や競争上の制限によ
り第三者との戦略的提携を図れなかった場合、当社の事業戦略や業績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(11)知的財産に関するリスク

(ⅰ)知的財産に関する訴訟及びクレーム等に係るリスク
平成23年５月31日現在において、当社グループの事業に関連した特許等の知的財産権について、当社が当事者となっ

ている係属中の訴訟はありません。しかしながら、医薬品の研究開発領域においては、物質及びその用途、製法などに関
する特許が数多く存在するため、事業化を行っていく上で、知的財産権侵害問題の発生を完全に回避することは困難で
す。今後、当社が第三者との間で法的紛争に巻き込まれた場合、その解決には多大な労力と時間、費用を要する可能性が
あります。

(ⅱ)当社出願に係る特許が成立しないリスク
当社事業に関連する他社特許や公知の情報については、弁理士など有識者の意見・指導を受け、情報収集を都度行っ

ております。当社が出願している発明について、各国特許庁の審査に対して適宜適切に対応しておりますが、当該出願
が全て特許査定される保証はなく、特許を出願済であることをもって当社が確実に権利を取得できるものではありま
せん。

(12)大学及び公的機関(以下「大学等」)との共同研究成果が生み出す収益機会を享受できないリスク

当社は、大学等と共同研究を積極的に行っておりますが、研究費用負担及び発明が生じた場合の優先実施権などの取扱
について、大学等との交渉がスムーズに運ばなかった場合には、共同研究成果を思うように事業化できない可能性があり
ます。その場合、共同研究成果に基づく収益機会を享受できないことから、当該共同研究に関する研究費用を回収できず、
当社の業績や事業戦略に影響を及ぼす可能性があります。
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(13)特定の販売先への依存リスク

当連結会計年度（自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日）において連結売上高に占める割合が10％を超えてい
る相手先は、下表のとおりです。当社製品のうちCYTORECONの国内販売に関しては全てGEHC社に対して販売委託して
いることから、何らかの理由により業務提携契約が解除された場合、業績やその後の事業戦略等に重大な影響を及ぼす可
能性があります。

 

相手先 金額(千円) 総売上高に占める割合(％)

柳韓洋行社 62,000 41.6

岩井化学薬品㈱ 23,500 15.8

ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 21,288 14.3

(14)特定の研究者への依存および人材確保に関するリスク

当社グループの最大の強みは、人材です。当社では優秀な人材の確保及び育成に努めており、専門的な知識、技術、経験
を有している役職員が業務執行にあたっております。何らかの理由により、そのような役職員が当社グループで研究を推
進していくことが困難となった場合や、優秀な人材の獲得が順調に進まなかった場合、当社グループの事業戦略や業績等
に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(15)経営上の重要な契約等

現時点において当社グループの事業展開上、重要と思われる契約の内容については「５　経営上の重要な契約等」に記
載しております。これらの契約については、いずれも当社が事業を推進していく上で重要な契約であると認識しており、当
社の意向に反して当該契約の破棄や不利な契約改定が行われた場合、あるいは契約期間満了後に契約が継続されない場合
は、当社の事業戦略や経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

(16)経営成績の変動に関するリスク

当業界は日進月歩で環境が変化しており、外部環境の変化が当社グループに与える影響について不透明な部分が多く
あります。また、当業界における会計基準に関しても個別の事象に応じた判断が必要となるため、実際の業績が公表した業
績見通しと大きく異なる可能性があります。なお、その場合は適時開示規則に則り速やかに業績見通しの修正を公表する
こととしております。

(17)為替変動リスク

当社グループはグローバルな提携関係の強化を図っております。当連結決算期において、日本以外の地域の外部顧客に
対する連結売上高は96,328千円(連結売上高に占める割合は64.7％)ですが、今後、海外取引高の比率が増加した場合には、
当社グループの業績は為替変動の影響を受ける可能性があります。

(18)新株予約権等の行使による株式価値の希薄化リスク

平成23年９月30日現在における当社の発行済株式総数は、215,900株ですが、これに対して、現時点での新株予約権に係
る発行予定株式数の合計は50,000株であり、潜在株比率は23.2％となっています。これらの新株予約権等が行使された場合
は、当社の1株あたりの株式価値が希薄化する可能性があります。
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(19)敵対的買収に関するリスク

当社の株主構成は個人投資家が中心であり、当社普通株式は流動性の高い状態にあります。従って、当社の取締役会が
株主共同の利益を毀損すると判断するような敵対的買収者が予期せず現れる可能性があります。また、当社グループの中
長期的な企業価値向上につながらない買収提案が、一部の株主により有益であるとみなされ、結果的に、当社や他の株主の
意向に反して買収がなされる可能性もあります。こうした場合には、当社グループの事業戦略に重大な影響を及ぼす可能
性があります。

　(20)資金ショートに関するリスク
天士力社および柳韓洋行社からの一時金の入金が大幅に遅れたり、一時金が入らなくなる事態が生じた場合、もしく

は、資金調達が順調に進まない場合には、積み上がった未払金の全部または一部を長期に亘って解消できない状況が続き、
将来的に資金ショートして経営破綻する可能性があります。

　(21)上場廃止に関するリスク
当社は平成23年5月末現在で593,626千円の債務超過に陥っています。平成24年5月末までに債務超過を解消することが

できず、２期連続で債務超過となった場合には上場廃止になる可能性があります。
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 ５ 【経営上の重要な契約等】

有価証券届出書提出日現在において、当社グループの事業展開上、重要と思われる契約の内容について以下に記載しており

ます。

・創薬プロジェクトに関する契約

契約の名称 製造委託契約

相手先名 旭硝子株式会社

締結年月日 平成16年11月1日

契約の主な内容
組換え酵母が生産する蛋白質(以下「目的蛋白質」)を大量生産するためのプロセス及
び大規模製造に向けたスケールアップの検討、ならびに臨床用の目的蛋白質の試作及び
GMP製造に関する委託契約

契約期間 平成16年11月1日に発効し、本委託業務の最終ステップ完了の確認をもって終了

 

契約の名称 試験業務委託契約書

相手先名 株式会社東レリサーチセンター

締結年月日 平成18年11月30日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の蛋白質の特性解析に関する試験業務を委託

契約期間 平成18年11月30日に発効し、試験委託金支払終了時まで

 

契約の名称 試験業務委託契約

相手先名 東洋紡績株式会社

締結年月日 平成18年6月20日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の試験法設定の業務委託

契約期間 平成18年6月20日に発効し、試験委託金支払終了時まで

 

契約の名称 試験業務委託契約

相手先名 ハンティンドンライフサイエンス株式会社

締結年月日 平成19年7月6日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の毒性試験の業務委託

契約期間 平成19年7月6日に発効し、試験委託金支払終了時まで

 

契約の名称 試験委託契約

相手先名 三菱化学メディエンス株式会社

締結年月日 平成19年7月6日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の生物活性毒性試験の業務委託

契約期間 平成19年7月6日に発効し、試験委託金支払終了時まで

 

契約の名称 共同研究契約

相手先名 金沢大学付属病院　がん高度先進治療センター

締結年月日 平成19年10月22日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の癌転移抑制作用に関する契約

契約期間 平成19年10月22日に発効し、本研究が終了するまで
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契約の名称 共同研究契約

相手先名 米国国立加齢研究所（NIA)

締結年月日 平成20年4月4日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301とDNAがんワクチンの併用効果調査

契約期間 平成20年4月4日に発効し、3年もしくは本研究が終了するまで

 

契約の名称 共同研究契約

相手先名 国立国際医療センター研究所　呼吸器疾患研究部

締結年月日 平成20年5月29日

契約の主な内容 呼吸器疾患に関連した生体分子の探索・分析

契約期間 平成20年5月29日に発効し、1年もしくは本研究が終了するまで

 

契約の名称 共同研究契約

相手先名 米国国立加齢研究所（NIA)

締結年月日 平成20年5月30日

契約の主な内容 抗AIDS薬等の新規治療薬の開発

契約期間 平成20年5月30日に発効し、4年もしくは本研究が終了するまで

 

契約の名称 共同研究契約

相手先名 国立大学法人東京大学、他２社

締結年月日 平成20年9月25日

契約の主な内容 癌細胞の標的分子の探索とそれに基づくヒト抗体医薬の開発

契約期間 平成20年9月15日に発効し、3年間

 

契約の名称 臨床試験契約

相手先名 米国国立加齢研究所（NIA)

締結年月日 平成21年2月18日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の米国での第Ⅰ相、第Ⅱ相臨床試験実施

契約期間 平成21年2月18日に発効し、臨床試験が終了するまで

 

契約の名称 共同研究契約

相手先名 米国国立加齢研究所（NIA)

締結年月日 平成21年4月27日

契約の主な内容 アルツハイマー型認知証新規ワクチンの開発

契約期間 平成21年4月27日に発効し、3年もしくは本研究が終了するまで
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契約の名称 共同研究契約

相手先名 北京大学医学部天士力微小循環研究センター

締結年月日 平成22年2月1日

契約の主な内容 漢方抽出物作用機序の解明等

契約期間 平成22年2月1日に発効し、1年もしくは新規契約の締結まで

 

契約の名称 共同開発契約

相手先名 中稷実業投資有限公司

締結年月日 平成22年4月27日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の中国国内における開発・独占販売権の付与

契約期間 平成22年5月1日に発効し、15年間

 

契約の名称 共同開発契約

相手先名 天津天士力製薬会社有限公司

締結年月日 平成23年3月15日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の中国国内における治験開発及び製造・販売権の付与

契約期間 平成23年3月15日に発効し、15年間

 

契約の名称 共同開発契約

相手先名 柳韓洋行

締結年月日 平成23年3月31日

契約の主な内容 癌治療薬ECI301の韓国国内における治験開発及び製造・販売権の付与

契約期間 平成23年3月31日に発効

・ その他プロジェクトに関する契約

契約の名称 業務提携契約

相手先名 GEHC社

締結年月日 平成19年1月22日

契約の主な内容 製品の販売及び、共同企画・共同開発

契約期間 期間の定めなし

 

契約の名称 業務提携契約

相手先名 GE Medical Systems Hong Kong Limited

締結年月日 平成19年12月3日

契約の主な内容 細胞自動計測装置「CYTORECON」の中国エリアにおける販売

契約期間 期間の定めなし
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契約の名称 業務提携契約

相手先名 GE Healthcare Bio-Sciences Ltd.

締結年月日 平成19年12月11日

契約の主な内容 細胞自動計測装置「CYTORECON」の韓国における販売

契約期間 期間の定めなし

 

契約の名称 業務提携契約

相手先名 フジノン株式会社

締結年月日 平成20年6月6日

契約の主な内容 製品の製造委託を中心とした包括的業務提携

契約期間 期間の定めなし

 

契約の名称 業務提携契約

相手先名 Inno Bio Ventures Sdn. Bhd.

締結年月日 平成21年2月18日

契約の主な内容 製品の東南アジアにおける販売

契約期間 期間の定めなし

 

契約の名称 業務提携契約

相手先名 天津天士力健康医薬器械有限公司

締結年月日 平成22年3月19日

契約の主な内容 製品の中国における販売

契約期間 平成22年4月1日に発効し、3年間

 

契約の名称 共同研究契約

相手先名 社団法人再生医療を考える会

締結年月日 平成23年6月1日

契約の主な内容 再生医療を目指した幹細胞分化メカニズムの研究

契約期間 平成23年6月1日に発効し、2年間
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   ６ 【研究開発活動】
平成23年5月期連結会計年度（自　平成22年6月1日　至　平成23年5月31日）

当社においては、バイオ医薬品の開発、医薬品候補化合物の創出など創薬に向けた研究開発活動のほか、創薬基盤技術や細胞

分化技術に関する研究開発活動も行っております。国内においては、中央ラボ(東京都目黒区)を研究拠点とし研究開発活動を

行うほか、東京大学医学系研究科分子予防医学教室等の大学及び研究機関との共同研究を実施しております。

当連結会計年度において、研究開発活動における一層の効率化を目指し、新たに製薬企業や研究機関等との提携等を進めた

結果、以下の成果がありました。

 

・平成21年６月 米国食品医薬品局（FDA）が癌治療薬ECI301のIND申請承認

 

・平成21年７月 米国国立加齢研究所（NIA）の治験委員会が癌治療薬ECI301の臨床開始承認

 

・平成21年９月 TAXIScanテクノロジーによる毒性試験方法の日本特許取得

 

・平成21年10月 細胞計測方法（脱顆粒ソフト）の日本特許取得

 

・平成21年11月 細胞内標的分子「フロント」の研究成果の学会誌への掲載

 

・平成21年11月 細胞観察チェンバーの日本特許取得

 

・平成21年11月 癌治療薬ECI301に関する用途特許の米国特許取得

 

・平成22年２月 中国北京大学医学部天士力微小循環研究センターとの漢方抽出物作用機序解明
の共同研究契約締結

 

・平成22年２月 細胞内標的分子「フロント」の米国特許取得

 

・平成22年３月 細胞計測方法（脱顆粒ソフト）の中国特許取得

 

・平成22年４月 中稷実業投資有限公司との非小細胞肺癌治療薬ECI301の戦略的提携共同開発合
意契約締結

 

・平成22年８月 科学技術振興機構(JST)からの委託開発事業(FROUNT蛋白質を標的とする抗炎症
薬開発プロジェクト)に対して成功認定

 

・平成23年３月 中国の天津天士力製薬会社有限公司と癌治療薬ECI301ライセンスアウトを含む
業務提携契約を締結

 

・平成23年３月 韓国の柳韓洋行社と癌治療薬ECI301ライセンスアウト契約を締結
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当連結会計年度末現在における主要な研究プロジェクトの進捗状況は下表のとおりです。

　

カテゴリー プロジェクト 収益形態 進捗段階（状況）

Bio-pharmaceutical
(バイオ医薬品の開発、創
薬シードの創出)

癌治療薬開発プロジェクト
(ECI301)

ライセンスアウトによる契
約一時金とロイヤリティー
収入

米国食品医薬品局（FDA)より
IND申請が正式承認され、目下
米国NIAにてフェーズⅠ臨床試
験中

抗炎症薬開発プロジェクト
(FROUNT)

 アステラス製薬社からの研
 究協力金による収入

リード化合物の探索段階

Cell-based
Drug Discovery
(ヒトの細胞を使用した
細胞機能解析技術)

機器開発プロジェクト
(GEHC社と代理店契約) 販売による収入 機器開発および販売

機器開発プロジェクト
(新製品TAXIScan-FL) 販売による収入 機器開発および販売

ATS等を用いた自社研究
(創薬候補化合物の探索) ―

スクリーニング系の構築・実
施・バージョンアップ

以上の結果、当連結会計年度における研究開発費は309,623千円(前期比79,427千円減)となりました。
 

(1) 創薬及び創薬関連事業

当事業に係る研究開発費は246,580千円となりました。

(2) 創薬ツール供給事業

当事業に係る研究開発費は63,043千円となりました。
 
平成24年5月期第１四半期連結累計期間（自　平成23年6月1日　至　平成23年8月31日）

当社においては、バイオ医薬品の開発、医薬品候補化合物の創出など創薬に向けた研究開発活動のほか、創薬基盤技術や細胞

分化技術に関する研究開発活動も行っております。国内においては、川崎ラボ(神奈川県川崎市)を研究拠点とし研究開発活動

を行うほか、東京大学医学系研究科分子予防医学教室等の大学及び研究機関との共同研究を実施しております。

また、当社は平成23年６月１日に社団法人再生医療を考える会との間で、再生医療を目指した幹細胞分化メカニズムの研究

を目的とした共同研究契約を締結いたしました。なお、共同研究実施期間は平成23年６月１日から平成25年５月31日までの２

年間になります。

当第１四半期連結累計期間末現在における主要な研究プロジェクトの進捗状況は下表のとおりです。

　

カテゴリー プロジェクト 収益形態 進捗段階（状況）

Bio-pharmaceutical
(バイオ医薬品の開発、創
薬シードの創出)

癌治療薬開発プロジェクト
(ECI301)

ライセンスアウトによる契
約一時金とロイヤリティー
収入

米国食品医薬品局（FDA)より
IND申請が正式承認され、目下
米国NIAにてフェーズⅠ臨床試
験中

抗炎症薬開発プロジェクト
(FROUNT) ― リード化合物の探索段階

Cell-based
Drug Discovery
(ヒトの細胞を使用した
細胞機能解析技術)

機器開発プロジェクト
(GEHC社と代理店契約) 販売による収入 機器開発および販売

機器開発プロジェクト
(新製品TAXIScan-FL) 販売による収入 機器開発および販売

ATS等を用いた自社研究
(創薬候補化合物の探索) ―

スクリーニング系の構築・実
施・バージョンアップ

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における研究開発費は41,714千円(前年同四半期と比べて49,868千円減)となりま
した。
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 ７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、有価証券届出書提出日現在において当社グループが判断したものです。

Ａ提出会社の代表者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する分析・検討内容
(1) 重要な会計方針及び見積り
　　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。こ
の連結財務諸表の作成にあたっては、破産更生債権等に係る貸倒見積高の算定等、過去の実績や状況に応じ合理的と考え
られる様々な要因に基づいて行った見積りを含んでおります。

 
(2)経営成績の分析
　平成23年5月期連結会計年度（自　平成22年6月1日　至　平成23年5月31日）

①　売上高

当連結会計年度の売上高は148,976千円となり、前連結会計年度に比べ178,489千円減少しました。

②　営業損益

営業費用につきましては、売上原価が105,582千円で、主なものは柳韓洋行へ販売した治験薬の製造原価等55,640千円で
あります。また、販売費及び一般管理費が621,659千円で、主な内訳は、給与手当が91,241千円、研究開発費が309,623千円で
あります。以上により、当連結会計年度の営業損失は578,265千円(前連結会計年度の営業損失703,339千円)となりました。

③　経常損益

営業外損益につきましては、為替差益583千円を計上する一方で、株式交付費275千円、支払利息154千円を計上いたしま
した。以上により、当連結会計年度の経常損失は578,031千円(前連結会計年度の経常損失749,875千円)となりました。

④　当期純損益

特別損益につきましては、本社移転費用引当金繰入額72,651千円、本社移転損失117,972千円、減損損失18,134千円を特別
損失として計上いたしました。以上により、当連結会計年度の当期純損失は788,290千円(前連結会計年度の当期純損失
7,569千円)となりました。

 
平成24年5月期第１四半期連結累計期間（自　平成23年6月1日　至　平成23年8月31日）

　　　当社グループは、創薬及び創薬関連事業ならびに創薬ツール供給事業において事業を展開しております。
当第1四半期連結累計期間における売上高は43,582千円、営業損失は69,367千円、経常損失は71,661千円、四半期純損失は
56,880千円となりました。

 
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について
「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載のとおりです。
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 (4) 経営戦略の現状と見通し
創薬及び創薬関連事業につきましては、癌治療薬ECI301の開発を最重要プロジェクトとして推進しております。平成21年6月
11日の米国食品医薬品局(FDA）への治験新薬（IND）申請承認、同年6月24日（現地時間）の国立加齢研究所（NIA）での
治験審査委員会（IRB）の治験開始承認を受けて、現在、米国国立研究所で非小細胞肺癌を対象としたフェーズⅠ臨床試験が
進められてきましたが、このたび治験実施期間を同じNIH参加の国立癌研究所(NCI)に移管し、NIAで進めていた臨床試験を
踏まえ、低めの投与量を省略し、効果発現が期待されるやや多めの投与量から開始する新たなプロトコール（治験手順）を
策定し、FDAに治験申請しておりましたが、平成23年８月23日にFDAから改めて相互参照する形での治験申請の承認確認が
できたことから、NIAからNCIへの実施機関移CIS管手続きを進めておりますので、すみやかにNCIでの治験が開始される予定
です。　　　　　　　　　　　　　　

治験実施機関の移管が次期業績に与える直接の影響はございませんが、放射線腫瘍専門医が治験医師となって関連腫瘍部門

と共同で治験を行うことになり、治験のスピードアップが図られることとなります。この新たな治験計画によれば、年内に一

部の臨床データが入手できる可能性があるため、間接的にECI301のライセンスアウト契約締結にポシティブな効果が期待で

きると考えております。

ECI301ライセンスアウト契約締結に関しましては、平成23年３月には、中国の天津天士力制葯股有限公司と、中華人民共和国

及び、一部の東南アジア、中東諸国（台湾、香港、インドネシア、フィリピン、サウジアラビア王国等）を対象地域として、

ECI301のライセンス契約を含む業務提携契約を締結、また同じく、３月、韓国の柳韓洋行社とも、韓国、タイ、ベトナム、ロシ

ア、CIS（独立国家共同体：旧ソビエト連邦12カ国で形成された緩やかな国家連合体）を対象地域として、ECI301のライセン

スアウト契約を含む業務提携契約を締結いたしました。一方、日本、米国、欧州の製薬企業とのグローバルな契約を視野に入

れた提携に関しましては、平成22年６月に米国の有力なライセンス契約締結支援コンサルタントであるGAC社と契約し（臨

床試験におけるデータ収集や薬効確認が遅れていることから、GAC社とのコンサルティング契約は平成23年１月から一時休

止しています）、同社の支援を受けながら欧米の大手製薬会社と交渉を進めてまいりましたが、新たに国内大手証券会社

（平成23年本年４月に契約）及び大手邦銀（平成23年５月に契約）ともコンサルティング契約を結んで提携交渉を推進し

ております。

創薬ツール供給事業に関しましては、国内外で研究会、セミナー等を開催し、機器の拡販に努めてまいりました。平成21年12
月以降、上海、北京、大連で「ECI301とTAXIScanテクノロジー」についてのセミナーを開催し、成長目覚ましい中国市場の開
拓に尽力してまいりましたが、その成果の一つとして、平成22年３月、天津天士力健康医療器械有限公司（中国の大手製薬会
社である天津天士力集団有限公司の子会社）と、同社に対して中国におけるTAXIScan-FL（蛍光細胞動態解析装置）の独占
販売権を供与する契約の締結に至りました。平成22年10月には、今後の同社との提携関係を強化する目的で、北京大学に共同
研究と販売デモ用にTAXIScan-FLを設置し、天津天士力健康医療器械有限公司の営業担当者の研修目的等にも活用するなど、
一段の拡販を目指してまいります。
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 (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
①　資産、負債、純資産の状況

　　平成23年5月期連結会計年度（自　平成22年6月1日　至　平成23年5月31日）

（資産） 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて143,723千円減少し、105,180千円となりました。これは、現金及び預金が66,876千

円減少、商品及び製品が43,797千円減少、前渡金が46,119千円減少したことなどによります。 

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて106,669千円減少し、44,524千円となりました。これは、敷金・保証金の償却66,113

千円、本社移転に伴う有形固定資産の減損損失18,134千円などによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて250,393千円減少し、149,705千円となりました。

（負債） 

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて471,447千円増加し、563,707千円となりました。これは、未払金が363,554千円、短期

借入金が68,150千円、預り金が27,984千円それぞれ増加したことなどによります。 

　固定負債は、前連結会計年度に比べて3,750千円減少し、179,624千円となりました。これは、長期預り金が返済により250千

円、預り金への長短組替えにより3,500千円それぞれ減少したことによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて467,697千円増加し、743,331千円となりました。 

（純資産） 

　純資産合計は、前連結会計年度に比べて718,090千円減少し、△593,626千円となりました。これは主に、資本金が35,100千

円、資本剰余金が35,100千円増加、利益剰余金が788,290千円減少したことによります。 

平成24年5月期第１四半期連結累計期間（自　平成23年6月1日　至　平成23年8月31日）

（資産） 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて10,676千円減少し、94,504千円となりました。これは主に、未収消費税等が9,177千

円減少したことによります。 

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて13,406千円増加し、57,931千円となりました。これは主に、川崎新本社の移転等に伴

い有形固定資産が5,171千円、投資その他の資産が8,315千円増加したことなどよるものです。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2,730千円増加し、152,435千円となりました。 

（負債） 

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて59,610千円増加し、623,317千円となりました。これは、未払金が40,938千円増加し

たことなどによります。 

　固定負債は、前連結会計年度末と変わらず、179,624千円でした。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて59,610千円増加し、802,942千円となりました。 

（純資産） 

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて56,880千円減少し、△650,506千円となりました。これは利益剰余金が56,880千円

減少したことによります。 
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②　キャッシュ・フローの状況

平成23年5月期連結会計年度（自　平成22年6月1日　至　平成23年5月31日）
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2) キャッ

シュ・フローの状況」に記載のとおりです。

③　資金需要

当社グループでは、今後、手持ちの資金を創薬プロジェクトに優先的に投下することにより、開発品の付加価値を高め
ビジネス化を進めていく方針です。そのため各研究開発プロジェクトの進捗やビジネス化の進展状況如何によっては、中
期的に資金需要が発生する可能性があります。

④　財務政策

当社グループは、事業活動に必要な経常支出の一部については、共同研究や創薬ツール供給事業等の営業活動から得ら
れるキャッシュ・フローにより賄っています。ただし現時点においては、経常支出のすべてを賄えるほど十分なキャッ
シュ・フローを生み出せる事業には成長しておりません。従って、研究開発の進捗状況に応じて資金需要が発生した場合
には、適切な資金調達の手段を検討していきたいと考えております。

 
(6) 経営者の問題認識と今後の方針について
「第２　事業の状況　３　対処すべき課題」に記載のとおりです。
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 Ｂ継続企業の前提に関する重要事象を解消又は改善する対応策
平成23年5月期連結会計年度（自　平成22年6月1日　至　平成23年5月31日）
「４　事業等のリスク」に記載した状況に対応すべく、当社グループは、事業資金の調達、売上増加及び経費削減に取り組ん
でおります。 
　事業資金の調達につきましては、当期中の当社株価が低迷して推移しましたことから、研究開発資金等の調達を目的として
平成22年1月12日開催の取締役会決議に基づいて、第三者割当方式で発行（株式発行総額約10億円）した第12回新株予約権
（権利行使価額：28,861円）の権利行使は進まず、平成23年５月31日現在での権利行使の累計額は208,800千円、未行使残高
は791,700千円となっております。当社株価の現状から短期的には第12回新株予約権の権利行使の進行は期待し難い状況に
あり、当社の逼迫した財務状況では株価の回復を待つ時間的余裕がないことから、現在、当社ビジネスに好意的な大株主、投
資家（欧米の投資銀行、ファンドを含む）を対象とした借入又は新株式・新株予約権等の割当による新規の資金調達の準備
を進めており、関係者と協議を行っております。
　売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下しております。癌治療薬
ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、国内外の大手製薬会社とライセンス契約の締結交渉を開始し、粘り強く交渉
を続けてきました結果、平成23年３月には、中国の天津天士力製薬会社有限公司と、中華人民共和国及び、一部の東南アジア
・中東諸国（台湾、香港、インドネシア、フィリピン、サウジアラビア王国等）を対象地域として、ECI301のライセンス契約
を含む業務提携契約を締結、また同じく３月、韓国の柳韓洋行とも、韓国、タイ、ベトナム、ロシア、CIS（独立国家共同体：旧
ソビエト連邦12ヵ国で形成された緩やかな国家連合体）を対象地域として、ECI301のライセンス契約を含む業務提携契約
を締結いたしました。一方、日本、米国、欧州の製薬企業とのグローバルな契約を視野に入れた提携に関しましては、平成22年
6月に米国の有力なライセンス契約締結支援コンサルタントであるGAC社と契約し（臨床試験におけるデータ収集や薬効確
認が遅れていることから、GAC社とのコンサルティング契約は本年1月から一時休止しています）、同社の支援を受けながら
欧米の大手製薬会社と交渉を進めてまいりましたが、新たに国内大手証券会社（本年4月に契約）及び大手邦銀（本年5月に
契約）ともコンサルティング契約を結んで提携交渉を推進しております。現在米国で進めている第Ⅰ相臨床試験における
データ収集や薬効確認の時期が当初の想定より大幅に遅れていますことから、当社は臨床試験のスピードアップを図り（現
在、その方策を米国国立衛生研究所と協議中）、早期のグローバル契約の実現を目指しています。これらのライセンス契約締
結となれば、段階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリティ収入が見込めます。創薬ツール供給事業に関しまして
は、国内外で研究会、セミナー等を開催し、機器の拡販に努めてまいりました。平成21年12月以降、上海、北京、大連で「
ECI301とTAXIScanテクノロジー」についてのセミナーを開催し、成長目覚ましい中国市場の開拓に尽力してまいりました
が、その成果の一つとして、平成22年３月、天津天士力健康医療器械有限公司（中国の大手製薬会社である天津天士力集団有
限公司の子会社）と、同社に対して中国におけるTAXIScan-FL（蛍光細胞動態解析装置）の独占販売権を供与する契約の締
結に至りました。昨年10月には、今後の同社との提携関係を強化する目的で、北京大学に共同研究と販売デモ用に
TAXIScan-FLを設置し、天津天士力健康医療器械有限公司の営業担当者の研修目的等にも活用するなど、一段の拡販を目指
してまいります。 
　経費削減につきましては、財務状況改善が急務であるため、更なる採算重視の経営方針の徹底と経営合理化による原価・経
費の削減進めてまいります。本年６月の旧青葉台オフィス（東京都目黒区）の川崎テックセンタービルへの移転により、今
後、年間のオフィス賃借料の負担は６千万円強軽減されます。 
　支払遅延が生じている取引先に対する対応としては、個別に債務返済条件の見直し（返済の猶予・繰延等）の要請を行い、
当社財務再建への協力を依頼し現在協議を行っています。
　しかしながら、新規の資金調達及び債務支払条件の見直しの要請については現在、関係者との協議の途上の段階でありま
す。また、今後見込まれる天津天士力製薬会社有限公司及び柳韓洋行からの一時金入金だけでは継続企業の前提に関する重
要な不確実性の解消には充分とは言えない状況であり、他方、日米欧の大手製薬会社とのECI301ライセンスアウトのグロー
バル契約につきましては、その締結時期、金額、入金の時期等は未確定であります。以上の状況から現時点では継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められます。
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平成24年5月期第１四半期連結累計期間（自　平成23年6月1日　至　平成23年8月31日）

当社には、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりま

すが、これは、当第１四半期連結累計期間においても、56,880千円の四半期純損失を計上し、前連結会計年度に引き続き債務

超過になっており、その額が650,506千円になるためであります。　

当社グループは、当該状況を解消すべく、創薬開発及び再生医療プロジェクトの着実な進展ならびに安定収益事業の確立

に向け一層積極的な営業活動に努めるとともに、役員報酬の減額をはじめ事業費用の削減を進め、限られた経営資源である

人材、設備、資金、ノウハウを効率的に無駄なく活用して経営効率を高めて参ります。また、必要に応じて、効果的な事業資金

の調達を行うべく、当社はエクイティファイナンスによる資金調達に関しての引受候補先との協議・交渉を進めておりま

す。今後は、エクイティファイナンスによる資金調達の実現に向け、その作業を進めるとともに、その後においても必要に応

じて適宜資金調達を行って参ります。
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第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】

当社グループでは、本社及び研究施設移転に伴い、建物付属設備10,830千円を取得しております。セグメント別の設備投資に

ついて示すと、各報告セグメントに配分していない本社管理部門になります。

 

２ 【主要な設備の状況】
(1) 提出会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成23年10月31日現在）

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(人)
建物

工具、器具
及び備品

その他 合計

本社
(神奈川県川崎市) 全社統括業務 統括業務施設 9,002 303 ― 9,306 5(-)

研究施設
(神奈川県川崎市)

創薬及び創薬
関連事業
創薬ツール供
給事業

研究設備 ― 28,131 268 28,400 9(1)

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウェアであります。

２　本社及び研究施設は平成23年7月3日に東京都目黒区から神奈川県川崎市に移転しております。

３　従業員数の(　)は、平均臨時従業員数を外書しております。
 
(2) 国内子会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(平成23年10月31日現在）

会社名
事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数

(人)
建物

工具、器具
及び備品

その他 合計

㈱セルテ
営業部門
(神奈川県
川崎市)

創薬ツール供
給事業 営業業務設備 ― 9 8 17 1(-)

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、ソフトウェアであります。

２　事業所は平成23年7月3日に東京都目黒区から神奈川県川崎市に移転しております。

３　従業員数の(　)は、平均臨時従業員数を外書しております。
 

３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設
該当事項はありません。

 
(2) 重要な設備の除却
該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 750,000

計 750,000

 

② 【発行済株式】

種類 発行数(株) 上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 215,900 名古屋証券取引所セントレックス （注）２

計 215,900 ― （注）２

 

(注)１提出日現在発行数には、平成23年10月１日からこの有価証券届出書提出日までの新株予約権の行使により発行された株

式数は含まれていません。

２権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株制度は採用しておりません。
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 (2) 【新株予約権等の状況】
 

①　第１回新株予約権(平成15年４月８日臨時株主総会決議に基づく平成15年４月８日取締役会決議)

区分
最近事業年度末現在
(平成23年５月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年10月31日)

新株予約権の数(個) 40 40

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
400

(注)１、３
400　

(注)１、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり9,952.20
(注)２、３

１株当たり9,952.20
(注)２、３

新株予約権の行使期間
平成17年４月９日から
平成25年４月８日まで

平成17年４月９日から
平成25年４月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 9,952.20
資本組入額　4,976.10

(注)３

発行価格　 9,952.20
資本組入額　4,976.10

(注)３

新株予約権の行使の条件 (注)４ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ (注)５

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　また、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３　平成16年７月２日開催の取締役会決議に基づき、平成16年７月30日をもって１株を10株に分割いたしました。これに

より、新株予約権の目的となる株式の数は2,814株から28,140株に、新株予約権の行使時の払込金額は100,000円から

10,000円に調整しております。また、発行価格を100,000円から10,000円に、資本組入額を50,000円から5,000円に調整し

ております。

４　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただ

し、任期満了による退任若しくは取締役会が正当な理由があると認めた退任及び退職の場合にはこの限りではな

い。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者と

の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

５　当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」により、本新株予約権は譲渡できない旨定められてお

ります。
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②　第２回新株予約権(平成15年４月８日臨時株主総会決議に基づく平成15年４月８日取締役会決議)
 

区分
最近事業年度末現在
(平成23年５月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年10月31日)

新株予約権の数(個) 51 51

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
510

(注)１、３
510

(注)１、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり9,952.20
(注)２、３

１株当たり9,952.20
(注)２、３

新株予約権の行使期間
平成17年４月９日から
平成25年４月８日まで

平成17年４月９日から
平成25年４月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　 9,952.20
資本組入額　4,976.10

(注)３

発行価格　 9,952.20
資本組入額　4,976.10

(注)３

新株予約権の行使の条件 (注)４ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ (注)５

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　また、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３　平成16年７月２日開催の取締役会決議に基づき、平成16年７月30日をもって１株を10株に分割いたしました。これに

より、新株予約権の目的となる株式の数は366株から3,660株に、新株予約権の行使時の払込金額は100,000円から

10,000円に調整しております。また、発行価格を100,000円から10,000円に、資本組入額を50,000円から5,000円に調整し

ております。

４　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において、当社の社外協力者たる地位を保有していることとする。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者と

の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

５　当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」により、本新株予約権は譲渡できない旨定められてお

ります。
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  ③　第３回新株予約権(平成15年10月24日臨時株主総会決議に基づく平成15年10月27日取締役会決議)
 

区分
最近事業年度末現在
(平成23年５月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年10月31日)

新株予約権の数(個) 109 109

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
1,090
注)１、３

1,090
３

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり49,761
(注)２、３

１株当たり49,761
(注)２、３

新株予約権の行使期間
平成17年10月28日から
平成25年10月23日まで

平成17年10月28日から
平成25年10月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

(注)３

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

(注)３

新株予約権の行使の条件 (注)４ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ (注)５

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　また、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３　平成16年７月２日開催の取締役会決議に基づき、平成16年７月30日をもって１株を10株に分割いたしました。これに

より、新株予約権の目的となる株式の数は190株から1,900株に、新株予約権の行使時の払込金額は500,000円から

50,000円に調整しております。また、発行価格を500,000円から50,000円に、資本組入額を250,000円から25,000円に調整

しております。

４　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただ

し、任期満了による退任若しくは取締役会が正当な理由があると認めた退任及び退職の場合にはこの限りではな

い。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者と

の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

５　当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」により、本新株予約権は譲渡できない旨定められてお

ります。
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④　第５回新株予約権(平成15年10月24日臨時株主総会決議に基づく平成16年５月28日取締役会決議)
 

区分
最近事業年度末現在
(平成23年５月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年10月31日)

新株予約権の数(個) 20 20

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
200

(注)１、３

 
200

(注)１、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり49,761
(注)２、３

１株当たり49,761
(注)２、３

新株予約権の行使期間
平成17年10月28日から
平成25年10月23日まで

平成17年10月28日から
平成25年10月23日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

(注)３

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

(注)３

新株予約権の行使の条件 (注)４ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ (注)５

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　また、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３　平成16年７月２日開催の取締役会決議に基づき、平成16年７月30日をもって１株を10株に分割いたしました。これに

より、新株予約権の目的となる株式の数は60株から600株に、新株予約権の行使時の払込金額は500,000円から50,000

円に調整しております。また、発行価格を500,000円から50,000円に、資本組入額を250,000円から25,000円に調整して

おります。

４　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただ

し、任期満了による退任若しくは取締役会が正当な理由があると認めた退任及び退職の場合にはこの限りではな

い。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者と

の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

５　当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」により、本新株予約権は譲渡できな
い旨定められております。
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 ⑤　第６回新株予約権(平成16年５月28日臨時株主総会決議に基づく平成16年５月28日取締役会決議)
 

区分
最近事業年度末現在
(平成23年５月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年10月31日)

新株予約権の数(個) 75 75

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
750

(注)１、３
750

(注)１、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり49,761
(注)２、３

１株当たり49,761
(注)２、３

新株予約権の行使期間
平成18年５月29日から
平成26年５月27日まで

平成18年５月29日から
平成26年５月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

(注)３

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

(注)３

新株予約権の行使の条件 (注)４ (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５ (注)５

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　また、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３　平成16年７月２日開催の取締役会決議に基づき、平成16年７月30日をもって１株を10株に分割いたしました。これに

より、新株予約権の目的となる株式の数は105株から1,050株に、新株予約権の行使時の払込金額は500,000円から

50,000円に調整しております。また、発行価格を500,000円から50,000円に、資本組入額を250,000円から25,000円に調整

しております。

４　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただ

し、任期満了による退任若しくは取締役会が正当な理由があると認めた退任及び退職の場合にはこの限りではな

い。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者と

の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

５　当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」により、本新株予約権は譲渡できない旨定められてお

ります。
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 ⑥　第７回新株予約権(平成16年５月28日臨時株主総会決議に基づく平成16年７月30日取締役会決議)
 

区分
最近事業年度末現在
(平成23年５月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年10月31日)

新株予約権の数(個) 165 165

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
1,650
(注)１

1,650
(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり49,761
(注)２

１株当たり49,761
(注)２

新株予約権の行使期間
平成18年５月29日から
平成26年５月27日まで

平成18年５月29日から
平成26年５月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

新株予約権の行使の条件 (注)３ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ (注)４

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

　　ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

　　また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしく

は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２　株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げる。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　また、調整前払込金額を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
調整前払込金額

既発行株式数＋新規発行による増加株式数

３　新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者の割当を受けた者が当社の取締役、監査役及び従業員の場合は、権利行使時において、当社の取締役、

監査役及び従業員たる地位を保有していることとする。ただし、任期満了による退任若しくは取締役会が正当な理

由があると認めた退任及び退職の場合にはこの限りではない。

②　新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

③　その他の条件については、臨時株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者と

の間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

４　当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」により、本新株予約権は譲渡できない旨定められてお

ります。
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⑦　第11回新株予約権(平成21年５月18日臨時株主総会決議に基づく平成21年６月８日取締役会決議)
 

区分
最近事業年度末現在
(平成23年５月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年10月31日)

新株予約権の数(個) 999 999

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
9,990
注)１

9,990
注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり49,761
(注)２

１株当たり49,761
(注)２

新株予約権の行使期間
平成21年６月25日から
平成25年６月24日まで

平成21年６月25日から
平成25年６月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

発行価格　　49,761
資本組入額　24,880.50

新株予約権の行使の条件 (注)３ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を必要とす

る。

新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を必要とす
る。

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

（注）１　新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権１個につき目的となる株式数　10株

なお、当社が、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、同様）または株式併合を行う場合には、次の算

式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株に満たない端数はこれを切り捨てるものとする。

　　　調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割（または株式併合）の比率

また、上記の他、決議日以降、付与株式数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

　　 ２　新株予約権の行使時の払込金額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当

たりの払込金額（以下、「行使価額」という）に付与株式数を乗じた金額とする。 
行使価額は、50,000円（臨時株主総会基準日の前日４月６日における名古屋証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値の192％）とする。なお、割当日以後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後
＝

調整前
×

1

行使価額 行使価額 株式分割（又は株式併合）の比率

また、割当日以後、当社が当社普通株式について時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合

は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

ただし、新株式の発行又は自己株式の処分が、新株予約権の行使により行われる場合は、行使価額の調整は行わない。

      新規発行
×

1株当たりの

    
既発行株式数 ＋

株式数 払込金額

調整後
＝
調整前

×
新規発行前の株価

行使価額 行使価額 既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

３　新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役であることを要求する。ただし、取締役会が正当な事

由があると認めた場合はこの限りではない。
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⑧　第12回新株予約権(平成22年１月12日取締役会決議)

区分
最近事業年度末現在
(平成23年５月31日)

提出日の前月末現在
(平成23年10月31日)

新株予約権の数(個) 91 91

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)
27,300
(注)１

27,300
(注)１

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり28,861
(注)２

１株当たり28,861
(注)２

新株予約権の行使期間
平成22年１月29日から
平成24年１月28日まで

平成22年１月29日から
平成24年１月28日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　28,861
資本組入額　14,430.50

発行価格　　28,861
資本組入額　14,430.50

新株予約権の行使の条件 (注)３ (注)３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を必要とす

る。

新株予約権の譲渡については、
当社取締役会の承認を必要とす
る。

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

（注）１　新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権１個につき目的となる株式数　300株

なお、当社が、株式分割または株式併合を行うときは、次の算式により対象株式数を調整する。

　　　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割又は併合の比率

また、割当日以降に、当社が時価を下回る価額での新株の発行若しくは自己株式の処分（ただし、新株予約権の行使

により新株を発行又は自己株式を処分する場合を除く）、合併、会社分割又は株式無償割当てを行う場合等、対象株

式数を変更することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

　　 ２　新株予約権の行使時の払込金額

本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結

果生じる１円未満の端数は四捨五入するものとする。 

調整後行使価額は、株式分割に係る基準日の翌日以降又は株式併合の効力が生じる日以降これを適用する。 

調 整 後
＝

調 整 前
×

1

行使価額 行使価額 分割又は併合の比率

また、上記の場合のほか、時価を下回る払込金額をもって当社普通株式が交付される場合、株式分割又は株式無償割

当により当社株式を発行する場合、取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社

普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）には、次に定める算式（以下

「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

      交付普通
×

1株当たりの
    既発行

普通株式数
＋
株 式 数 払込金額

調 整 後
＝

調 整 前
×

時価

行使価額 行使価額 既発行株式数 ＋ 交付普通株式数

３　新株予約権の行使の条件

本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。また、各本新株予約権の一部行使は

できない。
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  (3) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円)

　平成18年６月１日～
平成19年５月31日

(注)１
2,060 118,040 10,300 1,895,400 10,300 3,022,036

　平成19年６月１日～
平成20年５月31日

(注)２
38,500 156,540 255,255 2,150,655 255,255 3,277,291

　平成20年６月１日～
平成21年５月31日

(注)３
37,900 194,440 353,176 2,503,831 353,176 3,630,468

　平成21年６月１日～
平成22年５月31日

(注)４
17,560 212,000 227,712 2,731,544 227,712 3,858,180

平成22年６月１日～
平成23年５月31日

(注)５
3,900 215,900 35,100 2,766,644 35,100 3,893,280

 
(注) １　新株予約権の権利行使による増加であります。

２　新株予約権を平成19年12月に3,850個（普通株式38,500株）発行し、平成20年3、4月に権利行使されたことによる増加
であります。

３　新株予約権を平成20年９月に70個（普通株式38,500株）、平成21年３月に60個（普通株式24,000株）発行し、権利行使
されたことによる増加であります。

４　平成21年６月に1,000個（普通株式10,000株）、平成22年１月に115個（普通株式34,500株）発行した新株予約権の権利
行使、当期以前に発行された第９回新株予約権の権利行使による増加であります。

５　平成22年８月に第三者割当（有償）により発行価格18,000円で3,900株発行し、資本金が35,100千円増加しております。
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 (5) 【所有者別状況】
平成23年５月31日現在

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況政府及び

地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人) ― 1 8 87 11 8 8,636 8,751 ―

所有株式数
(株) ― 270 1,468 35,298 6,013 24,223 148,628 215,900 ─

所有株式数
の割合(％) ― 0.1 0.7 16.3 2.8 11.2 68.8 100.0 ―

（注）上記「個人その他」には、証券保管振替機構名義の株式が33株含まれております。
 
(6) 【大株主の状況】

平成23年５月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

金　澤
(常任代理人　鈴木幹雄)

955-16,DAECHI-DONG,KANGNAM-KU,
SEOUL, 
KOREA
(神奈川県川崎市中原区)

23,950 11.09

中国ベンチャー投資株式会社 東京都中央区日本橋茅場町2-4-5　 15,860 7.34

金ヶ崎　士朗 東京都目黒区 8,360 3.87

東洋システム株式会社 東京都立川市柴崎町2-3-17 5,375 2.49

ファイナンス　アンド　テクノロ
ジー　インターナショナル　イン
ク 
(常任代理人　鈴木幹雄)

995-16,DAECHI-DONG,GANGNAM-KU,
SEOUL, KOREA 

(神奈川県川崎市中原区)

4,600 2.13

有限会社オオエイ商事 東京都杉並区上井草4-15-19 4,112 1.90

南開工業株式会社 神奈川県南足柄市儘下350 3,730 1.73

飯田　哲郎 東京都福生市 3,662 1.69

新井　計男 埼玉県川越市 3,264 1.51

鈴木　幹雄 神奈川県川崎市中原区 2,276 1.05

計 ― 75,189 34.83

(注)　 当社の株式は振替株式でありますので、証券保管振替機構からの総株主通知は年２回（基準日（５月31日）と中間にあた
る日（11月30日））となっており、それ以外の日においては、株主を把握することはできません。従いまして、直近の総株
主通知の基準となる日（平成23年５月31日）の所有株式数並びに発行済株式総数に対する所有株式数の割合を記してお
ります。
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 (7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】

平成23年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 215,900 215,900 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 215,900 ― ―

総株主の議決権 ― 215,900 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄には証券保管振替機構名義の株式が33株含まれています。

２　「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数33個が含まれております。
 

② 【自己株式等】

平成23年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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 (8) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度の内容は以下のとおりであります。
 

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの。

(平成15年４月８日臨時株主総会決議に基づく平成15年４月８日取締役会決議)
 

決議年月日 平成15年４月８日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役　４(注)
当社の従業員　13(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

(注)　平成23年9月30日現在、役員３名、従業員３名が権利を喪失しております。
 

②　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの。

(平成15年４月８日臨時株主総会決議に基づく平成15年４月８日取締役会決議)
 

決議年月日 平成15年４月８日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社のパートタイマー　１
当社の社外協力者　　　９（注）

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

(注)　平成23年9月30日現在、当社の社外協力者１名が権利を喪失しております。
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③　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの。

(平成15年10月24日臨時株主総会決議に基づく平成15年10月27日取締役会決議)
 

決議年月日 平成15年10月24日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の従業員　10(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

 (注)　平成23年9月30日現在、従業員３名が権利を喪失しております。
 

④　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの。

(平成15年10月24日臨時株主総会決議に基づく平成16年５月28日取締役会決議)
 

決議年月日 平成15年10月24日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の従業員　３(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

注)　平成23年9月30日現在、従業員１名が権利を喪失しております。
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⑤　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの。

(平成16年５月28日臨時株主総会決議に基づく平成16年５月28日取締役会決議)
 

決議年月日 平成16年５月28日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の従業員　８(注)

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

 (注)　平成23年9月30日現在、従業員３名が権利を喪失しております。
 

⑥　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく株主総会特別決議によるもの。

(平成16年５月28日臨時株主総会決議に基づく平成16年７月30日取締役会決議)
 

決議年月日 平成16年５月28日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社の取締役　　　１(注)
当社の従業員　　　３
当社の社外協力者　８

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―

 (注)　平成23年9月30日現在、取締役１名が権利を喪失しております。
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 ⑦　会社法236条、第238条及び第239条の規定に基づく株主総会特別決議によるもの。
(平成21年５月18日臨時株主総会決議に基づく平成21年６月８日取締役会決議)

 

決議年月日 平成21年６月８日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役及び監査役　６

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

―
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 ２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

　 該当事項はありません。
 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。

 
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。

 
３ 【配当政策】

バイオ産業では、市場の拡大や技術革新が急速に進展しており、市場競争力を強化し、収益の向上を図っていくためには、研

究開発、設備投資等の積極的な先行投資が不可欠であります。

当社は、平成23年5月期事業年度を含めて、当面の間は利益配当をせずに内部留保に努め、研究開発活動の継続的な実施に向け
た資金の確保を優先する方針です。そのため、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は定めておりません。た
だし、株主への利益還元も重要な経営課題として認識しており、経営成績及び財政状況を勘案し、剰余金の配当を検討する所存
です。剰余金の配当の基準日は、毎年11月30日の中間配当並びに毎年５月31日の期末配当を定款に定めております。これらの剰
余金の配当の決定機関は、中間配当、期末配当共に株主総会であります。
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 ４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成19年５月 平成20年５月 平成21年５月 平成22年５月 平成23年５月

最高(円) 75,000 41,100 40,000 45,000 32,800

最低(円) 20,020 6,240 15,310 21,860 8,500

 (注)　最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。
 
(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
 

月別 平成23年５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

最高(円) 14,720 13,880 12,200 9,290 8,500 8,400

最低(円) 12,000 9,350 8,790 6,300 2,965 6,100

 (注)　最高・最低株価は、名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。
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５ 【役員の状況】
 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役社長 (代
表取締役) ─ 小　野　　稔 昭和27年４月２日生

昭和51年４月 東京大学医学部研究生

(注)3 200

昭和52年７月 岡山大学医学部内地留学

昭和63年12月 Tampa　Bay　Research　Institute，FL

，USA博士研究員

平成３年11月 国立小児医療研究センター免疫研

究室　研究員

平成７年４月 化研生薬㈱　研究部長

平成11年２月 財団法人ヒューマンサイエンス　　

振興財団　外国派遣主任研究員

平成11年７月 Salem　Inter. Universitey，WV，U.

S.A　客員教授

平成13年４月 化研生薬㈱　開発研究部長

平成16年１月 当社　事業開発部長

平成17年４月 東京理科大学綜合研究機構　客員

教授

平成18年９月 当社　執行役員　事業開発部長

平成20年５月

　

平成20年８月

当社　常務執行役員　事業開発１部

長COO

当社　取締役兼事業開発本部長

COO

平成23年８月 当社　代表取締役社長CEO (現任）

専務取締役 経営管理部長 角　政樹 昭和25年12月25日生

昭和50年10月 三洋証券㈱入社

(注)3 320

昭和52年１月 同社国際部　外債ボンドトレー

ダー

昭和57年７月 三洋経済研究所　企業調査アナリ

スト

昭和62年10月 東銀インターナショナル（

Singapore)出向　チーフファンドマ

ネージャー

平成５年７月 三洋投資顧問　日本株式チーフ

ポートフォリオマネージャー

平成12年４月 アクモス・キャピタル㈱（その後

コンセーユ・アクモス証券）管理

部長

平成16年８月 GTI㈱専務取締役主席ファンドマ

ネージャー

平成18年８月 当社　社外取締役

平成19年８月 当社　社外取締役辞任

平成20年９月 当社　社長室長

平成21年３月 当社　経営管理部長

平成22年８月 当社　取締役兼経営管理部長

平成23年８月 当社　代表取締役専務CFO兼経営

管理部長

平成23年９月 当社　専務取締役CFO兼経営管理

部長（現任）

取締役 ─ 鈴　木　幹　雄 昭和18年２月１日生

平成２年２月 大和証券㈱（現㈱大和証券グルー

プ本社）名古屋支店副支店長

(注)3 2,276

平成３年12月 幹アソシエートオフィス　代表取

締役

平成８年11月 ㈲ＳＡＹ２１　代表取締役

平成13年６月 当社　顧問

平成13年８月 当社　取締役

平成15年８月 当社　代表取締役副社長

平成18年２月 当社　代表取締役副社長辞任

平成19年11月 当社　執行役員顧問

平成20年１月 当社　代表取締役副社長

平成20年５月 当社　代表取締役社長CEO

平成23年８月 当社　取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

常勤監査役 ─ 篠　崎　秀　幸 昭和24年９月13日生

昭和43年４月 ㈱マルマン入社

(注)4 10

昭和57年１月 マルマンゴルフ㈱入社　財務担当

平成13年９月 ㈱マルマンコーポレーション入社

　上場準備室

平成14年９月 マルマン㈱　財務担当

平成17年12月 同社　監査役

平成20年１月 当社　監査役（現任）

監査役 ─ 藤　田　　忍 昭和25年２月26日生

昭和43年４月 ㈱資生堂入社　マーケティング戦

略室課長　事業戦略部次長

(注)4 ―

平成12年11月 ㈱戦略コンサルティング・ファー

ム　代表取締役社長（現任）

平成12年11月 ㈱オードファブール　代表取締役

社長（現任）

平成19年６月 ㈱ユニセルコーポレーション　取

締役経営企画部長（現任）

平成20年１月 当社　社外監査役（現任）

監査役 ─ 横　山　茂　晴 昭和21年８月18日生

昭和45年４月 神奈川トヨタ自動車㈱入社

(注)4 ―

平成７年４月 同社　麻生店店長

平成15年４月 同社　港北店店長

平成16年４月 同社　本社業務改善室室長

平成17年４月 東京海上日動火災保険㈱出向

平成18年８月 神奈川トヨタ自動車㈱定年退職

平成22年８月 当社　社外監査役(現任）

計 2,806

 (注) １　監査役藤田忍、横山茂晴は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２　当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

３　取締役の任期は平成22年５月期に係る定時株主総会の終結の時から平成24年５月期に係る定時株主総会終結の時ま

でであります。

４　監査役の任期は平成22年５月期に係る定時株主総会の終結の時から平成26年５月期に係る定時株主総会終結の時ま

でであります。
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 ６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞

諸関連法規の遵守ならびに経営組織の迅速な意思決定と透明性を確保した企業統治により、企業価値の最大化を図ることを

基本的な考え方としております。また、迅速、公平かつ明瞭なディスクロージャーの充実と、研究開発活動の成果を広く社会に

還元することを目指しております。

 
(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
①　会社の機関の基本説明

(取締役会)
当社の取締役は、平成23年５月31日現在で３名(うち代表取締役１名)の構成となっております。原則月１回(必要に応じ

て随時)取締役会を開催し、当社グループに係る基本方針ならびに重要な決定事項について審議、決定しております。また、
直接的な部門執行責任を明確に分離するために執行役員制度を導入しており、取締役会を中心とするガバナンス体制の充
実を図っております。

 
(監査役・監査役会)
当社は監査役制度を採用しており、平成23年５月31日現在で監査役３名(うち社外監査役２名)の構成となっておりま

す。原則月１回(必要に応じて随時)監査役会を開催するほか、監査計画に基づき当社グループの監査を実施すると共に、重
要な会議へ参加し必要に応じて意見を述べております。

 
(執行役員・執行役員会)
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能強化を図るため執行役員制度を導入しており

ます。平成23年５月31日現在で執行役員１名の構成となっております。原則月に１回(必要に応じて随時)で執行役員会を
開催し、職務権限規程に基づく議案等について審議し、迅速かつ適切な意思決定を遂行しております。
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 ②　会社の機関・内部統制の関係

当社の平成23年５月31日現在のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次のとおりです。
　

 

③　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

財務報告の信頼性を確保し、業務の有効性と効率性を高め、法律等の遵守を促すために内部統制システムの整備に努め
ております。定款及び社内規定により業務上の責任と権限を明確にし、牽制機能を重視した体制を図ることで、業務の有効
性と効率性を高めるような業務運営を図っております。なお、当社は、平成20年６月25日開催の取締役会において、内部統
制システムの更なる強化を目的として、内部統制システム構築の基本方針の一部改定を決議しております。

 

④　内部監査及び監査役監査の状況(平成23年５月31日現在)

当社の内部監査及び監査役監査の状況は次のとおりです。
 

区分 組織名 人員 監査の手続及び相互連携

内部監査 内部監査室 ２名
実地調査、主要会議への出席、取締役・監査役と
の意見交換、会計監査人との意見交換、代表取締
役への報告

監査役監査 監査役会 ３名
主要会議への出席、往査、棚卸の立会い、会計監
査人からの報告と意見交換
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 ⑤　会計監査の状況

当社は会計監査について監査契約を阪神公認会計士共同事務所の小谷陽亮と山中雄太の両氏と締結しております。両
氏と当社の間に特別な利害関係はありません。 
　監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務にかかる補助者の構成は次のとおりであります。

業務を執行した公認会計士

阪神公認会計士共同事務所

公認会計士　　　　　　小谷　陽亮

公認会計士　　　　　　山中　雄太

監査業務に係る補助者の構成
その他３名

審査体制
当社との間に公認会計士法に規定する利害関係が無く、かつ、当社の監査に関与していない他の公認会計士により、

意見表明のための審査を受けております。

なお、当連結会計年度の第１四半期から第３四半期までは、監査法人元和により四半期レビューを受けております。

 

 

⑥　社外監査役との関係(平成23年５月31日現在)

社外監査役は、横山茂晴、藤田忍氏(㈱戦略コンサルティング・ファーム　代表取締役社長)の２名です。横山茂晴氏は、神
奈川トヨタ自動車㈱において重要な役職を歴任され、経営や企画、改善に関与された経験から、社外監査役として監査全般
に対し客観的な立場で公正な監査を行っております。藤田忍氏と当社の間には特筆すべき営業上の取引関係はなく、㈱資
生堂において重要な役職を歴任された経験とその後会社経営に関与した経験から、社外監査役として監査全般に対し客観
的な立場で公正な監査を行っております。

 

(2) リスク管理体制の整備の状況
当社は、平成18年５月15日の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針について決議いたしました。この
決議内容に基づきリスク管理体制の整備に努めております。
特にコンプライアンスに関しては業務遂行に当たり、法令、定款及び社内規定を遵守するとともに、社会良識に沿った責任ある
行動をとることを推進・確保することを目的に、コンプライアンス規程及びECIグループコンプライアンスポリシー(以下、
「同規程等」)を新たに制定いたしました。また平成20年３月には、コンプライアンス・リスク管理委員会を新設いたしまし
た。今後、同規程等の社内への周知徹底を促すなど、リスク管理体制の強化に努めて参ります。
なお、コンプライアンス上問題がある事態が発生した場合には、社外の顧問弁護士からも適時アドバイスを受ける体制をとっ
ております。
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 (3) 役員報酬の内容
当社の取締役及び監査役に対する報酬内容は下記のとおりです。
 

 支給人員
報酬等の総額

(千円）

報酬等の種類別の総額（千円）

基本報酬
ストック
オプション 賞与 退職慰労金

社内取締役 ３名 37,289 37,289 ― ― ―

社外取締役 １名 1,002 1,002 ― ― ―

社内監査役 １名 7,068 7,068 ― ― ―

社外監査役 ３名 6,000 6,000 ― ― ―

合計 ８名 51,359 51,359 ― ― ―

 (注) １　記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しています。

２　平成23年５月31日現在の人員は、取締役３名、監査役３名です。
３　役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しておりま

す。
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
 
(4) 経営情報の開示
当社は、財務内容や研究開発活動等に係る情報を迅速かつ網羅的に収集し、関係諸法令、金融商品取引法の定める「上場有価
証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」を遵守し、正確、公平かつ明瞭なディスクロージャーに努めております。
 
(5) 責任限定契約の内容の概要

①当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。概要と
しましては、本契約締結後、その任務を怠ったことにより、当社に損害を与えた場合において、その職務を行うに当たり
善意でかつ重大な過失がないときは会社法第427条第１項に定める最低責任限度を限度として責任を負うと定めるもの
であります。

 
②当社と阪神公認会計士共同事務所は、会社法第427条第１項の規程に基づき、責任限定契約を締結しております。概要と
しましては、本契約締結後、その任務を怠ったことにより、当社に損害を与えた場合において、その職務を行うに当たり
善意でかつ重大な過失がないときは、会計監査人としての在職中の報酬その他の職務執行の対価として受けた額、又は
受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち、最も高い額に二を乗じて得た額を限度として責任を負う
と定めるものであります。
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 (6) 株式の保有状況
該当事項はありません。

 
(7) その他
①取締役の員数
　当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。　
 
②取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。　

 
③株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
ⅰ．自己株式の取得

　当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営施策を機動的に遂行することを可能
とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得すること
ができる旨定款に定めております。

ⅱ．取締役の責任免除
　当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、同法第423条第１項
に定める取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免
除することができる旨定款に定めております。

ⅲ．監査役の責任免除
　当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第１項の規定により、同法第423条第１項
に定める監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免
除することができる旨定款に定めております。

 
④株主総会の特別決議要件　

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権
の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主
総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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 (2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

監査法人元和
 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 24,000 ― 22,200 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 24,000 ― 22,200 ―

注）当社は監査法人元和と連結子会社の報酬区分を定めていないため、連結子会社の監査報酬の額を提出会社の監査報酬の

額に含めて記載しております。

阪神公認会計士共同事務所

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 ― ― 18,000 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 ― ― 18,000 ―

 (注）当社は阪神公認会計士共同事務所との監査契約において、提出会社と連結子会社の報酬区分を定めていないため、連
結子会社の監査報酬の額を提出会社の監査報酬の額に含めて記載しております。

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。
 

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。
 

 

④ 【監査報酬の決定方針】

往査場所、往査内容、監査日数及び報酬単価等を勘案し、社内決裁手続を経て決定しております。
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第５ 【経理の状況】
１　連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財
務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
　なお、前連結会計年度(平成21年６月１日から平成22年５月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当連結会計
年度(平成22年６月１日から平成23年５月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64

号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 
(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
則」という。)に基づいて作成しております。
　なお、前事業年度(平成21年６月１日から平成22年５月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年度(平成22
年６月１日から平成23年５月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

 
２　監査証明について

(1)当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成21年６月１日から平成22年５月31日ま

で)及び前事業年度(平成21年６月１日から平成22年５月31日まで)の連結財務諸表は、監査法人元和により監査を受けてお

り、当連結会計年度（平成22年６月１日から平成23年５月31日まで）及び当事業年度（平成22年６月１日から平成23年５月

31日まで）の連結財務諸表及び財務諸表については阪神公認会計士共同事務所により監査を受けております。

当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。

第11期連結会計年度の連結財務諸表及び第11期事業年度の財務諸表　　　 　監査法人元和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

第12期連結会計年度の連結財務諸表及び第12期事業年度の財務諸表　　　　 　阪神公認会計士共同事務所

 

当該異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりです。

  ①異動に係る監査公認会計士等

　　退任する監査公認会計士等の名称及び所在地

　　名称　監査法人元和

　　選任する監査公認会計士等の名称及び所在地

　　名称　阪神公認会計士共同事務所

　②異動の年月日

　　Ａ退任する監査公認会計士の異動年月日　平成23年９月13日

　　Ｂ選任する監査公認会計士の異動年月日　平成23年９月13日 

　③退任する公認会計士等が直近において監査公認会計士となった年月日　平成21年８月31日

④退任する公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等における意見等
　　　該当事項はありません。
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⑤異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 
　当社は、当連結会計年度において780,290千円の当期純損失を計上し、593,626千円の債務超過となっており、人件費、社会
保険料、旧本社（青葉台オフィス）家賃等の未払いが積み上がり、多くの支払先に対して支払遅延が生じています。こうし
た状況下、８月１日付開示の通り、会計監査人である監査法人元和より、会社法に基づく監査において、支払期日の過ぎた
債務の支払、日米欧の大手製薬会社との癌治療薬ECI301ライセンスアウトのグローバル契約の交渉、内外投資家との資金
調達の交渉について、継続企業の前提に関して適正な監査意見を表明するための合理的な基礎を得ることができず、監査
意見の表明をしない旨の監査報告を受領しております。このため、計算書類の承認について株主総会に付議することを取
締役会で決議し、平成23年８月30日開催の第12回定時株主総会にて、株主の皆様の承認をいただきました。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　
　　当社は、その事由の解消に取り組んでおりましたが、事業計画の提示ができておらず、金融商品取引法193条の2第1項の規
定に基づく監査報告書を受領することができませんでした。このため、有価証券報告書を提出期限である平成23年８月31
日までに提出できませんでした。

　　このことに関し、当社は監査法人元和と今後の監査の方向性について協議を重ねてまいりましたが、平成23年９月13日に、

当社より同監査法人に対して監査契約解除の申入れを行い、その結果監査契約を合意解除いたしました。そのため、会計監

査人が不在となる事態を回避し、適正な監査業務が継続的に実施される体制を維持するため、当社の現在の状況や今後の

経営計画に対する理解などを総合的に判断し、当社監査役会は、阪神公認会計士共同事務所の小谷陽亮、山中雄太の両氏を

一時会計監査人に選任することを決議いたしました。

　　阪神公認会計士共同事務所の小谷陽亮及び山中雄太の両氏からは、当社の一時会計監査人への就任を承諾いただきまし

た。

　　なお、退任にあたり監査法人元和からは、十分な引継ぎがなされる旨の確約をいただいております。

⑥　⑤の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年６月１日から平成23年８
月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年６月１日から平成23年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、阪神公認会計士共同事務所の小谷陽亮及び山中雄太の両氏により四半期レビューを受けております。
 
(3) 監査報告書は、第11期連結会計年度及び第11期事業年度に係る監査報告書は平成23年9月30日に提出された有価証券報告
書に添付されたものを利用しており、第12期連結会計年度及び第12期事業年度に係る監査報告書は平成23年10月7日に提
出された有価証券報告書の訂正報告書に添付されたものを利用しております。そして、第13期第1四半期連結累計期間に係
る四半期レビュー報告書は平成23年10月14日に提出された四半期報告書に添付されたものを利用しています。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年５月31日)

当連結会計年度
(平成23年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 68,956 2,080

売掛金 24,547 47,463

商品及び製品 67,755 23,958

原材料及び貯蔵品 7,546 10,125

前渡金 56,248 10,128

前払費用 9,199 883

未収消費税等 11,561 9,661

その他 3,089 880

流動資産合計 248,904 105,180

固定資産

有形固定資産

建物 33,914 862

減価償却累計額 △16,110 △854

建物（純額） 17,803 8

工具、器具及び備品 831,512 807,637

減価償却累計額 △765,646 △763,627

工具、器具及び備品（純額） 65,866 44,009

有形固定資産合計 83,669 44,018

無形固定資産

ソフトウエア 1,150 394

無形固定資産合計 1,150 394

投資その他の資産

投資有価証券 0 0

敷金及び保証金 66,113 －

その他 260 111

破産更生債権等 89,876 89,876

貸倒引当金 △89,876 △89,876

投資その他の資産合計 66,374 111

固定資産合計 151,194 44,524

資産合計 400,098 149,705
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年５月31日)

当連結会計年度
(平成23年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,061 8,119

短期借入金 25,000 93,150

未払金 38,123 401,677

未払費用 3,485 4,218

未払法人税等 12,387 17,040

前受金 4,250 －

預り金 4,128 32,113

本社移転費用引当金 － 6,622

その他 823 764

流動負債合計 92,259 563,707

固定負債

長期預り金 183,374 179,624

固定負債合計 183,374 179,624

負債合計 275,634 743,331

純資産の部

株主資本

資本金 2,731,544 2,766,644

資本剰余金 3,858,180 3,893,280

利益剰余金 △6,472,975 △7,261,265

株主資本合計 116,750 △601,340

新株予約権 7,713 7,713

純資産合計 124,464 △593,626

負債純資産合計 400,098 149,705
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【四半期連結貸借対照表】
（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25

受取手形及び売掛金 48,847

商品及び製品 22,119

原材料及び貯蔵品 10,458

前渡金 10,505

前払費用 999

未収消費税等 484

その他 1,064

流動資産合計 94,504

固定資産

有形固定資産

建物 11,693

減価償却累計額 △1,427

建物（純額） 10,265

工具、器具及び備品 800,801

減価償却累計額 △761,876

工具、器具及び備品（純額） 38,924

有形固定資産合計 49,190

無形固定資産

ソフトウエア 313

無形固定資産合計 313

投資その他の資産

投資有価証券 0

敷金及び保証金 8,353

その他 74

破産更生債権等 89,876

貸倒引当金 △89,876

投資その他の資産合計 8,427

固定資産合計 57,931

資産合計 152,435
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,855

短期借入金 119,590

未払金 442,615

未払費用 3,263

未払法人税等 10,066

預り金 34,161

本社移転費用引当金 －

その他 764

流動負債合計 623,317

固定負債

長期預り金 179,624

固定負債合計 179,624

負債合計 802,942

純資産の部

株主資本

資本金 2,766,644

資本剰余金 3,893,280

利益剰余金 △7,318,145

株主資本合計 △658,220

新株予約権 7,713

純資産合計 △650,506

負債純資産合計 152,435
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

売上高 327,465 148,976

売上原価 ※1
 246,630

※1
 105,582

売上総利益 80,834 43,393

販売費及び一般管理費 ※2, ※3
 784,174

※2, ※3
 621,659

営業損失（△） △703,339 △578,265

営業外収益

受取利息 44 7

為替差益 － 583

その他 839 74

営業外収益合計 884 664

営業外費用

支払利息 188 154

株式交付費 2,254 275

支払手数料 44,128 －

売上割引 275 －

為替差損 474 －

支払保証料 100 －

営業外費用合計 47,420 430

経常損失（△） △749,875 △578,031

特別利益

貸倒引当金戻入額 350 －

新株予約権戻入益 1,672 －

主要株主株式短期売買利益返還益 2,864 －

前期損益修正益 ※5
 11,479 －

特別利益合計 16,366 －

特別損失

投資有価証券評価損 6,826 －

固定資産除却損 ※4
 51

※4
 0

減損損失 ※6
 7,025

※6
 18,134

たな卸資産評価損 31,808 －

本社移転損失 － ※7
 117,972

本社移転費用引当金繰入額 － ※7
 72,651

特別損失合計 45,712 208,759

税金等調整前当期純損失（△） △779,221 △786,790

法人税、住民税及び事業税 1,500 1,500

法人税等合計 1,500 1,500

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △788,290

当期純損失（△） △780,721 △788,290
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【連結包括利益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △788,290

包括利益 － △788,290

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － ※1
 △788,290

少数株主に係る包括利益 － －
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【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年８月31日)

売上高 43,582

売上原価 ※１
 11,711

売上総利益 31,870

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 101,238

営業損失（△） △69,367

営業外収益

受取利息 0

還付消費税等 1,389

為替差益 2,170

その他 596

営業外収益合計 4,156

営業外費用

株式交付費 －

為替差損 －

支払利息 64

未払金遅延利息 6,385

営業外費用合計 6,450

経常損失（△） △71,661

特別利益

債務免除益 15,156

特別利益合計 15,156

税金等調整前四半期純損失（△） △56,505

法人税、住民税及び事業税 375

法人税等合計 375

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △56,880

四半期純損失（△） △56,880
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
　至 平成23年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △56,880

四半期包括利益 △56,880

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △56,880

少数株主に係る四半期包括利益 －
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,503,831 2,731,544

当期変動額

新株の発行 227,712 35,100

当期変動額合計 227,712 35,100

当期末残高 2,731,544 2,766,644

資本剰余金

前期末残高 3,630,468 3,858,180

当期変動額

新株の発行 227,712 35,100

当期変動額合計 227,712 35,100

当期末残高 3,858,180 3,893,280

利益剰余金

前期末残高 △5,692,253 △6,472,975

当期変動額

当期純損失（△） △780,721 △788,290

当期変動額合計 △780,721 △788,290

当期末残高 △6,472,975 △7,261,265

株主資本合計

前期末残高 442,046 116,750

当期変動額

新株の発行 455,424 70,200

当期純損失（△） △780,721 △788,290

当期変動額合計 △325,296 △718,090

当期末残高 116,750 △601,340

新株予約権

前期末残高 2,654 7,713

当期変動額

新株予約権の発行 9,485 －

新株予約権の行使 △4,426 －

当期変動額合計 5,059 －

当期末残高 7,713 7,713

純資産合計

前期末残高 444,700 124,464

当期変動額

新株の発行 455,424 70,200

新株予約権の発行 9,485 －

新株予約権の行使 △4,426 －

当期純損失（△） △780,721 △788,290

当期変動額合計 △320,236 △718,090

当期末残高 124,464 △593,626
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △779,221 △786,790

減価償却費 61,810 36,923

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 6,622

投資有価証券評価損益（△は益） 6,826 －

受取利息及び受取配当金 △44 △7

支払利息 188 154

為替差損益（△は益） 227 △116

株式交付費 2,254 275

支払手数料 44,128 －

支払保証料 100 －

前期損益修正損益（△は益） △11,479 －

たな卸資産評価損 31,808 －

新株予約権戻入益 △1,672 －

固定資産除却損 51 0

減損損失 7,025 18,134

売上債権の増減額（△は増加） 620 △22,916

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,657 41,218

前渡金の増減額（△は増加） △4,318 46,119

未収消費税等の増減額（△は増加） 15,080 1,900

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,505 10,525

その他の固定資産の増減額（△は増加） 5,983 51,645

仕入債務の増減額（△は減少） △13,159 4,058

預り金の増減額（△は減少） △666 27,984

前受金の増減額（△は減少） △10,501 △4,250

未払金の増減額（△は減少） 1,372 363,406

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,462 1,535

小計 △582,959 △203,575

利息及び配当金の受取額 44 7

利息の支払額 △188 △6

法人税等の支払額 △1,515 △1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー △584,618 △204,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,125 △117

敷金及び保証金の回収による収入 － 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,125 △33
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期預り金による収入 30,302 －

長期預り金の返還による支出 － △250

株式の発行による収入 450,636 69,924

新株予約権の発行による収入 9,265 －

手数料の支払額 △40,996 －

短期借入金の借入による収入 24,900 124,150

短期借入金の返済による支出 － △56,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 474,108 137,824

現金及び現金同等物に係る換算差額 △226 116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,861 △66,876

現金及び現金同等物の期首残高 186,818 68,956

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 68,956

※1
 2,080
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【継続企業の前提に関する事項】

 
前連結会計年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

　当社グループは、当連結会計年度においても、
780,721千円の当期純損失ならびに584,618千円の営
業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計
上しております。医薬品の研究開発には、長い期間
と多額の費用が必要です。研究開発費は事業上の先
行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラ
グが生じます。そのためベンチャー（バイオ）企業
が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と
営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを
計上してしまう傾向があります。当社においても、
癌治療薬ECI301が平成21年の6月に米国食品医薬
品局（FDA: Food and Drug Administration）より新
薬治験開始届（IND: Investigational New Drug）の承
認を得て、プロトコール（治験手順）を決定し、現
在慎重に第Ⅰ相臨床試験が進められている段階に
あり、多額の研究開発投資が先行し、研究協力金な
らびに細胞動態解析装置等の販売による収入では、
研究開発費及び運転資金を賄うことができない状
況が続いており、継続企業の前提に重要な疑義を生
じさせるような状況が存在しています。 
　当該状況に対応すべく、当社グループは事業資金
の調達、売上増加及び経費削減に取り組んでおりま
す。 
　事業資金の調達につきましては、研究開発資金等
の調達を目的として平成22年1月12日開催の取締役
会決議に基づき、同年1月29日に第三者割当方式で
株式発行総額約10億円相当の第12回新株予約権
（権利行使価額：29,000円）を発行いたしました。
当該新株予約権の平成22年５月31日現在での権利
行使額は208,800千円、未行使残高は791,700千円と
なっております。 
　売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業
は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下し
ております。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験
開始に合わせて、国内外、それぞれ複数の大手製薬
会社とライセンス契約の締結交渉を開始し、粘り強
く交渉を続けてきましたが、本年６月、新規に米国
の有力なライセンス契約締結支援コンサルタント
であるGAC社と契約し、欧米大手製薬会社との契約
交渉を推進しております。また、本年4月には、中国
の中稷実業投資有限公司（以下、「中稷社」）と、
中国国内におけるECI301のライセンスアウト契約
を含む戦略的提携基本合意契約を締結しました。な
お、本件の契約一時金につきましては、入金の遅延
から平成22年5月期の売上計上は見送りましたが、
その後両社協議し、４月に締結した戦略的提携基本
合意契約に記載の「支払方法」と「支払期日」に
係わる規約を一部変更し、早急に共同研究所を設立
した上で、契約一時金は当該研究所を通して授受す
ることで合意し、双方とも契約内容の履行に協力す
ることを確認しております。

　当社グループは、当連結会計年度においても、
788,290千円の当期純損失ならびに204,782千円の営
業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計
上し、当連結会計年度末において593,626千円の債
務超過となっております。
　当該状況により、当社グループには継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し
ています。
 当社グループは、当該状況を解消すべく、創薬開発
をはじめとする再生医療プロジェクトの着実な進
展ならびに安定収益事業の確立に向け一層積極的
な営業活動に努めるとともに、役員報酬の減額をは
じめ事業費用の削減を進め、限られた経営資源であ
る人材、設備、資金、ノウハウを効率的に無駄なく活
用して経営効率を高めて参ります。また、必要に応
じて、効果的な事業資金の調達を行うべく、当社は
エクイティファイナンスによる資金調達に関して
の引受候補先との協議・交渉を進めております。今
後は、エクイティファイナンスによる資金調達の実
現に向け、その作業を進めるとともに、その後にお
いても必要に応じて適宜資金調達を行って参りま
す。
　以上の施策のもと当社グループは今後とも創薬を
はじめとする再生医療に向けた研究開発に邁進し
てまいります。
しかし、これらの改善策は景気の動向や医薬品業界
の動向の影響等により十分な営業成績をあげるこ
とができない可能性、十分に事業費用が削減できな
い可能性、資金調達が順調にすすまない可能性があ
るため、現時点においては継続企業の前提に関する
重要な不確実性が認められます。
　
　なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成
されており、このような重要な疑義の影響を連結財
務諸表には反映しておりません。
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  前連結会計年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

  他に、韓国の大手製薬会社とも、韓国国内におけ
るライセンス契約と同国における治験の共同開発、
ならびに韓国政府の財政支援による「産官学共同
Ｒ＆Ｄプロジェクト（韓国南部の大邱市に建設す
る先端医療複合団地開発計画）」への共同参加等
を含む包括的提携を、平成23年５月期の上半期中に
まとめるべく交渉を推進中です。これらのライセン
ス契約締結となれば、段階に応じて契約一時金、マ
イルストーン、ロイヤリティ収入が見込めます。創
薬ツール供給事業に関しましては、国内外で研究
会、セミナー等を開催し、機器の拡販に努めており
ます。昨年12月以降、上海、北京、大連で「ECI301と
TAXIScanテクノロジー」についてのセミナーを開
催し、成長目覚ましい中国市場の開拓に尽力してま
いりましたが、その成果の一つとして、本年３月、天
津天士力健康医薬器械有限公司（中国の大手製薬
会社である天津天士力集団有限公司の子会社）と、
同社に対して中国におけるTAXIScan-FL（蛍光細
胞動態解析装置）の独占販売権を供与する契約の
締結に至りました。今後、同社との提携関係をさら
に他の装置に拡大し、一段の拡販を目指してまいり
ます。 
　経費削減につきましては、研究開発に関連する取
引先との友好な関係を維持しながらのコスト削減
を進めております。今後も、採算重視の経営方針の
徹底と経営合理化による原価・経費の削減を進め
る中で、安定した経営基盤の確立を図って参りま
す。 
　しかしながら、資金調達に関しましては、現時点で
は新株予約権の具体的な権利行使時期ならびに権
利行使額については未確定です。また、中稷社から
の契約一時金の授受に関しましては、早急に共同研
究所を設立した上で、当該研究所を通してライセン
ス料の決済を行うということで合意しましたが、研
究所の設立時期、一時金の決済時期等は未確定であ
り、他の製薬会社とのECI301のライセンスアウト
契約締結時期、金額、入金の時期等も未確定である
ことから、現時点では継続企業の前提に関する重要
な不確実性が認められます。なお、連結財務諸表は
継続企業を前提として作成されており、継続企業の
前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸
表に反映しておりません 。
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  【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】
 

項目
前連結会計年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　１社

　

連結子会社の名称　

　株式会社セルテ

連結子会社の数

同左

連結子会社の名称

　株式会社セルテ　

２　連結子会社の事業年度等

に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。

同左

３　会計処理基準に関する事

項

  

　(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　連結決算日の市場価格等に基づく

時価法を採用しております。

　　(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。)

①　有価証券

　　その他有価証券

　　　時価のあるもの

―――――――

 　　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法を採用し

ております。

　　　時価のないもの

同左

 ②　たな卸資産
　主として移動平均法による原価法(
収益性の低下による簿価切下げの方
法)により評価しております。

②　たな卸資産

 同左

　(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

　　平成19年３月31日以前に取得したも

の

　　　法人税法に規定する旧定率法

　　平成19年４月１日以降に取得したも

の

　　　法人税法に規定する定率法

①　有形固定資産

　同左

 　　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　　建物　　　　　　　３～15年

　　　工具、器具及び備品３～10年

　

　　

 

 ②　無形固定資産

　　定額法を採用しております。

　　なお、自社使用のソフトウエアにつ

いては、社内における利用可能期間(

５年)に基づいております。

②　無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

  (3) 重要な繰延資産の処理

方法

株式交付費　　

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

株式交付費　　　　　　　　

同左

　(4) 重要な引当金の計上基準 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、当社及び連結子会社は一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。

 

①貸倒引当金

同左

 ――――――― ②本社移転費用引当金

　本社移転に伴い発生する損失に備え

るため、これに係る原状回復費用等の

見積もり額を計上しております。

　なお、本社移転費用引当金の連結貸借

対照表計上額は、旧本社ビルの敷金及

び保証金相当額を控除した残額を計上

しております。

 

　(5) 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の

範囲

―――――――

 

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３カ月以内に償還期限の

到来する短期資金からなっておりま

す。

　(6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等は、税抜方式を採用してお

ります。

消費税等の会計処理

同左

４　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

―――――――

５　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。

―――――――
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 【会計方針の変更】
 

前連結会計年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

――――――― （資産除去債務に関する会計基準等の適用）

　当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

おります。これにより、当連結会計年度に税金等調整前当

期純損失が30,000千円増加しております。

 

【表示方法の変更】

 

前連結会計年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において、固定資産の「投資有価証券」

を区分掲記しておりましたが、金額的重要性が減少した

ため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表

示することとしました。なお、当連結会計年度の「その

他」に含まれる「投資有価証券」は０千円であります。

（連結損益計算書関係）

　当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損

失」の科目で表示しております。

　前連結会計年度において、「有形固定資産」の減損損失

累計額を間接控除する方法によっておりましたが、当連

結会計年度より直接控除する方法に変更しております。

なお、当連結会計年度の有形固定資産の金額を前連結会

計年度と同様の形式により表示した金額は以下のとおり

であります。

建物 33,914千円

 減価償却累計額 △16,110千円

 建物（純額） 17,803千円

工具、器具及び備品 887,412千円

 減価償却累計額 △814,521千円

 減損損失累計額 △7,025千円

 工具、器具及び備品（純額） 65,866千円

有形固定資産合計 83,669千円
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 【追加情報】

前連結会計年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

――――――― 　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金

額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合

計」の金額を記載しております。
  

【注記事項】
(連結貸借対照表関係)

　　　　該当事項はありません。
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(連結損益計算書関係)
前連結会計年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　5,097千円

※１　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価

に含まれております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,221千円

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 58,289千円

給与手当 132,202千円

業務委託費 40,429千円

減価償却費 3,346千円

※２　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金

額は次のとおりであります。

役員報酬 56,693千円

給与手当 91,241千円

業務委託費 27,957千円

減価償却費 8,733千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

 389,051千円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費

 309,623千円

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

工具、器具及び備品 51千円

※４　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 

工具、器具及び備品 0千円

※５　前期損益修正益の内容は次のとおりです。　

　　　過年度のたな卸資産計上額の修正　11,479千円
 

※５　　　　　　　　―――――――
 

※６　減損損失

　当社グループは、以下の資産グループについて減損

損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額

実験用器具備品 工具、器具及び備品 東京都目黒区 7,025千円

　当社グループは、原則として、事業の種類別セグメ

ントを基準としてグルーピングを行っております。

また、将来の使用が見込まれなくなった資産につい

ては、個々の物件単位で資産のグルーピングを行っ

ております。

　保有する実験用器具備品の一部について将来の使

用が見込まれなくなったため、帳簿価額を回収可能

額まで減額し、減損損失（7,025千円）を特別損失に

計上いたしました。

　回収可能額の算定にあたっては、市場価額に基づく

正味売却価額により測定しております。

※６減損損失

　当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました　

用途 種類 場所 金額

旧本社社屋の建

物付属設備
建物 東京都目黒区 15,204千円

実験用器具備品

及び什器備品
工具、器具備品 同上 2,930千円

 当社グループは、原則として、事業の種類別セグメント

を基準としてグルーピングを行っております。また、将

来の使用が見込まれなくなった資産については、個々の

物件単位で資産のグルーピングを行っております。

 当社は平成23年６月中に本社移転を行っており、本社

移転時に廃棄する予定の固定資産について、帳簿価格を

回収可能額(0円)まで減額し、減損損失(18,134千円)を

特別損失に計上いたしました。

※７　　　　　　　　――――――― ※７　当社は平成23年６月に本社を移転しましたが、本

社移転に伴い発生する原状回復費等の見積もり額

について本社移転費用引当金繰入額としておりま

す。また賃貸借契約解除に伴う違約金等の発生額

のうち金額の確定した部分については本社移転損

失として計上しております。
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 (連結包括利益計算書関係)
当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)

　　　
※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益　　　　　　　△780,721千円　　　　　　　
少数株主に係る包括利益　　　　　　　　　　　 　 ―     

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　△780,721千円　　　　　
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 (連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
1  発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当期増加株式数 当期減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 194,440 17,560 ― 212,000

(変動事由の概要)

 増加数の内訳は、次のとおりであります。

　 新株予約権の行使による増加　　　　　17,560株
 
２　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）前連結会計

年度末
増加 減少

当連結会計
年度末

提出会社

第９回新株予約権 普通株式 1,650 ― 1,650 ― ―

第10回新株予約権 普通株式 23,600 ― 23,600 ― ―
ストック・オプショ
ンとしての第11回新
株予約権

 ― ― ― ― ― 999

第12回新株予約権 普通株式 ― 34,500 7,200 27,300 6,714

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 25,250 34,500 32,450 27,300 7,713

　（注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

２．目的となる株式の数の変動事由の概要

第９回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。

第10回新株予約権の減少は、権利行使及び権利失効によるものであります。 

第12回新株予約権の増加は、発行によるものであります。 

第12回新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

　　３．ストック・オプションとしての新株予約権につきましては、(第５(経理の状況)、（ストック・オプション等関係)をご参照くださ

い。
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 当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
1  発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当期増加株式数 当期減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式 212,000 3,900 ― 215,900

(変動事由の概要)

 増加数の内訳は、次のとおりであります。

　 第三者割当増資による増加　　　　　　　　3,900株

 

２　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）前連結会計

年度末
増加 減少

当連結会計
年度末

提出会社

ストック・オプショ
ンとしての第11回新
株予約権

 ― ― ― ― ― 999

第12回新株予約権 普通株式 27,300 ― ― 27,300 6,714

合計 27,300 ― ― 27,300 7,713

　（注）１．目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

２．ストック・オプションとしての新株予約権につきましては、(ストック・オプション等関係)をご参照ください。

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成22年５月31日現在)

現金及び預金勘定 68,956千円

現金及び現金同等物 68,956千円
　

※１現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成23年５月31日現在)

現金及び預金勘定 2,080千円

現金及び現金同等物 2,080千円
　
 
※２重要な非資金取引の内容

　　蛍光細胞動態解析装置を販売デモ機用にたな卸資産か

ら有形固定資産へ14,533千円振り替えております。

 

 
(リース取引関係)

前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)

内容の重要性が乏しく、また契約の一件当たりの金額が少額のため記載を省略しております。

 

当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)

内容の重要性が乏しく、また契約の一件当たりの金額が少額のため記載を省略しております。
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(金融商品関係)
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
（追加情報）
　当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等の
開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。
１.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
　当社グループは、創薬並びに創薬ツールの開発、製造、販売を主たる事業目的とし、事業活動に必要な資金で本業からの収益
で賄えない部分については、必要に応じて、新株（新株予約権）等の発行、銀行借入等のファイナンスにより調達していると
いうのが現状です。したがって、余資は安全性の高い金融資産で運用するのを原則としております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにも晒さ
れております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連して取得した非上場株式ですが、投資先の業
績による価値変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は事業所の賃貸借契約に係る保証金ですが、差入先の信用リ
スクに晒されております。 
　営業債務である買掛金、未払金はそのほとんどが１年以内の支払期日ですが、流動性リスク（支払期日に支払いを実行でき
なくなるリスク）に晒されております。また、一部には海外への業務委託に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒
されております。借入金は営業取引に係る事業資金の短期借入れですが、流動性リスクに晒されております。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 
　当社は、販売管理規程に従い、営業債権について、事業開発部長および経理部が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取
引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
連結子会社についても、当社の販売管理規程に準じて、同様の管理を行っております。当期の連結決算日現在における最大信
用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされることとなります。
②市場リスク（為替や金利の変動リスク）の管理 
　当社は、外貨建ての営業債権・債務について、そのほとんどが短期に入出金予定であるため、原則として、為替予約などによ
るヘッジは行っておりません。投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有の見直
しを行っております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク） 
　当社は、各部署からの報告に基づき、経理担当部署が適時に資金繰計画を作成、更新することなどにより、流動
性リスクを管理しております。
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 ２.金融商品の時価等に関する事項
　平成22年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 68,956 68,956 －

（2）売掛金 24,547 24,547 －

（3）敷金及び保証金 66,113 65,850 △263

資産計 159,617 159,353 △263

（1）買掛金 4,061 4,061 －

（2）短期借入金 25,000 25,000 －

（3）未払金 38,123 38,123 －

負債計 67,184 67,184 －

（注１）金融商品の時価の算定方法
資産 
(1)現金及び預金 
　預金は全て短期であるため、時価が帳簿価額と近似していることから、帳簿価額によっております。 
(2)売掛金
　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(3)敷金及び保証金 
　敷金及び保証金の時価については、差入先ごとに、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等、適切な指標に信用リス
クを加味した利率で割引いた現在価値により算定しております。 
負債 
(1)買掛金及び（2）短期借入金、並びに(3)未払金
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

（注２）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 
 (単位：千円）

 １年以内

現金及び預金 68,956

売掛金 24,547

合計 93,503

　敷金及び保証金66,113千円については、償還期日を明確に把握できないため、償還予定額には含めておりません。
　（注３）有利子負債の連結決算日後の返済予定額

　有利子負債は短期借入金25,000千円のみであり、その全額が連結決算日後１年以内に返済が予定されています。
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 当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
１.金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
　当社グループは、創薬並びに創薬ツールの開発、製造、販売を主たる事業目的とし、事業活動に必要な資金で本業からの収益
で賄えない部分については、必要に応じて、新株（新株予約権）等の発行、銀行借入等のファイナンスにより調達していると
いうのが現状です。したがって、余資は安全性の高い金融資産で運用するのを原則としております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにも晒さ
れております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連して取得した非上場株式ですが、投資先の業
績による価値変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は事業所の賃貸借契約に係る保証金ですが、差入先の信用リ
スクに晒されております。 
　営業債務である買掛金、未払金はそのほとんどが１年以内の支払期日ですが、流動性リスク（支払期日に支払いを実行でき
なくなるリスク）に晒されております。また、一部には海外への業務委託に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒
されております。借入金は営業取引に係る事業資金の短期借入れですが、流動性リスクに晒されております。 

（3）金融商品に係るリスク管理体制 
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 
　当社グループは、販売管理規程に従い、営業債権について、事業開発部長および経理部が取引先の状況を定期的にモニタリ
ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って
おります。連結子会社についても、当社の販売管理規程に準じて、同様の管理を行っております。当連結会計年度末日現在に
おける最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により表わされることとなります。
②市場リスク（為替や金利の変動リスク）の管理 
　当社グループは、外貨建ての営業債権・債務について、そのほとんどが短期に入出金予定であるため、原則として、為替予約
などによるヘッジは行っておりません。投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保
有の見直しを行っております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 
　当社グループは、各部署からの報告に基づき、経理担当部署が適時に資金繰計画を作成、更新することなどにより、流動性リ
スクを管理しております。
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 ２.金融商品の時価等に関する事項
　平成23年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお時価を把
握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（(注２）を参照ください。）

 
連結貸借対照表
計上額（千円）

時価（千円） 差額（千円）

（1）現金及び預金 2,080 2,080 ―

（2）売掛金 47,463 47,463 ―

（3）前渡金　 10,128 10,128 ―

（4）未収消費税等　 9,661 9,661 ―

（5）破産更生債権等　 89,876 ― ―

　　貸倒引当金 △89,876 ― ―

資産計 69,333 69,333 ―

（1）買掛金 8,119 8,119 ―

（2）短期借入金 93,150 93,150 ―

（3）未払金 401,677 401,677 ―

（4）預り金 32,113 32,113 ―

（5）未払法人税等 17,040 17,040 ―

（6）長期預り金 87,937 84,166 △3,770

負債計 640,039 636,268 △3,770

（注１）金融商品の時価の算定方法
資産 
(1)現金及び預金 
　預金は全て短期であるため、時価が帳簿価額と近似していることから、帳簿価額によっております。 
(2)売掛金
　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(3)前渡金
　前渡金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(4)未収消費税等 
　未収消費税は短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。
(5)破産更生債権等
　破産更生債権等については資金の回収が困難なため、100%貸倒引当金を引き当てております。
負債 
(1)買掛金、（2）短期借入金、(3)未払金、(4)預り金、(5)未払法人税等
　これらは短期間で決済される予定であり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によっております。

　(6)長期預り金
長期預り金は独立行政法人科学技術振興機構から受領した新技術開発費であります（無利息）。当連結会計年度中に対

象案件の開発が成功したために、①当社は受領した新技術開発費の2分の1に相当する金額を今後8年間で金銭にて返済し、
②残り2分の1に相当する金額は当該新技術を用いた製品の売上に一定の返済割合(5%)を乗じた金額で返済いたします。 

長期預り金のうち①の今後８年間で返済する部分については、上表に含めその将来キャッシュフローを国債の利回り等、

適切な指標で割り引いた現在価値により時価を算定しております。

長期預り金のうち②の売上の一定割合にて返済する部分については、時価の把握が極めて困難であるため(注2)に含めて

記載しております。
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 （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
 (単位：千円）

 連結貸借対照表計上額

長期預り金 91,687

(注)長期預り金の一部は売上の一定割合にて返済するものであり、返済予定を見積もることが極めて困難であるため時価開
示の対象とはしておりません。

 

（注３）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 
  (単位：千円）

 １年以内 １年超５年以内

現金及び預金 2,080 ―

売掛金 24,463 23,000

前渡金 10,128 ―

未収消費税等 9,661 ―

　　　　　　合計 46,333 23,000

　 （注）破産更生債権等については、100%貸倒引当金を引き当てているため、記載しておりません。

　（注４）有利子負債の連結決算日後の返済予定額
　有利子負債は短期借入金93,150千円のみであり、その全額が連結決算日後１年以内に返済が予定されています。

 
(有価証券関係)
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
該当事項はありません。

（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について6,826千円の減損処理を行っております。
 
当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
該当事項はありません。

 
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)

　　該当事項はありません。
 
当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)

　　該当事項はありません。
 
(退職給付関係)
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
該当事項はありません。
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(ストック・オプション等関係)
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
１　当初の資産計上額及び科目名
現金及び預金　　1,000千円

２　ストックオプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプションの内容

 

 
平成15年 

ストック・オプション①
平成15年

ストック・オプション②
平成16年

ストック・オプション①

付与対象者の区分及び
人数(名)

当社の取締役 4名
当社の従業員 13名

当社のパートタイマー １名

当社の社外協力者 ９名

当社の従業員 10名 当社の従業員 ３名

株式の種類及び付与数 普通株式 32,000株 普通株式 1,900株 普通株式 600株

付与日 平成15年４月９日 平成15年10月28日 平成16年５月31日

権利確定条件

付与日(平成15年４月９日)
以降、権利確定日(平成17年
４月９日)まで継続して勤務
していること

付与日(平成15年10月28日)
以降、権利確定日(平成17年
10月28日)まで継続して勤務
していること

付与日(平成16年５月31日)
以降、権利確定日(平成17年
10月28日)まで継続して勤務
していること

対象勤務期間
自　平成15年４月９日
至　平成17年４月８日

自　平成15年10月28日
至　平成17年10月27日

自　平成16年５月31日
至　平成17年10月27日

権利行使期間
平成17年４月９日から
平成25年４月８日まで

平成17年10月28日から
平成25年10月23日まで

平成17年10月28日から
平成25年10月23日まで

 

 
平成16年

ストック・オプション②
平成16年

ストック・オプション③
平成21年

ストック・オプション①

付与対象者の区分及び
人数(名) 当社の従業員 ８名

当社の取締役 １名

当社の従業員 ３名

当社の社外協力者 ８名

当社の取締役、
監査役

６名

株式の種類及び付与数 普通株式 1,050株 普通株式 1,950株 普通株式　　　　10,000株

付与日 平成16年５月31日 平成16年７月31日 平成21年６月25日

権利確定条件

付与日(平成16年５月31日)
以降、権利確定日(平成18年
５月29日)まで継続して勤務
していること

付与日(平成16年７月31日)
以降、権利確定日(平成18年
５月29日)まで継続して勤務
していること

権利行使時においても、当社
の取締役、監査役であること

対象勤務期間
自　平成16年５月31日
至　平成18年５月28日

自　平成16年７月31日
至　平成18年５月28日 ―

権利行使期間
平成18年５月29日から
平成26年５月27日まで

平成18年５月29日から
平成26年５月27日まで

平成21年６月25日から
平成25年６月24日まで

(注) １　株式数に換算して記載しております。

２　当社は、平成16年７月２日開催の取締役会決議により平成16年７月29日現在の株主名簿に記載されている株主に対し

て、平成16年７月30日付で株式１株を10株に分割しております。株式の付与数は当該株式分割に伴う影響を加味して

おります。
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 (2) ストック・オプションの規模及び変動状況

当連結会計年度(平成22年５月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成15年 

ストック・オプション①
平成15年 

ストック・オプション②
平成16年 

ストック・オプション①

権利確定前　　　　(株)    

　前連結会計年度期末 ― ― ―

　付与 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　権利確定 ― ― ―

　未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　(株)    

　前連結会計年度期末 1,210 1,090 200

　権利確定 ― ― ―

　権利行使 300 ― ―

　失効 ― ― ―

　未行使残 910 1,090 200

 

 
平成16年 

ストック・オプション②
平成16年 

ストック・オプション③
平成21年 

ストック・オプション①

権利確定前　　　　(株)    

　前連結会計年度期末 ― ― ―

　付与 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　権利確定 ― ― ―

　未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　(株)    

　前連結会計年度期末 750 1,650 ―

　権利確定 ― ― 10,000

　権利行使 ― ― 10

　失効 ― ― ―

　未行使残 750 1,650 9,990

 
②　単価情報

 

 
平成15年 

ストック・オプション①
平成15年 

ストック・オプション②
平成16年 

ストック・オプション①

権利行使価格　　　　　　(円) 10,000 50,000 50,000

行使時平均株価　　　　　(円) 35,063 ― ―

公正な評価単価(付与日)　(円) ― ― ―

 

 
平成16年 

ストック・オプション②
平成16年 

ストック・オプション③
平成21年 

ストック・オプション①

権利行使価格　　　　　　(円) 50,000 50,000 50,000

行使時平均株価　　　　　(円) ― ― 38,400

公正な評価単価(付与日)　(円) ― ― 100
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 ３　当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
（1）使用した算定技法 
　　ブラック・ショールズ式 
（2）使用した基礎数値及びその見積方法 
　　①株価変動性　89.49％ 
　　平成17年６月６日～平成21年６月５日の株価実績に基づき算定しました。 
　　②予想残存期間 
　　新株予約権の権利行使期間満期日までの期間によっております。 
　　③予想配当　０円/株 
　　過去の配当実績がないため予想配当は０円としております。 
　　④無リスク利子率　0.676％ 
　　予想残存期間に対応する国債の利回りを使用しました。

４　ストック・オプションの権利確定数の見積方法
　基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
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 当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
１　当初の資産計上額及び科目名
現金及び預金　　　　 1,000千円

 
２　ストックオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストックオプションの内容
 

 
平成15年 

ストック・オプション①
平成15年

ストック・オプション②
平成16年

ストック・オプション①

付与対象者の区分及び
人数(名)

当社の取締役 4名
当社の従業員 13名

当社のパートタイマー １名

当社の社外協力者 ９名

当社の従業員 10名 当社の従業員 ３名

株式の種類及び付与数 普通株式 32,000株 普通株式 1,900株 普通株式 600株

付与日 平成15年４月９日 平成15年10月28日 平成16年５月31日

権利確定条件

付与日(平成15年４月９日)
以降、権利確定日(平成17年
４月９日)まで継続して勤務
していること

付与日(平成15年10月28日)
以降、権利確定日(平成17年
10月28日)まで継続して勤務
していること

付与日(平成16年５月31日)
以降、権利確定日(平成17年
10月28日)まで継続して勤務
していること

対象勤務期間
自　平成15年４月９日
至　平成17年４月８日

自　平成15年10月28日
至　平成17年10月27日

自　平成16年５月31日
至　平成17年10月27日

権利行使期間
平成17年４月９日から
平成25年４月８日まで

平成17年10月28日から
平成25年10月23日まで

平成17年10月28日から
平成25年10月23日まで

 

 
平成16年

ストック・オプション②
平成16年

ストック・オプション③
平成21年

ストック・オプション①

付与対象者の区分及び
人数(名) 当社の従業員 ８名

当社の取締役 １名

当社の従業員 ３名

当社の社外協力者 ８名

当社の取締役、
監査役

６名

株式の種類及び付与数 普通株式 1,050株 普通株式 1,950株 普通株式　　　　10,000株

付与日 平成16年５月31日 平成16年７月31日 平成21年６月25日

権利確定条件

付与日(平成16年５月31日)
以降、権利確定日(平成18年
５月29日)まで継続して勤務
していること

付与日(平成16年７月31日)
以降、権利確定日(平成18年
５月29日)まで継続して勤務
していること

権利行使時においても、当社
の取締役、監査役であること

対象勤務期間
自　平成16年５月31日
至　平成18年５月28日

自　平成16年７月31日
至　平成18年５月28日 ―

権利行使期間
平成18年５月29日から
平成26年５月27日まで

平成18年５月29日から
平成26年５月27日まで

平成21年６月25日から
平成25年６月24日まで

(注) １　株式数に換算して記載しております。

２　当社は、平成16年７月２日開催の取締役会決議により平成16年７月29日現在の株主名簿に記載されている株主に対し

て、平成16年７月30日付で株式１株を10株に分割しております。株式の付与数は当該株式分割に伴う影響を加味して

おります。
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 (2) ストック・オプションの規模及び変動状況

当連結会計年度(平成23年５月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

 
平成15年 

ストック・オプション①
平成15年 

ストック・オプション②
平成16年 

ストック・オプション①

権利確定前　　　　(株)    

　前連結会計年度期末 ― ― ―

　付与 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　権利確定 ― ― ―

　未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　(株)    

　前連結会計年度期末 910 1,090 200

　権利確定 ― ― ―

　権利行使 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　未行使残 910 1,090 200

 

 
平成16年 

ストック・オプション②
平成16年 

ストック・オプション③
平成21年 

ストック・オプション①

権利確定前　　　　(株)    

　前連結会計年度期末 ― ― ―

　付与 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　権利確定 ― ― ―

　未確定残 ― ― ―

権利確定後　　　　(株)    

　前連結会計年度期末 750 1,650 9,990

　権利確定 ― ― ―

　権利行使 ― ― ―

　失効 ― ― ―

　未行使残 750 1,650 9,990

 
②　単価情報

 

 
平成15年 

ストック・オプション①
平成15年 

ストック・オプション②
平成16年 

ストック・オプション①

権利行使価格　　　　　　(円) 10,000 50,000 50,000

行使時平均株価　　　　　(円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)　(円) ― ― ―

 

 
平成16年 

ストック・オプション②
平成16年 

ストック・オプション③
平成21年 

ストック・オプション①

権利行使価格　　　　　　(円) 50,000 50,000 49,761

行使時平均株価　　　　　(円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)　(円) ― ― 100
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 ３　ストック・オプションの権利確定数の見積方法
　基本的には、将来の失効数の見積は困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しておりま
す。
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(税効果会計関係)
 

前連結会計年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳
(単位：千円)

(繰延税金資産)  

　貸倒引当金 36,570

　投資有価証券 48,908

　持分買取損失 148,437

  未払事業税及び事業所税 3,530

　繰越欠損金 2,258,033

　その他 47,518

繰延税金資産小計 2,542,999

評価性引当額 △2,542,999

繰延税金資産合計 -

(繰延税金負債)  

繰延税金負債合計 -

繰延税金資産の純額 -
　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳
(単位：千円)

(繰延税金資産)  

　貸倒引当金 36,570

　投資有価証券 48,908

　持分買取損失 98,958

  未払事業税及び事業所税 6,484

　繰越欠損金 2,587,655

　その他 79,863

繰延税金資産小計 2,858,441

評価性引当額 △2,858,441

繰延税金資産合計 -

(繰延税金負債)  

繰延税金負債合計 -

繰延税金資産の純額 -
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　　当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を

計上しているため開示を省略しております。
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

同左

 
(企業結合等関係)

　　前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
　　　該当事項はありません。
 
　　当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
　　　該当事項はありません。
 
(資産除去債務関係)

　　当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
　当社は、本社オフィス(目黒区）の賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しておりました
が、平成23年６月中にて本社移転を行ったため、本社オフィス（目黒区）に係る敷金及び保証金相当額のうち原状回復費用
に充当され回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり敷金及び保証金相当額から減額し、当該金額を
当期の費用としております。

 
(賃貸等不動産関係)

　　前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
　　　該当事項はありません。
 
　　当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)
【事業の種類別セグメント情報】
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)

 

 

創薬及び
創薬関連
事業

(千円)

創薬ツール
供給事業

(千円)

健康食品
卸売事業

(千円)

計
(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業利益       

　　売上高       

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

25,482 107,190 194,792 327,465 ─ 327,465

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 25,482 107,190 194,792 327,465 ─ 327,465

　　営業費用 379,892 167,303 173,742 720,939 309,865 1,030,805

　　営業利益又は
　営業損失（△）

△354,410 △60,112 21,049 △393,473 △309,865 △703,339

Ⅱ　資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出

      

　　資産 66,100 16,824 ─ 82,925 317,173 400,098

　　減価償却費 48,402 12,319 ─ 60,721 1,089 61,810

　　減損損失 7,025 ─ ─ 7,025 ─ 7,025

　　資本的支出 5,281 1,344 ─ 6,625 500 7,125

(注) １　事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各区分に属する主な製品等
 

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器

健康食品卸売事業 健康食品原料

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は309,865千円であり、その主なものは当社の管

理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は317,173千円であり、その主なものは当社の管理部門に係

る資産であります。
 

【所在地別セグメント情報】
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。

 
【海外売上高】
前連結会計年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)

　　　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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 【セグメント情報】
１  報告セグメントの概要
　　　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決

定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
　　　当社は、取り扱う製品・サービスによって事業を、「創薬及び創薬関連事業」、「創薬ツール供給事業」及び「健康食品卸

売事業」の３事業に区分しており、報告セグメントとしております。各事業は取り扱う製品・サービスについて包括的な
戦略を立案し、事業活動を展開しております。　

　　　「創薬及び創薬関連事業」は、創薬シード及び創薬基盤技術の開発を行っています。「創薬ツール供給事業」は理化学機器
の開発、販売を行っています。「健康食品卸売事業」は健康食品原料の卸売り及び農業用サプリメントの卸売りを行って
います。

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
　　　報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と

概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
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 ３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
　　前連結会計年度（自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日）
　　　従来までのセグメント情報の取り扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「セグメント情報等の開示に関す

る会計基準」（企業会計基準17号　平成21年３月28日）等に準拠した場合と同様の情報が開示されているため、記載を省
略しております。
当連結会計年度(自  平成22年６月１日  至  平成23年５月31日)

      
（単位：千
円）

 報告セグメント   

 創薬及び
創薬関連事業

創薬ツール
供給事業

健康食品
卸売事業

合計
調整額
(注)1

 連結財務諸
表計上額 (注

)2

　　売上高       

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

66,047 79,424 3,503 148,976 ─ 148,976

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 66,047 79,424 3,503 148,976 ─ 148,976

セグメント利益又は損失(△) △266,492 △46,631 418 △312,705 △265,560 △578,265

セグメント資産 42,221 35,801 ― 78,023 71,682 149,705

その他の項目
　減価償却費
　有形固定資産及び無形固定資
産の増加額

24,562
 
―

11,564
 

14,533

―
 
―

36,127
 

14,533

796
 
117

36,923
 

14,651

(注)　１. 調整額は以下の通りであります。

 (1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△265,560千円は、各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用
であります。　
 (2) セグメント資産の調整額71,682千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は主に管理
部門の管理下にある債権等であります。　
 (3)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社しさんであります。全社
資産の増加額の調整額は管理部門での工具器具備品の増加額であります。　
２. セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。　

  ３. 創薬ツール供給事業の有形固定資産及び無形固定資産の増加額14,533千円は、蛍光細胞動態解析装置を販売デモ機用に
たな卸資産から有形固定資産へ振り替えたものであります。

　　（追加情報）
　　　当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）及び「セ

グメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用して
おります。
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  【関連情報】
当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)

１  製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 
２  地域ごとの情報

(1) 売上高
   (単位：千円)

日本 アジア・オセアニア 北米・欧州 合計

52,647 79,234 17,094 148,976

 
(2) 有形固定資産

   (単位：千円)

日本 アジア・オセアニア 北米・欧州 合計

35,631 7,720 666 44,018

 
３  主要な顧客ごとの情報

  (単位：千円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

柳韓洋行社 62,000 創薬及び創薬関連事業

岩井化学薬品㈱ 23,500 創薬ツール供給事業

ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 21,288 創薬ツール供給事業

 
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
     (単位：千円)

 
報告セグメント

全社 合計
創薬及び創薬関
連事業

創薬ツール供給
事業

　健康食品卸売事
業

合計

減損損失 17,509 ― ― 17,509 625 18,134

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)

　　　該当事項はありません。
 
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)　
該当事項はありません。　
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【関連当事者情報】
前連結会計年度（自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日）
　連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名

所在地 資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事
者との
関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目 期末残高
（千円）

役員 鈴木　幹雄 － －
当社代表
取締役

（被所有）

直接　1.07 債務被保
証

当社銀行
借入に対
する債務
被保証
※１

25,000
※２

― ―

※１　取引条件及び取引条件の決定方針等

当社は、銀行借入に対して当社代表取締役　鈴木幹雄より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりませ

ん。

※２　取引金額には消費税は含まれておりません。
 
当連結会計年度（自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日）
　連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

種類 会社等の名称
又は氏名

所在地 資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事
者との
関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目 期末残高
（千円）

役員 鈴木　幹雄 － －
当社代表
取締役

（被所有）

直接　1.05 資金の借
入

資金の借
入

資金の返
済

103,650
18,000

短期借入
金

85,650

※１　取引金額には消費税は含まれておりません。

※２　資金の借入利率は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
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 (１株当たり情報)
前連結会計年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１株当たり純資産額 550.70円 １株当たり純資産額 △2,785.27円

１株当たり当期純損失金額 3,861.03円 １株当たり当期純損失金額 3,667.30円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額

─円
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

―円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

(注)　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 
 

 
前連結会計年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１株当たり当期純損失金額（△）   

　当期純損失（△）(千円) △780,721 △788,290

　普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

　普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △780,721 △788,290

　普通株式の期中平均株式数(株) 202,205 214,951

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要

第3回新株予約権   1,090株 
第5回新株予約権   　200株 
第6回新株予約権   　750株 
第7回新株予約権   1,650株 
第11回新株予約権  9,990株

第3回新株予約権   1,090株 
第5回新株予約権  　 200株 
第6回新株予約権　  750株 
第7回新株予約権   1,650株 
第11回新株予約権  9,990株
第12回新株予約権 27,300株 
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 (重要な後発事象)
 

前連結会計年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１.当社は、平成22年８月20日開催の取締役会において、
平成22年８月26日から平成22年９月６日までを払込期間
とする第三者割当増資による普通株式の募集について、

決議しております。当該第三者割当増資の内容は次のと

おりであります。 
①発行する株式の種類及び数 
　　普通株式　3,900株 
②募集時における発行済株式数 
　　212,000株 
③募集後における発行済株式数

　　215,900株 
④発行価額 
　　１株につき18,000円 
⑤発行価額の総額 
　　70,200,000円
⑥発行価額のうち資本へ組入れる額 
　　１株につき9,000円 
⑦払込期間 
　　 平成22年８月26日～平成22年９月６日 
⑧割当先及び株式数 
　　泉　辰男　　　　　　　1,675株
　　東洋システム株式会社　2,225株
⑨資金使途 
　　運転資金

1. 社団法人再生医療を考える会との共同研究契約及び共
同研究用設備売買契約の締結

　当社は平成23年6月1日に（社団法人）再生医療を考え
る会との間で共同研究契約及び共同研究用設備売買契約

を締結いたしました。

（共同研究契約）

①契約の目的

　再生医療を目指した幹細胞分化カニズムの研究

②契約の相手先の名称

　社団法人再生医療を考える会

③契約締結の時期

　平成23年6月1日
④契約の内容

　研究実施期間：平成23年6月1日から平成25年5月31日
　契約額：20,000千円
　支払方法：平成23年7月5日までに全額を一括で支払う
⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響

　当該共同研究契約に基づく契約額20,000千円は今後２
期にわたり収益に計上する予定であります。

⑥その他重要な事項

　該当事項はありません。

（共同研究用設備売買契約）

①契約の目的

　CPC培養設備一式の売却
②契約の相手先の名称

　社団法人再生医療を考える会

③契約締結の時期

　平成23年6月1日
④契約の内容

　本件設備を譲渡する。

　契約額：35,000千円
　支払方法：前金で15,000千円、残金は設備完成後に
　　　　　　支払う

⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響

　当該共同研究用設備売却額35,000千円は平成24年5月期
に収益計上する予定であります。

⑥その他重要な事項

　該当事項はありません。

２. 本社及び研究施設（青葉台ラボ）の移転
　当社は平成23年6月16日に、東京都目黒区青葉台の本社
の川崎テックセンタービル（神奈川県川崎市幸区堀川町

580-16）1Ｆへの移転と、本社オフィス内研究施設（青葉
台ラボ）の韓国大邱カトリック大学と川崎テックセン

タービルへの移設を決定し、7月上旬までに移転及び移設
を完了しました。当該川崎テックセンタービルへの移転

に伴い敷金及び保証金として8,353千円を差し入れてお
ります。また、この本社移転及び研究施設の移設により、

今後当社の年間のオフィス賃借料負担は60,000千円強軽
減されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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⑤ 【連結附属明細表】(平成23年5月31日現在)

【社債明細表】
該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高

(千円)
当期末残高

(千円)
平均利率

(％) 返済期限

短期借入金 25,000 93,150 0.1 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ─ ― ─ ―

１年以内に返済予定のリース債務 ─ ― ─ ─

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) ─ ― ─ ─

リース債務(１年以内に返済予定
のものを除く。) ─ ― ─ ─

その他有利子負債 ─ ― ─ ─

計 25,000 93,150 ― ―

(注) １　平均利率については、期末借入金に対する加重平均利率を記載しております。
 

【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
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(2) 【その他】

最近連結会計年度における各四半期連結累計期間及び最近連結会計年度に係る売上高等並びに最近連結会計年
度における各四半期連結会計期間に係る１株当たり四半期純損失金額

  

第１四半期
（自　平成22年６月１

日
　至　平成22年８月31

日）

第２四半期
（自　平成22年６月１

日
　至　平成22年11月30

日）

第３四半期
（自　平成22年６月１

日
　至　平成23年2月28

日）

最近連結会計年度
（自　平成22年６月１

日
　至　平成23年５月31

日）

売上高 （千円） 29,712 37,643 55,744 148,976

税金等調整前四
半期（連結会計
年度）純損失金
額

（千円） 167,521 342,970 475,579 578,031

四半期（連結会
計年度）純損失
金額

（千円） 167,896 343,720 633,131 788,290

１株当たり四半
期（連結会計年
度）純損失金額

（円） 791.47 1606.13 2,949.86 3,667.30

 

  

第１四半期
（自　平成22年６月１

日
　至　平成22年８月31

日）

第２四半期
（自　平成22年９月１

日
　至　平成22年11月30

日）

第３四半期
（自　平成22年12月１

日
　至　平成23年2月28

日）

第4四半期
（自　平成23年３月１

日
　至　平成23年５月31

日）

１株当たり四半期
純損失金額

（円） 791.47 814.38 1,340.48 718.66
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【継続企業の前提に関する事項】
当第１四半期連結会計期間（自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日）

当社グループは、当第１四半期連結会計期間においても、56,880千円の四半期純損失を計上し、前連結会計年度に引き続き

債務超過になっており、その額は650,506千円であります。

当該状況により、当社グループには前連結会計年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存
在しています。 
当社グループは、当該状況を解消すべく、創薬開発及び再生医療プロジェクトの着実な進展ならびに安定収益事業の確立
に向け一層積極的な営業活動に努めるとともに、役員報酬の減額をはじめ事業費用の削減を進め、限られた経営資源である
人材、設備、資金、ノウハウを効率的に無駄なく活用して経営効率を高めて参ります。また、必要に応じて、効果的な事業資金
の調達を行うべく、当社はエクイティファイナンスによる資金調達に関しての引受候補先との協議・交渉を進めておりま
す。今後は、エクイティファイナンスによる資金調達の実現に向け、その作業を進めるとともに、その後においても必要に応
じて適宜資金調達を行って参ります。

以上の施策のもと当社グループは今後とも創薬を開発及び再生医療に向けた研究開発に邁進してまいります。

　しかし、これらの改善策は景気の動向や医薬品業界の動向の影響等により十分な営業成績をあげることができない可能性、

十分に事業費用が削減できない可能性、資金調達が順調にすすまない可能性があるため、現時点においては継続企業の前提

に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表に

は反映しておりません。　

 

 

 

【追加情報】
 

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。　

 
(四半期連結損益計算書関係)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年６月１日
  至　平成23年８月31日)

※１　期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切り下げ後の
金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれ
ております。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　            267千円

  
 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計
期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 

 
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日)

減価償却費 5,380千円

 
(株主資本等関係)
当第１四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日)
１．配当金支払額

　　　該当事項はありません。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となる
もの
該当事項はありません。

 
３．株主資本の著しい変動
該当事項はありません。　
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     
（単位：千
円）

 報告セグメント   

 創薬及び
創薬関連事業

創薬ツール
供給事業

合計
調整額
(注)1

 四半期連結
損益計算書  
計上額

　　売上高      

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

35,000 8,582 43,582 ─ 43,582

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 35,000 8,582 43,582 ─ 43,582

セグメント利益又は損失(△) △17,945 3,777 △14,167 △55,199 △69,367

(注)　１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△55,199千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用で

あり、その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。
    　２ セグメントの利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。　

 

　２．報告セグメントの変更等に関する事項

　　　　当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、前第１四半期連結会計期

間に記載していた健康食品卸売事業からは前連結会計年度中に撤退しております。

　　　　当該変更に伴う四半期連結累計期間に係る報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報に与える影

響はありません。
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 (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年６月１日
至  平成23年８月31日)

１株当たり四半期純損失金額 263円46銭

（算定上の基礎）  

四半期純損失金額(千円) 56,880

普通株主に帰属しない金額 ―

普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 56,880

普通株式の期中平均株式数(株) 215,900

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失を計上しているため、記載しておりま

せん。
 
 (重要な後発事象)
該当事項はありません。　
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年５月31日)

当事業年度
(平成23年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 57,198 674

売掛金 17,425 47,463

商品及び製品 65,809 23,958

原材料及び貯蔵品 7,540 10,123

前渡金 56,248 10,128

前払費用 8,836 879

関係会社短期貸付金 － 700

未収消費税等 11,561 9,661

その他 3,206 1,744

流動資産合計 227,828 105,332

固定資産

有形固定資産

建物 33,914 862

減価償却累計額 △16,110 △854

建物（純額） 17,803 8

工具、器具及び備品 831,060 807,025

減価償却累計額 △765,212 △763,092

工具、器具及び備品（純額） 65,848 43,932

有形固定資産合計 83,651 43,941

無形固定資産

ソフトウエア 1,073 375

無形固定資産合計 1,073 375

投資その他の資産

投資有価証券 0 0

関係会社株式 0 0

関係会社長期貸付金 750,325 737,325

敷金及び保証金 66,113 －

長期前払費用 260 111

破産更生債権等 59,800 59,800

貸倒引当金 △810,125 △797,125

投資その他の資産合計 66,374 111

固定資産合計 151,098 44,428

資産合計 378,927 149,761
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年５月31日)

当事業年度
(平成23年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 3,229 8,037

短期借入金 25,000 －

役員短期借入金 － 93,150

未払金 37,742 400,116

未払費用 3,485 4,218

未払法人税等 11,503 15,048

前受金 4,250 －

預り金 4,070 31,823

本社移転費用引当金 － 6,622

その他 － 0

流動負債合計 89,282 559,017

固定負債

長期預り金 183,374 179,624

固定負債合計 183,374 179,624

負債合計 272,657 738,642

純資産の部

株主資本

資本金 2,731,544 2,766,644

資本剰余金

資本準備金 3,858,180 3,893,280

資本剰余金合計 3,858,180 3,893,280

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △6,491,169 △7,256,520

利益剰余金合計 △6,491,169 △7,256,520

株主資本合計 98,555 △596,595

新株予約権 7,713 7,713

純資産合計 106,269 △588,881

負債純資産合計 378,927 149,761
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当事業年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

売上高 ※4
 129,172

※4
 142,404

売上原価 ※1
 72,887

※1
 102,497

売上総利益 56,285 39,907

販売費及び一般管理費

役員報酬 50,289 51,359

給与手当 132,202 91,241

業務委託費 40,403 27,400

研究開発費 ※2
 389,051

※2
 315,179

減価償却費 3,269 8,574

その他 150,452 114,767

販売費及び一般管理費合計 765,669 608,522

営業損失（△） △709,384 △568,615

営業外収益

受取利息 ※4
 1,588 6

為替差益 － 583

その他 832 74

営業外収益合計 2,421 663

営業外費用

支払利息 188 154

株式交付費 2,254 275

支払手数料 44,128 －

売上割引 ※4
 275 －

為替差損 474 －

支払保証料 100 －

営業外費用合計 47,420 430

経常損失（△） △754,383 △568,382

特別利益

貸倒引当金戻入額 ※4
 25,000

※4
 13,000

新株予約権戻入益 1,672 －

主要株主株式短期売買利益返還益 2,864 －

前期損益修正益 ※5
 11,479 －

特別利益合計 41,016 13,000

特別損失

投資有価証券評価損 6,826 －

減損損失 ※6
 7,025

※6
 18,134

固定資産除却損 ※3
 51

※3
 0

たな卸資産評価損 31,808 －

本社移転損失 － ※7
 117,972

本社移転費用引当金繰入額 － ※7
 72,651

特別損失合計 45,712 208,759

税引前当期純損失（△） △759,079 △764,141

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

法人税等合計 1,210 1,210
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当事業年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

当期純損失（△） △760,289 △765,351
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【売上原価明細書】
 

  
前事業年度

(自　平成21年６月１日
　至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
　至　平成23年５月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％)

Ⅰ　商品売上原価      

　１　商品期首棚卸高  103,973  65,809  

　２　当期商品仕入高  30,928  19,538  

  ３　他勘定振替高　 ※1 ―  55,640  

　　　　合計  134,902  140,988  

　４　商品期末棚卸高  65,809  23,958  

　５　他勘定振替高　 ※2 ―  14,533  

　　　商品売上原価  69,092 94.8 102,497 100.0

Ⅱ　役務収益原価      

　１　労務費  1,418 2.0 ―  

　２　経費  2,376 3.3 ―  

　　　当期総製造費用  3,795 5.2 ―  

　　　期首仕掛品棚卸高  ─  ―  

　　　　合計  3,795  ―  

　　　期末仕掛品棚卸高  ─  ―  

　　　役務収益原価  3,795  ―  

　　売上原価合計  72,887 100.0 102,497 100.0

他勘定振替高の内容は次の通りであります。　
　　※1　項目　貯蔵品振替　　　　　　　55,640千円
　※2　項目　工具及び器具備品の振替　　14,533千円
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当事業年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 2,503,831 2,731,544

当期変動額

新株の発行 227,712 35,100

当期変動額合計 227,712 35,100

当期末残高 2,731,544 2,766,644

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 3,630,468 3,858,180

当期変動額

新株の発行 227,712 35,100

当期変動額合計 227,712 35,100

当期末残高 3,858,180 3,893,280

資本剰余金合計

前期末残高 3,630,468 3,858,180

当期変動額

新株の発行 227,712 35,100

当期変動額合計 227,712 35,100

当期末残高 3,858,180 3,893,280

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △5,730,880 △6,491,169

当期変動額

当期純損失（△） △760,289 △765,351

当期変動額合計 △760,289 △765,351

当期末残高 △6,491,169 △7,256,520

利益剰余金合計

前期末残高 △5,730,880 △6,491,169

当期変動額

当期純損失（△） △760,289 △765,351

当期変動額合計 △760,289 △765,351

当期末残高 △6,491,169 △7,256,520

株主資本合計

前期末残高 403,419 98,555

当期変動額

新株の発行 455,424 70,200

当期純損失（△） △760,289 △765,351

当期変動額合計 △304,864 △695,151
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成21年６月１日
　至 平成22年５月31日)

当事業年度
(自 平成22年６月１日
　至 平成23年５月31日)

当期末残高 98,555 △596,595

新株予約権

前期末残高 2,654 7,713

当期変動額

新株予約権の発行 9,485 －

新株予約権の行使 △4,426 －

当期変動額合計 5,059 －

当期末残高 7,713 7,713

純資産合計

前期末残高 406,074 106,269

当期変動額

新株の発行 455,424 70,200

新株予約権の発行 9,485 －

新株予約権の行使 △4,426 －

当期純損失（△） △760,289 △765,351

当期変動額合計 △299,804 △695,151

当期末残高 106,269 △588,881
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【継続企業の前提に関する事項】
 

前事業年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

　当社は、当事業年度においても、760,289千円の当期純損
失を計上しております。医薬品の研究開発には、長い期間
と多額の費用が必要です。研究開発費は事業上の先行投
資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが生じ
ます。そのためベンチャー（バイオ）企業が当該事業を
行う場合、数期にわたり当期純損失と営業活動による
キャッシュ・フローのマイナスを計上してしまう傾向が
あります。当社においても、癌治療薬ECI301が平成21年の
6月に米国食品医薬品局（ F D A :  F o o d  a n d  D r u g
A d m i n i s t r a t i o n）より新薬治験開始届（ I N D :
Investigational New Drug）の承認を得て、プロトコール
（治験手順）を決定し、現在慎重に第Ⅰ相臨床試験が進
められている段階にあり、多額の研究開発投資が先行し、
研究協力金ならびに細胞動態解析装置等の販売による収
入では、研究開発費及び運転資金を賄うことができない
状況が続いており、継続企業の前提に重要な疑義を生じ
させるような状況が存在しています。 
　当該状況に対応すべく、当社は事業資金の調達、売上増
加及び経費削減に取り組んでおります。 
　事業資金の調達につきましては、研究開発資金等の調達
を目的として平成22年1月12日開催の取締役会決議に基
づき、同年1月29日に第三者割当方式で株式発行総額約10
億円相当の第12回新株予約権（権利行使価額：29,000
円）を発行いたしました。当該新株予約権の平成22年５
月31日現在での権利行使額は208,800千円、未行使残高は
791,700千円となっております。 
　売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業は収益
性の高いプロジェクトに資源を集中投下しております。
癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、国
内外、それぞれ複数の大手製薬会社とライセンス契約の
締結交渉を開始し、粘り強く交渉を続けてきましたが、本
年６月、新規に米国の有力なライセンス契約締結支援コ
ンサルタントであるGAC社と契約し、欧米大手製薬会社
との契約交渉を推進しております。また、本年4月には、中
国の中稷実業投資有限公司（以下、「中稷社」）と、中国
国内におけるECI301のライセンスアウト契約を含む戦略
的提携基本合意契約を締結しました。なお、本件の契約一
時金につきましては、入金の遅延から平成22年5月期の売
上計上は見送りましたが、その後両社協議し、４月に締結
した戦略的提携基本合意契約に記載の「支払方法」と
「支払期日」に係わる規約を一部変更し、早急に共同研
究所を設立した上で、契約一時金は当該研究所を通して
授受することで合意し、双方とも契約内容の履行に協力
することを確認しております。
 

　当社は、当事業年度においても、765,351千円の当期純損
失を計上し、当事業年度末において588,881千円の債務超
過となっております。
　当該状況により、当社には継続企業の前提に重要な疑義
を生じさせるような状況が存在しています。
　当社は、当該状況を解消すべく、創薬開発をはじめとす
る再生医療プロジェクトの着実な進展ならびに安定収益
事業の確立に向け一層積極的な営業活動に努めるととも
に、役員報酬の減額をはじめ事業費用の削減を進め、限ら
れた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウを効率的
に無駄なく活用して経営効率を高めて参ります。また、必
要に応じて、効果的な事業資金の調達を行うべく、当社は
エクイティファイナンスによる資金調達に関しての引受
候補先との協議・交渉を進めております。今後は、エクイ
ティファイナンスによる資金調達の実現に向け、その作
業を進めるとともに、その後においても必要に応じて適
宜資金調達を行って参ります。
　以上の施策のもと当社は今後とも創薬をはじめとする
再生医療に向けた研究開発に邁進してまいります。
しかし、これらの改善策は景気の動向や医薬品業界の動
向の影響等により十分な営業成績をあげることができな
い可能性、十分に事業費用が削減できない可能性、資金調
達が順調にすすまない可能性があるため、現時点におい
ては継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
ます。

　なお、財務諸表はは継続企業を前提として作成されてお
り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し
ておりません。
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  前事業年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

　他に、韓国の大手製薬会社とも、韓国国内におけるライ
センス契約と同国における治験の共同開発、ならびに韓
国政府の財政支援による「産官学共同Ｒ＆Ｄプロジェク
ト（韓国南部の大邱市に建設する先端医療複合団地開発
計画）」への共同参加等を含む包括的提携を、平成23年
５月期の上半期中にまとめるべく交渉を推進中です。こ
れらのライセンス契約締結となれば、段階に応じて契約
一時金、マイルストーン、ロイヤリティ収入が見込めま
す。創薬ツール供給事業に関しましては、国内外で研究
会、セミナー等を開催し、機器の拡販に努めております。
昨年12月以降、上海、北京、大連で「ECI301とTAXIScanテ
クノロジー」についてのセミナーを開催し、成長目覚ま
しい中国市場の開拓に尽力してまいりましたが、その成
果の一つとして、本年３月、天津天士力健康医薬器械有限
公司（中国の大手製薬会社である天津天士力集団有限公
司の子会社）と 、 同社に対して中国における
TAXIScan-FL（蛍光細胞動態解析装置）の独占販売権を
供与する契約の締結に至りました。今後、同社との提携関
係をさらに他の装置に拡大し、一段の拡販を目指してま
いります。 
　経費削減につきましては、研究開発に関連する取引先と
の友好な関係を維持しながらのコスト削減を進めており
ます。今後も、採算重視の経営方針の徹底と経営合理化に
よる原価・経費の削減を進める中で、安定した経営基盤
の確立を図って参ります。 
　しかしながら、資金調達に関しましては、現時点では新
株予約権の具体的な権利行使時期ならびに権利行使額に
ついては未確定です。また、中稷社からの契約一時金の授
受に関しましては、早急に共同研究所を設立した上で、当
該研究所を通してライセンス料の決済を行うということ
で合意しましたが、研究所の設立時期、一時金の決済時期
等は未確定であり、他の製薬会社とのECI301のライセン
スアウト契約締結時期、金額、入金の時期等も未確定であ
ることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められます。なお、財務諸表は継続企業を前
提として作成されており、継続企業の前提に関する重要
な不確実性の影響を財務諸表に反映しておりません 。
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 【重要な会計方針】
 

項目
前事業年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式
　　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式
同左

 (2) その他有価証券
　　時価のあるもの

　　　決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法
により処理し売却原価は移動平均

法により算定しております)

(2) その他有価証券
　　時価のあるもの

＿＿＿＿＿

 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品
　　移動平均法に基づく原価法(収益性
の低下による簿価切下げの方法)

(1) 商品
同左

 (2) 貯蔵品
　　実験用薬品

移動平均法に基づく原価法(収益
性の低下による簿価切下げの方法
)

(2) 貯蔵品
　　実験用薬品

同左

 　　その他

最終仕入原価法に基づく原価法(
収益性の低下による簿価切下げの

方法)

　　その他

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産
　　平成19年３月31日以前に取得したも
の

　　　法人税法に規定する旧定率法

　　平成19年４月１日以降に取得したも
の

　　　法人税法に規定する定率法

(1) 有形固定資産
　　　　　

同左

 　　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　　建物　　　　　　　  3～15年
　　  工具、器具及び備品　3～10年

 

 

 

 (2) 無形固定資産
　　定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間(５
年)に基づいております。

(2) 無形固定資産
同左

 

EDINET提出書類

株式会社ＥＣＩ(E00983)

有価証券届出書（通常方式）

136/159



  

項目
前事業年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

４　繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。

(1) 株式交付費

　　　　　　　同左

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1) 貸倒引当金

　　

同左

 ＿＿＿＿＿ (2) 本社移転費用引当金

　　本社移転に伴い発生する損失に備え

るため、これに係る原状回復費用

等の見積もり額を計上しておりま

す。  

　　なお、本社移転費用引当金の貸借対

照表計上額は旧本社ビルの敷金及

び保証金相当額を控除した残額を

計上しております。

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は、税抜方式に

よっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左

 

【会計方針の変更】
 

前事業年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

＿＿＿＿＿
 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用）

　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しておりま

す。これにより、当事業年度に税引前当期純損失が30,000

千円増加しております。
 

【表示方法の変更】
 

前事業年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

（損益計算書関係）

　前事業年度において、販売費及び一般管理費の「コンサ

ルタント料」を区分掲記しておりましたが、明瞭性の観

点から、当事業年度においては「業務委託費」「その

他」に含めて表示することとしました。なお、当事業年度

の「業務委託費」「その他」に含まれる「コンサルタン

ト料」は29,951千円であります。

＿＿＿＿＿
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【注記事項】

 (貸借対照表関係)

該当事項はありません。
 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ 
　　 後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上 
　　 原価に含まれております。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,697千円

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ
　　後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上
　　原価に含まれております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2,221千円

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は 
389,051千円であります。

※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費の総額は

309,623円であります。

※３　固定資産除却損は工具、器具及び備品の除却による

ものです。

※３   同左

※４　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

売上高 46,000千円

受取利息 1,547千円

売上割引 275千円

貸倒引当金戻入額 25,000千円

※４　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

売上高 20,740千円

貸倒引当金戻入額 13,000千円
  

  

※５　前期損益修正益の内容は次のとおりです。　 
過年度のたな卸資産計上額の修正　11,479千円 

　               ＿＿＿＿＿

※６　減損損失 
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上し

ました。

用途 種類 場所 金額

実験用器具備品 工具、器具及び備品 東京都目黒区 7,025千円

　当社は、原則として、事業の種類別セグメントを

基準としてグルーピングを行っております。また、

将来の使用が見込まれなくなった資産について

は、個々の物件単位で資産のグルーピングを行っ

ております。 

　保有する実験用器具備品の一部について将来の

使用が見込まれなくなったため、帳簿価額を回収

可能額まで減額し、減損損失（7,025千円）を特別

損失に計上いたしました。

　回収可能額の算定にあたっては、市場価額に基づ

く正味売却価額により測定しております。

※６　減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所 金額

旧本社社屋の建

物付属設備
建物 東京都目黒区 15,204千円

実験用器具備品

及び什器備品
工具、器具備品 同上 2,930千円

　当社は、原則として、事業の種類別セグメントを基

準としてグルーピングを行っております。また、将

来の使用が見込まれなくなった資産については、

個々の物件単位で資産のグルーピングを行ってお

ります。

　当社は平成23年６月中に本社移転を行っており、
本社移転時に廃棄する予定の固定資産について、帳

簿価格を回収可能額(0円)まで減額し、減損損失
(18,134千円)を特別損失に計上いたしました。
 

※７　　　　　　　　 ＿＿＿＿＿ ※７　当社は平成23年６月に本社を移転しましたが、本社

移転に伴い発生する原状回復費等の見積もり額に

ついて本社移転費用引当金繰入として計上してお

ります。また賃貸借契約解除に伴う違約金等の発

生額のうち金額の確定した部分については本社移

転損失として計上しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

 (リース取引関係)
前事業年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
内容の重要性が乏しく、また契約の一件当たりの金額が少額のため記載を省略しております。

 
当事業年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
内容の重要性が乏しく、また契約の一件当たりの金額が少額のため記載を省略しております。

 
(有価証券関係)
前事業年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
（追加情報） 
　当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等の開
示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。
時価を把握することが極めて困難とみられる子会社株式

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 0千円

計 0千円

　上記については、市場価額がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
 
当事業年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)
子会社株式及び関係会社株式で時価のあるものはありません。
時価を把握することが極めて困難とみられる子会社株式

区分 貸借対照表計上額

子会社株式 0千円

計 0千円

　上記については、市場価額がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。
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 (税効果会計関係)
 

前事業年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

(単位：千円)

(繰延税金資産)  

貸倒引当金 329,639

子会社株式 158,691

投資有価証券 48,908

持分買取損失 148,437

未払事業税及び事業所税 3,364

繰越欠損金 1,905,339

その他 61,827

繰延税金資産小計 2,656,208

評価性引当額 △2,656,208

繰延税金資産合計 ─

(繰延税金負債)  

繰延税金負債合計 ─

繰延税金資産の純額 ─

　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

(単位：千円)

(繰延税金資産)  

貸倒引当金 324,350

子会社株式 158,691

投資有価証券 48,908

持分買取損失 98,958

未払事業税及び事業所税 5,984

繰越欠損金 2,191,822

その他 99,741

繰延税金資産小計 2,928,457

評価性引当額 △2,928,457

繰延税金資産合計 ―

(繰延税金負債)  

繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産の純額 ―

　
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

　　　当事業年度において、税引前当期純損失を計上してい

るため開示を省略しております。
　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

同左

 
(企業結合等関係)

   前事業年度(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)
該当事項はありません。

 
   当事業年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)

該当事項はありません。
 

(資産除去債務関係)
　 当事業年度(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)

当社は、本社オフィス（目黒区）の賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しておりましたが、平成23年６月中に

て本社移転を行ったため、本社オフィス（目黒区）に係る敷金及び保証金相当額のうち原状回復費用に充当され回収が最終的に見込めないと認

められる金額を合理的に見積もり敷金及び保証金相当額から減額し、当該金額を当期の費用としております。
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 (１株当たり情報)
 

前事業年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１株当たり純資産額 464.88円 １株当たり純資産額 △2,763.30円

１株当たり当期純損失金額 3,759.99円 １株当たり当期純損失金額 3,560.59円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額

─円
潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

―円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

(注)　１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
 
 

 
前事業年度

(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失(千円) 760,289 765,351

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式に係る当期純損失(千円) 760,289 765,351

普通株式の期中平均株式数(株) 202,205 214,951

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要

第3回新株予約権   1,090株 
第5回新株予約権　  200株 
第6回新株予約権   　750株 
第7回新株予約権   1,650株 
第11回新株予約権  9,990株

第3回新株予約権   1,090株 
第5回新株予約権     200株 
第6回新株予約権   　750株 
第7回新株予約権   1,650株 
第11回新株予約権  9,990株
第12回新株予約権 27,300株 
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 (重要な後発事象)
 

前事業年度
(自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日)

当事業年度
(自　平成22年６月１日
至　平成23年５月31日)

１.当社は、平成22年８月20日開催の取締役会において、
平成22年８月26日から平成22年９月６日までを払込期
間とする第三者割当増資による普通株式の募集につい

て、決議しております。当該第三者割当増資の内容は次

のとおりであります。 
①発行する株式の種類及び数 
　　普通株式　3,900株 
②募集時における発行済株式数 
　　212,000株 
③募集後における発行済株式数 
　　215,900株 
④発行価額 
　　１株につき18,000円 
⑤発行価額の総額 
　　70,200,000円 
⑥発行価額のうち資本へ組入れる額 
　　１株につき9,000円 
⑦払込期間 
　　 平成22年８月26日～平成22年９月６日 
⑧割当先及び株式数 
　　泉　辰男　　　　　　　1,675株 
　　東洋システム株式会社　2,225株 
⑨資金使途 
　　運転資金

1. 社団法人再生医療を考える会との共同研究契約及び共
同研究用設備売買契約の締結

　当社は平成23年6月1日に（社団法人）再生医療を考え
る会との間で共同研究契約及び共同研究用設備売買契約

を締結いたしました。

（共同研究契約）

①契約の目的

　再生医療を目指した幹細胞分化カニズムの研究

②契約の相手先の名称

　社団法人再生医療を考える会

③契約締結の時期

　平成23年6月1日
④契約の内容

　研究実施期間：平成23年6月1日から平成25年5月31日
　契約額：20,000千円
　支払方法：平成23年7月5日までに全額を一括で支払う
⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響

　当該共同研究契約に基づく契約額20,000千円は今後２
期にわたり収益に計上する予定であります。

⑥その他重要な事項

　該当事項はありません。

（共同研究用設備売買契約）

①契約の目的

　CPC培養設備一式の売却
②契約の相手先の名称

　社団法人再生医療を考える会

③契約締結の時期

　平成23年6月1日
④契約の内容

　本件設備を譲渡する。

　契約額：35,000千円
　支払方法：前金で15,000千円、残金は設備完成後に
　　　　　　支払う

⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響

　当該共同研究用設備売却額35,000千円は平成24年5月期
に収益計上する予定であります。

⑥その他重要な事項

　該当事項はありません。

２. 本社及び研究施設（青葉台ラボ）の移転
　当社は平成23年6月16日に、東京都目黒区青葉台の本社
の川崎テックセンタービル（神奈川県川崎市幸区堀川町

580-16）1Ｆへの移転と、本社オフィス内研究施設（青葉
台ラボ）の韓国大邱カトリック大学と川崎テックセン

タービルへの移設を決定し、7月上旬までに移転及び移設
を完了しました。当該川崎テックセンタービルへの移転

に伴い敷金及び保証金として8,353千円を差し入れてお
ります。また、この本社移転及び研究施設の移設により、

今後当社の年間のオフィス賃借料負担は60,000千円強軽
減されます。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】
　有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しており

ます。
 

【有形固定資産等明細表】
 

資産の種類
前期末残高

(千円)
当期増加額

(千円)
当期減少額

(千円)
当期末残高

(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産        

　建物 33,914 ― 33,051 862 854 2,589 8

   (15,204)     

　工具、器具及び備品 831,060 14,651 38,686 807,025 763,092 33,476 43,932

   (2,930)     

有形固定資産計 864,974 14,651 71,737 807,888 763,947 36,066 43,941

   (18,134)     

無形固定資産        

　ソフトウェア 8,033 ― ― 8,033 7,657 697 375

無形固定資産計 8,033 ― ― 8,033 7,657 697 375

長期前払費用 260 ― 149 111 ― ― 111

繰延資産        

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

(注)　１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
　　　　　工具、器具及び備品　販売デモ用蛍光細胞動態解析装置　14,533千円 

２　当期減少額のうち、（　）内は内書きで減損損失の計上額を記載しております。当社は平成23年６月中に本社移転を
行っており、本社移転時に廃棄する予定の固定資産について、帳簿価額を回収可能額(0円)まで減額し、減損損失
(18,134千円)を特別損失に計上いたしました。

３　工具、器具及び備品のうち、3,499千円は子会社セルテ㈱への譲渡によるものであります。
 

【引当金明細表】
 

区分
前期末残高

(千円)
当期増加額

(千円)

当期減少額
(目的使用)

(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 810,125 ― ― 13,000 797,125

本社移転費用引当金 ― 72,651 ― 66,029 6,622

(注１)　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、貸倒引当金設定の金銭債権に対し入金があったものです。

(注２)　本社移転費用引当金の当期減少額の「その他」は、旧本社ビルの敷金及び保証金相当額66,029千円を相殺したことによ

る減少額です。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
①　現金及び預金

 

区分 金額(千円)

現金 274

預金 399

　普通預金 399

　外貨預金 ―

小計 674

合計 674

 

②　売掛金

(イ)相手先別内訳
 

相手先 金額(千円)

柳韓洋行 46,000

ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 1,330

その他 132

合計 47,463

 
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高
(千円)
　

(Ａ)

当期発生高
(千円)
　

(Ｂ)

当期回収高
(千円)
　

(Ｃ)

次期繰越高
(千円)
　

(Ｄ)

回収率(％)
　

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２

(Ｂ)
365

17,425 92,312 62,274 47,463 56.4 128.3

(注)　１　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

２　当期回収額には、為替差損 341千円が含まれております。また回収率の算定にあたっては、その金額を控除しておりま

す。

 

③　商品及び製品
 

品目 金額(千円)

細胞動態解析装置 23,958

合計 23,958
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 ④　原材料及び貯蔵品
 

品目 金額(千円)

実験用薬品 5,013

治験薬 3,513

その他 1,595

合計 10,123

 

⑤　前渡金

相手先 金額(千円)

ハーレー㈱ 10,000

その他 128

合計 10,128

 

⑥　未収消費税等

相手先 金額(千円)

源泉所得税（給与・役員報酬） 19,930

住民税 6,130

科学技術振興機構 3,500

その他 2,262

合計 31,823

 

⑦　関係会社長期貸付金
 

相手先 金額(千円)

㈱セルテ 737,325

合計 737,325

 

⑧　破産更生債権等
 

相手先 金額(千円)

ナノマックス㈱ 59,800

合計 59,800
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 ⑨　短期借入金
 

相手先 金額(千円)

鈴木幹雄 85,650

その他 7,500

合計 93,150

 

⑩　買掛金
 

相手先 金額(千円)

平田機工㈱ 4,691

㈱サイエンスサポート 832

東和科学㈱ 553

その他 1,959

合計 8,037

 

⑪　未払金
 

相手先 金額(千円)

住友不動産㈱ 186,137

社会保険料 41,396

社員給与 36,479

InnoBio Ventures 25,862

役員報酬 21,449

その他 88,791

合計 400,116

 

⑫　長期預り金

 

相手先 金額(千円)

独立行政法人科学技術振興機構 179,624

合計 179,624
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⑬　預り金

相手先 金額(千円)

源泉所得税（給与・役員報酬） 19,930

住民税 6,130

科学技術振興機構 3,500

その他 2,262

合計 31,823

 

⑭　未払法人税等

相手先 金額(千円)

事業税 13,838

住民税 1,209

合計 15,048

 
 (3) 【その他】
該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ６月１日から５月31日まで

定時株主総会 ８月中

基準日 ５月31日

剰余金の配当の基準日 11月30日、５月31日

１単元の株式数 ─

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所
（特別口座）
東京都千代田区大手町二丁目６番２号　東京証券代行株式会社　本店

　　株主名簿管理人
（特別口座）
東京都千代田区大手町二丁目６番２号　東京証券代行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることがで
きないときは、日本経済新聞に掲載する。
公告掲載URL
http://www.effectorcell.co.jp/investors/

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
 

２ 【その他の参考情報】
最近事業年度の開始日から本有価証券届出書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 
(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第11期（自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)平成22年８月27日関東財務局長に提出。
事業年度　第12期（自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)平成23年９月30日関東財務局長に提出。

(2) 有価証券報告書の確認書
事業年度　第11期（自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)平成22年８月27日関東財務局長に提出。
事業年度　第12期（自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)平成23年10月３日関東財務局長に提出。

(3) 内部統制報告書
事業年度　第11期（自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)平成22年８月27日関東財務局長に提出。
事業年度　第12期（自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)平成23年10月３日関東財務局長に提出。

(4) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第12期第１四半期（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）平成22年10月14日関東財務局長に提出。
第12期第２四半期（自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日）平成23年１月14日関東財務局長に提出。 
第12期第３四半期（自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28日）平成23年４月14日関東財務局長に提出。
第13期第1四半期（自　平成23年６月１日　至　平成23年８月31日）平成23年10月14日関東財務局長に提出

(5) 臨時報告書　
　平成23年６月16日関東財務局長に提出

上記は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号（訴訟の提起）の規定に基づく臨時報告書であります。
　

　平成23年６月16日関東財務局長に提出
上記は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号（訴訟の解決）の規定に基づく臨時報告書であります。

　平成23年９月16日関東財務局長に提出
上記は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に

基づく臨時報告書であります。
　平成23年９月20日関東財務局長に提出

上記は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であ
ります。

　平成23年９月20日関東財務局長に提出
上記は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（会計監査人の異動）の規定に基づく臨時報告書

であります。
　平成23年９月20日関東財務局長に提出

上記は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書であ
ります。

(6) 臨時報告書の訂正報告書

平成23年９月28日関東財務局長に提出
訂正報告書（上記(5)臨時報告書（平成23年９月20日関東財務局に提出（会計監査人の異動））の訂正報告書)
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(7) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度　第11期(自　平成21年６月１日　至　平成22年５月31日)平成23年５月27日関東財務局長に提出
事業年度　第12期(自　平成22年６月１日　至　平成23年５月31日)平成23年10月７日関東財務局長に提出。

(8) 四半期報告書の訂正報告書、四半期報告書の訂正報告書の確認書

　第12期第１四半期(自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日)平成23年５月27日関東財務局長に提出。

　第12期第２四半期(自　平成22年９月１日　至　平成22年11月30日)平成23年６月27日関東財務局長に提出。

　第12期第３四半期(自　平成22年12月１日　至　平成23年２月28日)平成23年６月27日関東財務局長に提出。
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第三部 【提出会社の保証会社等の情報】
 
第１【保証会社情報】
該当事項はありません。
 

第２【保証会社以外の会社の情報】
該当事項はありません。
 

第３【指数等の情報】
該当事項はありません。
 
 
 

第四部 【特別情報】

第１【最近の財務諸表】
当社は、継続開示会社のため、該当事項はありません。

 
第２【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　
平成22年８月25日

株式会社ＥＣＩ

取締役会　御中

　
監査法人元和

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　塩　　野　　治　　夫　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　臼　　井　　聡　　　　　㊞

　
＜財務諸表監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社ＥＣＩの平成21年6月1日から平成22年5月31日までの連結会計年度の連結財務諸
表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の
責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求め
ている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監
査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社ＥＣＩ及び連結子会社の平成22年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連
結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
　

追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度においても、
780,721千円の当期純損失ならびに584,618千円の営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上し
ている。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性
が認められる理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成され
ており、このような重要な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。 
２．重要な後発事象として、平成22年8月20日開催の取締役会において、平成22年８月26日から平成22年９
月６日までを払込期間とする第三者割当増資が決議された旨の記載がされている。 
 
＜内部統制監査＞
　　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＥＣＩの
平成22年5月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並
びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告
書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全
には防止又は発見することができない可能性がある。
　　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠
して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として
行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含
め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と
して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、株式会社ＥＣＩが平成22年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し
た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価
の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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以　上

　
 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年10月14日

株式会社ＥＣＩ

取締役会  御中

　

阪神公認会計士共同事務所

　

　 公認会計士    　小谷　陽亮    印

　
　 公認会計士    　山中　雄太    印

　
　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社Ｅ
ＣＩの平成23年６月１日から平成24年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成23年６
月１日から平成23年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年６月１日から平成23年８月31日
まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括
利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四
半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
 
監査人の責任
　私たちの責任は、私たちが実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。　　　　　　
　私たちは、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　私たちが実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＥＣＩ及び連結子会社の平成23年８月31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと
信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
 
強調事項
　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、当第１四半期連結会計期間におい
ても、56,880千円の四半期純損失を計上し、650,506千円の債務超過の状況にあり、継続企業の前提に重要な疑
義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されてい
る。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期
連結財務諸表に反映されていない。
　当該事項は、私たちの結論に影響を及ぼすものではない。
 
利害関係
　会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以  上
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(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

平成23年９月30日

株式会社ＥＣＩ

取締役会　御中

　
阪神公認会計士共同事務所

　
　 公認会計士　　小　谷　　陽　亮　　㊞

　

　 公認会計士　　山　中　　雄　太　　㊞　　　

　

　＜財務諸表監査＞

私たちは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ＥＣＩの平成22年６月１日から平成23年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・

フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私た

ちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

私たちに連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、

試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として

意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社ＥＣＩ及び連結子会社の平成23年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年

度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

追記情報

１．継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度においても、

788,290千円の当期純損失を計上し、当連結会計年度末において593,626千円の債務超過の状況にあり、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該

注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の

影響は連結財務諸表に反映されていない。

２．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より、資産除去債務に関する会計基準を

適用している。

 

＜内部統制監査＞ 

私たちは、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＥＣＩの平成23

年５月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内

部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、私たちの責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意

見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発

見することができない可能性がある。 

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内

部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、私たちに内部統制報告書に重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報

告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内

部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。私たちは、内部統制監査の結果として意見表明のための合
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理的な基礎を得たと判断している。 

　私たちは、株式会社ＥＣＩが平成23年５月31日現在の財務報告に係る内部統制は重要な欠陥があるため有効

でないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内

部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

 

追記情報

内部統制報告書に記載されているとおり、会社グループは全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決

算・財務報告プロセスに関する内部統制に重要な欠陥があり、会社は全ての重要な取引に対して経理処理の

再検討を行った。この結果、必要な修正はすべて連結財務諸表に反映されており、これによる財務諸表監査に

及ぼす影響はない。

 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
　

 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成22年８月25日

株式会社ＥＣＩ

取締役会　御中

　
監査法人元和

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　塩　　野　　治　　夫　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　臼　　井　　聡　　　　　㊞

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社ＥＣＩの平成21年6月1日から平成22年5月31日までの第11期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務
諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。 
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい
る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって
行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監
査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、株式会社ＥＣＩの平成22年5月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
追記情報 
１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度においても、760,289千円の
当期純損失を計上している。当該状況により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在
しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応
策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前
提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映されていない。 
２．重要な後発事象として、平成22年8月20日開催の取締役会において、平成22年８月26日から平成22年９
月６日までを払込期間とする第三者割当増資が決議された旨の記載がされている。 
 

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以　上

　
 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　
平成23年９月30日

株式会社ＥＣＩ

取締役会　御中

　
阪神公認会計士共同事務所

　

　 公認会計士　　小　谷　　陽　亮　　㊞

　

　 公認会計士　　山　中　　雄　太　　㊞

　

　私たちは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ＥＣＩの平成22年６月１日から平成23年５月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の

作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

私たちに財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査

を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの

評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。

　私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＥＣＩの平成23年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１．継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は当事業年度においても、765,351千円の当

期純損失を計上し、当事業年度末において588,881千円の債務超過の状況にあり、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されてい

る。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸表に反映さ

れていない。

２．会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より、資産除去債務に関する会計基準を適用

している。

 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上
　

 

(注)１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形

で別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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